
日
本
雅
楽
の
主
要
源
流
と
し
て
見
た
る
唐
代
音
楽
の
楽
器
・
楽
律
・
楽
曲
の
全
貌

林
謙
三
著
／
山
寺
三
知
解
題
・
翻
刻
・
校
訂

解

題

本
稿
は
、
東
洋
音
楽
学
者
で
あ
る
林
謙
三(1)（
一
八
九
九─
一
九
七
六
）
が
、
昭
和
二
十
二
年
度
（
一
九
四
七
年
度
）
に
「
長
屋
謙
三
」
の
名
で
執
筆
し
た
、
人
文
科
学
研

究
費
補
助
（
現
在
の
科
学
研
究
費
に
相
当
す
る
）
の
報
告
書
「
東
亜
に
於
け
る
楽
器
に
関
す
る
研
究─

─

そ
の
一
、
日
本
雅
楽
の
主
要
源
流
と
し
て
見
た
る
唐
代
音
楽
の
楽

器
・
楽
律
・
楽
曲
の
全
貌─

─

」（
長
屋
糺
氏
所
蔵
。
四
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙
約
八
〇
枚
。
執
筆
時
期
は
、
末
尾
に
「
昭
和
二
十
三
年
三
月
」
と
あ
る
。
四
十
八
歳
の
著
）
を
翻
刻
し
た

も
の
で
あ
る
。

林
謙
三
は
、
昭
和
二
十
二
年
度
（
一
九
四
七
年
度
）
か
ら
二
十
五
年
度
（
一
九
五
〇
年
度
）
に
か
け
て
の
四
年
間
、「
東
亜
に
於
け
る
楽
器
に
関
す
る
研
究(2)」
と
題
す
る

研
究
課
題
に
よ
り
、
文
部
省
か
ら
人
文
科
学
研
究
費
補
助
の
交
付
を
受
け
て
い
る(3)。
そ
の
成
果
と
し
て
、
昭
和
二
十
二
年
度
（
一
九
四
七
年
度
）
か
ら
二
十
四
年
度
（
一

九
四
九
年
度
）
ま
で
の
三
か
年
、
年
度
ご
と
に
作
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
三
部
の
報
告
書
（
手
稿
本
）
が
残
さ
れ
て
お
り(4)、
本
稿
は
、
そ
の
う
ち
の
初
年
度
、
昭
和
二
十

二
年
度
の
報
告
書
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。

昭
和
二
十
三
年
度
（
一
九
四
八
年
度
）
の
報
告
書
は
「
東
亜
に
於
け
る
楽
器
に
関
す
る
研
究
（
二
)──

日
本
楽
器
学
試
論
（
上
)──

」
と
題
し
、
東
洋
古
代
か
ら
西

洋
近
代
に
い
た
る
ま
で
の
楽
器
分
類
学
の
経
過
を
略
説
し
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
独
自
の
楽
器
分
類
法
を
提
示
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
日
本
楽
器
の
分
類
を
試
み

一



た
も
の
（
四
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙
約
一
一
五
枚
(5
)）、

そ
し
て
、
昭
和
二
十
四
年
度
（
一
九
四
九
年
度
）
の
報
告
書
は
「
東
亜
に
於
け
る
楽
器
に
関
す
る
研
究
（
三
）
日
本
楽
器

学
試
論
（
続
)
(6
)─

─

日
本
楽
器
史
観─

─

」
と
の
題
で
、
日
本
に
お
け
る
古
代
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
の
楽
器
の
変
遷
を
略
述
し
、
楽
器
史
観
の
大
意
を
述
べ
た
も

の
（
四
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙
約
三
五
枚
。
昭
和
二
十
五
年
〔
一
九
五
〇
〕
四
月
稿
(7
)）

で
あ
る
が
、
昭
和
二
十
五
年
度
（
一
九
五
〇
年
度
）
の
報
告
書
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
う
ち
、
昭
和
二
十
三
年
度
・
二
十
四
年
度
の
報
告
書
は
、「
楽
器
に
関
す
る
研
究
」
と
い
う
課
題
名
の
と
お
り
、
楽
器
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
あ
る
の
に
対

し
、
本
稿
は
、
楽
器
の
み
な
ら
ず
、
楽
律
・
楽
曲
を
も
取
り
扱
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
報
告
書
の
研
究
期
間
（
昭
和
二
十
二
年
度
）
を
、
林
謙
三
の
年
譜
に
照

ら
し
合
わ
せ
る
と(8)、
そ
の
当
時
、
す
で
に
楽
器
・
楽
律
・
楽
曲
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
分
野
に
お
い
て
相
当
の
進
展
が
見
ら
れ
た
こ
と
が
伺
え
る
。

楽
器
研
究
に
つ
い
て
言
え
ば
、
昭
和
二
十
二
年
度
は
、
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
に
出
版
が
計
画
さ
れ
た
『
東
亞
樂
器
考
』
が
出
版
を
目
前
に
し
て
途
絶
し
た
、

昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
の
約
二
年
後
に
あ
た
り
、
補
助
金
申
請
の
時
期
が
そ
の
前
年
の
昭
和
二
十
一
年
度
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
出
版
中
止
の
翌
年
に
申
請
を
行
っ

た
計
算
に
な
る
。
こ
の
『
東
亞
樂
器
考
』
は
、
昭
和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
）
に
は
中
国
語
に
抄
訳
さ
れ
『
東
亞
樂
器
考
』
と
し
て
、
そ
し
て
、
昭
和
四
十
八
（
一
九
七

三
）
に
は
林
謙
三
自
身
の
手
に
よ
り
増
補
改
訂
さ
れ
、
日
本
語
版
『
東
ア
ジ
ア
楽
器
考
』
と
し
て
姿
を
変
え
て
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
昭
和
二
十
年
当
時
、
後

の
『
東
ア
ジ
ア
楽
器
考
』
の
原
型
は
す
で
に
出
来
上
が
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ(9)、
本
報
告
書
は
、
そ
の
基
礎
の
上
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
と
言
え
る(10)。
ま
た
、
楽
律
研
究

で
は
、
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
に
、
中
国
語
に
よ
る
大
著
『
隋
㚃
燕
樂
㙭
硏
究
』
が
出
版
さ
れ
て
い
る
し
、
楽
曲
研
究
で
は
、
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
に
『
敦

煌
琵
琶
譜
』
や
『
五
絃
譜
』
の
解
読
に
着
手
、
翌
昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
）、『
天
㚻
琵
琶
譜
』『
敦
煌
琵
琶
譜
』
の
解
読
に
関
す
る
論
文
を
発
表(11)、
昭
和
十
五
年
（
一

九
四
〇
）
に
は
『
五
絃
譜
』
に
関
す
る
論
文
を
発
表
す
る
と
と
も
に(12)、『
㚘
㕧
笛
譜
』
の
大
半
を
訳
し
終
え
、
昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
に
は
『
㚘
㕧
笛
譜
』
の
補
訳

と
『
敦
煌
琵
琶
譜
』
の
論
文
の
再
校
を
行
っ
て
い
た
と
言
い
、
こ
の
後
、
さ
ら
に
精
力
的
に
古
楽
譜
解
読
の
成
果
を
発
表
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
本
報
告

書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
け
る
そ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
今
後
の
展
開
を
見
据
え
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

林
謙
三
の
楽
器
・
楽
律
・
楽
曲
研
究
が
互
い
に
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
彼
の
個
々
の
研
究
を
見
れ
ば
自
明
の
こ
と
で
あ
る
が
、
本
報
告
書
は
、
林
謙
三
の

そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
分
野
が
、
東
ア
ジ
ア
古
代
音
楽
の
実
態
解
明
と
い
う
命
題
の
も
と
、
い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
を
俯
瞰
す
る
こ
と
の
で
き
る
数
少
な
い
資
料

で
あ
り
、
彼
の
研
究
観
を
理
解
す
る
上
で
大
い
に
参
考
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

本
報
告
書
は
公
開
を
前
提
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
公
表
は
林
謙
三
の
本
意
に
沿
う
も
の
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
執
筆
後
七
十
余
年
を
経

て
も
な
お
、
後
学
た
る
我
々
に
多
く
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
考
え
、
慎
重
に
校
訂
・
整
理
を
施
し
た
上
で
翻
刻
し
た
次
第
で
あ
る
。

二

國
學
院
大
學
北
海
道
短
期
大
学
部
紀
要
第
三
十
七
巻



な
お
、
本
報
告
書
は
、
要
旨
の
み
が
雑
誌
上
に
公
表
さ
れ
て
い
る
。「
翻
刻
凡
例
」
の
後
、
本
論
の
前
に
掲
載
し
て
お
い
た
。
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
）
林
謙
三
は
、
著
名
な
彫
塑
家
・
東
洋
音
楽
学
者
で
あ
る
。
日
本
・
中
国
の
古
代
音
楽
の
解
読
・
復
元
と
い
う
前
人
未
到
の
偉
業
を
成
し
遂
げ
た
こ
と
で
、
世
界
の
音
楽
学

者
・
東
洋
学
者
に
知
ら
れ
る
。
特
に
、
彼
は
日
本
に
伝
存
す
る
演
奏
伝
承
・
古
楽
譜
・
古
楽
器
等
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
中
国
人
で
さ
え
果
た
し
得
な
か
っ
た
、
中

国
古
代
音
楽
の
楽
曲
・
楽
律
・
楽
器
の
実
態
を
解
明
し
た
こ
と
で
、
死
後
四
十
年
を
経
た
現
在
で
も
東
ア
ジ
ア
の
音
楽
学
者
か
ら
も
尊
敬
を
集
め
て
い
る
。
主
な
著
書
に
『
隋

㚃
燕
樂
㙭
硏
究
』（
郭
沫
若
中
国
語
訳
。
上
海
：
商
務
印
書
館
、
一
九
三
六
年
。
中
華
民
国
二
十
五
年
）、『
敦
煌
琵
琶
譜
的
解
讀
硏
究
』（
潘
懐
素
中
国
語
訳
。
上
海
：
音
楽
出

版
社
、
一
九
五
七
年
）、『
東
亞
樂
器
考
』（
中
国
語
訳
。
北
京
：
音
楽
出
版
社
、
一
九
六
二
年
。
増
補
改
訂
日
本
語
版
『
東
ア
ジ
ア
楽
器
考
』
東
京
：
カ
ワ
イ
楽
譜
、
一
九
七

三
年
）、『
正
倉
院
楽
器
の
研
究
』（
東
京
：
風
間
書
房
、
一
九
六
四
年
）、『
雅
楽─

─

古
楽
譜
の
解
読─

─

』（
東
京
：
音
楽
之
友
社
、
一
九
六
九
年
）
等
多
数
あ
る
が
、
い
ず

れ
も
斯
学
の
名
著
で
あ
り
、「
東
洋
古
代
音
楽
の
研
究
と
正
倉
院
古
楽
器
の
復
元
」
に
よ
っ
て
朝
日
賞
（
一
九
五
〇
年
）
を
、
レ
コ
ー
ド
『
天
平
・
平
安
の
音
楽─

─

古
楽
譜

の
解
読
に
よ
る─

─

』（
監
修
・
解
読
・
解
説
。
川
崎
：
日
本
コ
ロ
ム
ビ
ア
、
一
九
六
五
年
）
に
よ
っ
て
芸
術
祭
奨
励
賞
（
同
年
）
を
受
賞
し
た
。
本
姓
は
長
屋
。
林
は
旧
姓

で
あ
る
が
、
音
楽
学
で
は
、
林
謙
三
の
名
で
活
躍
し
た
。

（
2
）
研
究
課
題
名
に
見
え
る
「
於
け
る
」
の
表
記
に
つ
い
て
、
公
の
記
録
で
は
、「
おㅟ

け
る
」「
於ㅟ

け
る
」
の
二
通
り
あ
る
が
、
林
謙
三
自
身
、
報
告
書
で
は
「
於
け
る
」
と
表
記

し
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
は
そ
れ
に
従
っ
た
。

（
3
）
文
部
省
大
学
学
術
局
研
究
助
成
課
編
『
研
究
課
題
目
録
集

人
文
科
学
研
究
費
補
助
金

科
学
研
究
奨
励
交
付
金

昭
・
21─

昭
・
25
』（
文
部
省
大
学
学
術
局
研
究
助
成

課
、
一
九
五
一
年
二
月
）
五
四
・
五
六
・
六
四
・
六
六
頁
、
人
文
科
学
委
員
会
編
『
人
文
』
第
二
巻
第
一
号
（
一
九
四
八
年
三
月
）「
学
界
消
息
」
一
五
二
頁
、
第
三
巻
第
一

号
（
一
九
四
九
年
三
月
）「
学
界
消
息
」
一
五
八
頁
等
に
よ
る
。

（
4
）
こ
れ
ら
の
報
告
書
に
は
加
筆
訂
正
し
た
箇
所
が
随
所
に
見
受
け
ら
れ
、
正
本
か
否
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
紙
に
記
入
さ
れ
た
情
報
か
ら
判
断
し
、
文
部
省
に

提
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
昭
和
二
十
二
年
度
報
告
書
に
は
「
文
部
省
昭
和
二
十
二
年
度
研
究
費
補
助
に
よ
る
報
告
」
と
の
鉛
筆
書
き
の
メ
モ
が
記
さ
れ
、

「
文
部
省
敎
育
局
人
文
科
學
硏
究
■
」（「
■
」
は
不
鮮
明
の
た
め
不
詳
で
あ
る
。「
費
」
か
）
の
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
昭
和
二
十
三
年
度
報
告
書
に
は
「
哲
学
76
～

110
」
と
の
鉛
筆
書
き
の
メ
モ
が
見
え
（
林
謙
三
が
交
付
さ
れ
た
補
助
金
の
領
域
は
、「
哲
学
」
で
あ
っ
た
）、
昭
和
二
十
四
年
度
報
告
書
に
は
「
156
」
と
記
さ
れ
た
シ
ー
ル
が
貼

ら
れ
、
そ
の
下
に
鉛
筆
書
き
で
「
5.6
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
後
、
恐
ら
く
文
部
省
が
何
ら
か
の
整
理
の
た
め
に
押
印
・
記
入
・
貼
付
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
文
部
科
学
省
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
同
省
に
は
こ
の
時
期
の
報
告
書
は
保
管
さ
れ
て
い
な
い
と
の
回
答
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
正
本
か

副
本
の
い
ず
れ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
が
現
在
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
以
前
、
翻
刻
者
は
二
十
四
年
度
報
告
書
の
翻
刻
を
発
表
し
た
が
（「
日
本
楽
器
学
試
論
（
続
)──

日
本
楽
器
史
観─

─

」〔『
滝
川
国
文
』
第
三
十
五
号
、
二
〇
一
九

年
〕）、
そ
の
解
題
に
お
い
て
、
補
助
金
の
交
付
時
期
に
つ
い
て
「
昭
和
二
十
三
年
度
（
一
九
四
八
年
度
）
か
ら
二
十
五
年
度
（
一
九
五
〇
年
度
）
に
か
け
て
の
三
年
間
」
と

誤
っ
た
認
識
を
示
し
た
（
本
紀
要
第
三
十
六
巻
掲
載
の
「
唐
代
に
歌
わ
れ
た
詩
辞
に
つ
い
て
」〔
林
謙
三
著
、
山
寺
三
知
解
題
・
翻
刻
・
校
訂
〕
の
解
題
に
お
い
て
も
同
様
の

誤
り
を
犯
し
た
）。
こ
こ
に
お
詫
び
す
る
と
と
も
に
訂
正
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
そ
の
際
、
交
付
年
度
と
報
告
書
執
筆
時
期
と
の
関
連
に
つ
い
て
、「
林
謙
三
が
補
助
金
を
交

付
さ
れ
た
年
度
は
、
昭
和
二
十
三
年
度
か
ら
二
十
五
年
度
で
あ
る
が
、
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
年
度
と
は
一
年
ず
つ
相
違
が
見
ら
れ
る
。…

…

目
下
、
そ
れ
ら
の
差
異
が
生
じ

た
明
確
な
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
ひ
と
ま
ず
、
研
究
報
告
を
行
っ
た
翌
年
度
に
補
助
金
が
交
付
さ
れ
た
も
の
と
理
解
し
て
お
く
」
と
述
べ
た
が
、
二
十
二
年
度
か
ら
研
究

三
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本
雅
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の
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要
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流
と
し
て
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る
唐
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の
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・
楽
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・
楽
曲
の
全
貌



を
行
っ
て
い
る
た
め
、
交
付
年
度
と
報
告
書
の
執
筆
年
度
と
の
間
に
は
齟
齬
は
な
い
。
た
だ
し
、
最
終
年
度
に
あ
た
る
昭
和
二
十
五
年
度
の
報
告
書
は
存
在
せ
ず
、
そ
の
理
由

は
明
ら
か
で
は
な
い
。

（
5
）
執
筆
時
期
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
が
、
昭
和
二
十
二
年
度
・
二
十
四
年
度
の
報
告
書
の
執
筆
時
期
か
ら
類
推
す
る
と
、
二
年
目
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
人
文

科
学
委
員
会
編
『
人
文
』
第
三
巻
第
二
号
（
一
九
四
九
年
九
月
）
一
二
八
頁
に
掲
載
さ
れ
た
、
昭
和
二
十
三
年
度
研
究
報
告
書
の
提
出
状
況
一
覧
（「
昭
和
二
十
四
年
五
月
末

ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の
」
と
の
注
記
あ
り
）
に
、「
東
亜
に
お
け
る
楽
器
に
関
す
る
研
究

長
屋
謙
三
」
と
見
え
、
昭
和
二
十
三
年
度
報
告
書
が
そ
れ
に
あ
た
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。

（
6
）
昭
和
二
十
三
年
度
報
告
書
の
「
日
本
楽
器
学
試
論
」
が
（
上
）
で
あ
る
の
に
対
し
、
二
十
四
年
度
報
告
書
は
（
下
）
で
は
な
く
（
続
）
と
さ
れ
て
い
る
が
、
恐
ら
く
、
当
初

（
下
）
と
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
の
を
、
後
に
そ
れ
ら
二
つ
の
報
告
書
の
関
係
性
や
分
量
の
バ
ラ
ン
ス
等
を
考
慮
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
正
篇
・
続
篇
と
位
置
づ
け
た
の
で
あ
ろ

う
。

（
7
）
昭
和
二
十
四
年
度
報
告
書
の
執
筆
時
期
は
、
草
稿
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
さ
ら
な
る
下
書
き
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
表
紙
に
「（
昭
和
二
十
四
年
度
人
文
科

学
研
究
費
補
助
研
究
）
研
究
経
過
報
告
書
」「
昭
和
二
十
五
年
四
月
稿
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
注
（
4
）
に
示
す
と
お
り
、
昭
和
二
十
四
年
度
報
告
書
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
翻
刻
を
発
表
し
て
い
る
。
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（
8
）
平
野
健
次
・
久
保
田
敏
子
編
「
林
謙
三
先
生
年
譜
・
業
績
目
録
」（『
東
洋
音
楽
研
究
』
第
二
十
四
・
二
十
五
号
、
一
九
六
八
年
）。
以
下
、
林
謙
三
の
事
績
に
つ
い
て
は
、

本
年
譜
に
よ
る
。

（
9
）
『
東
ア
ジ
ア
楽
器
考
』（
ま
た
は
『
東
亞
樂
器
考
』）
に
は
、
①
一
九
四
五
年
に
出
版
が
途
絶
し
た
、
言
わ
ば
旧
版
と
、
②
中
国
語
抄
訳
版
（
一
九
六
二
年
）、
③
増
補
改
訂
日

本
語
版
（
一
九
七
三
年
）
の
三
種
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
ず
る
予
定
で
あ
る
。

（
10
）
補
助
金
の
研
究
期
間
中
の
昭
和
二
十
三
年
（
一
九
四
八
）
九
月
、
林
謙
三
は
宮
内
府
（
現
宮
内
庁
）
よ
り
正
倉
院
楽
器
調
査
の
委
託
を
受
け
、
そ
の
後
、
た
び
た
び
調
査
に

従
事
し
、
数
々
の
成
果
を
上
げ
て
い
る
が
、
本
報
告
書
は
、
昭
和
二
十
三
年
三
月
の
脱
稿
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
ら
の
成
果
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
本
稿
の
第
三

章
、
Ⅲ
絃
鳴
楽
器
「
10
、
七
絃
」
に
「
わ
が
正
倉
院
に
も
七
絃
の
頭
部
が
あ
る
が
、
そ
の
形
よ
り
判
じ
て
、
胴
は
阮
咸
様
の
も
の
よ
り
、
む
し
ろ
琵
琶
様
の
も
の
を
思
わ
せ
る

が
、
残
闕
品
で
あ
る
の
で
、
深
い
こ
と
は
推
知
し
難
い
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
七
絃
の
頭
部
」
は
、
昭
和
二
十
三
年
の
正
倉
院
楽
器
の
調
査
の
結
果
、
そ
れ
ま
で
「
桐
木
琴
」

と
さ
れ
て
い
た
別
の
残
欠
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
一
つ
の
楽
器
と
な
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
林
謙
三
は
そ
れ
を
調
律
音
具
「
準
」
と
推
定
し
た
（
林
謙
三
『
正
倉
院
楽
器
の

研
究
』〔
東
京
：
風
間
書
房
、
一
九
六
四
年
〕「
第
三
章

主
と
し
て
復
原
に
つ
い
て
」
の
「
一
、
七
絃
準
の
復
原
」
を
参
照
）。
た
だ
し
、「
凖
」
と
す
る
こ
と
に
は
異
論
も
あ

り
、
正
倉
院
事
務
所
編
『
正
倉
院
の
楽
器
』（
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
六
七
年
）
等
、
公
式
の
報
告
で
は
「
七
絃
楽
器
」
と
表
示
さ
れ
る
。
な
お
、
本
報
告
書
で
た
び
た
び

言
及
さ
れ
る
「
正
倉
院
樂
器
の
㙭
査
報
吿
」（『
帝
室
㚘
物
館
學
報
』
第
二
冊
〔
帝
室
博
物
館
発
行
、
一
九
二
一
年
七
月
〕）
は
、
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
に
上
真
行
・
多
忠

基
・
田
辺
尚
雄
ら
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
調
査
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
り
、
林
謙
三
が
行
っ
た
昭
和
の
調
査
と
は
異
な
る
。

（
11
）
「
琵
琶
古
譜
の
硏
究
」（
平
出
久
雄
と
の
共
著
。『
月
刊
樂
譜
』
第
二
十
七
巻
一
号
、
一
九
三
八
年
）。

（
12
）
『
國
寶
五
絃
譜
と
そ
の
解
讀
の
端
緖
』（『
日
本
音
響
學
會
誌
』
二
、
一
九
四
〇
年
。
後
に
『
雅
楽─

─

古
楽
譜
の
解
読─

─

』〔
東
京
：
音
楽
之
友
社
、
一
九
六
九
年
〕
に
再

録
）。
ま
た
、
翻
刻
者
の
こ
れ
ま
で
の
調
査
に
よ
る
と
、
一
九
四
五
年
に
出
版
中
止
と
な
っ
た
旧
版
『
東
亞
樂
器
考
』
に
は
、「
国
寶
五
絃
譜
の
硏
究
（
一
）・（
二
）」
と
い
う

論
文
（
併
せ
て
四
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙
約
一
〇
五
枚
）
を
掲
載
す
る
予
定
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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翻
刻
凡
例

一
、
明
ら
か
な
誤
字
・
脱
字
・
衍
字
等
に
つ
い
て
は
、
適
宜
こ
れ
を
改
め
た
が
、
逐
一
注
記
し
な
か
っ
た
。

一
、
送
り
が
な
・
読
点
・
改
行
に
つ
い
て
は
、
適
宜
こ
れ
を
改
め
た
。

一
、
鍵
括
弧
に
つ
い
て
は
、
書
名
に
は
二
重
鍵
括
弧
を
、
作
品
名
に
は
一
重
鍵
括
弧
を
適
宜
補
っ
た
。

一
、
本
文
に
お
け
る
漢
字
の
字
体
に
つ
い
て
は
、
草
稿
で
は
、
旧
字
体
と
常
用
漢
字
が
混
在
す
る
が
、
本
稿
で
は
旧
字
体
を
常
用
漢
字
・
代
用
字
等
、
通
行
の
字
体
に

改
め
た
。
但
し
、
一
部
、
草
稿
の
字
体
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
箇
所
が
あ
る
。

一
、
漢
籍
・
古
典
籍
の
引
用
文
に
誤
字
・
脱
字
・
衍
字
等
が
あ
れ
ば
、
原
典
に
従
っ
て
適
宜
こ
れ
を
改
め
た
が
、
逐
一
注
記
し
な
か
っ
た
。
但
し
、
草
稿
に
は
原
典
の

底
本
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
通
行
す
る
標
点
本
等
に
よ
っ
て
妄
り
に
改
め
る
こ
と
は
せ
ず
、
複
数
の
版
本
を
参
照
し
、
可
能
な
限
り
草
稿
の
表
記
を
尊
重
す

る
よ
う
努
め
た
。
従
っ
て
、
通
行
す
る
テ
キ
ス
ト
と
異
な
る
場
合
が
あ
る
。

一
、
漢
籍
・
古
典
籍
の
引
用
文
（
原
文
）、
書
名
、
篇
名
の
字
体
に
は
原
則
と
し
て
旧
字
体
を
用
い
、
異
体
字
・
俗
字
・
通
仮
字
の
類
は
正
字
ま
た
は
通
行
の
字
体
に
改

め
た
。
但
し
、
一
部
、
原
典
の
字
体
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
箇
所
が
あ
る
。

一
、
漢
籍
・
古
典
籍
の
引
用
文
に
附
さ
れ
た
返
り
点
・
読
点
（
草
稿
で
は
句
点
は
用
い
ず
）
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り
草
稿
を
尊
重
し
、
一
部
、
訂
正
を
施
し
た
。

従
っ
て
、
句
読
点
に
つ
い
て
は
、
通
行
の
標
点
本
と
は
異
な
る
場
合
が
あ
る
。

一
、
漢
籍
・
古
典
籍
の
引
用
文
に
お
け
る
割
注
に
つ
い
て
は
、
草
稿
で
は
、
体
裁
上
、
①
丸
括
弧
付
き
の
単
行
大
字
に
よ
る
も
の
、
②
丸
括
弧
付
き
の
双
行
小
字
に
よ

る
も
の
、
③
丸
括
弧
な
し
の
双
行
小
字
に
よ
る
も
の
の
三
種
が
あ
り
、
ま
た
、
注
釈
者
と
し
て
は
、
①
林
謙
三
に
よ
る
も
の
、
②
原
典
に
も
と
も
と
附
さ
れ
た
所
謂

原
注
の
二
種
が
あ
る
。
単
行
大
字
に
よ
る
も
の
は
、
林
謙
三
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
双
行
小
字
に
よ
る
も
の
は
、
体
裁
と
注
釈
者
の
別
が
必
ず
し
も
一
致
し
て
い

な
い
。
本
翻
刻
で
は
、
単
行
大
字
に
よ
る
割
注
は
、
そ
の
ま
ま
草
稿
を
尊
重
し
、
双
行
小
字
の
割
注
に
つ
い
て
は
、
林
謙
三
に
よ
る
も
の
は
丸
括
弧
で
括
り
、
一

方
、
原
注
に
は
括
弧
を
付
け
ず
に
、
区
別
し
て
示
し
た
。
ま
た
、
林
謙
三
に
よ
る
注
は
、
大
字
小
字
と
も
に
、
常
用
漢
字
等
、
通
行
の
字
体
と
し
た
。
な
お
、
引
用

文
中
、
原
典
で
は
双
行
小
字
に
よ
る
割
注
で
あ
り
な
が
ら
、
草
稿
に
お
い
て
単
行
大
字
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
原
典
に
従
い
、
こ
れ
を
改
め
た
。

一
、「
鐘
」
と
「
鍾
」、「
簇
」
と
「
蔟
」、「
絃
」
と
「
弦
」
等
、
同
一
の
も
の
を
意
味
し
な
が
ら
異
な
る
二
種
の
漢
字
で
表
記
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し

五

日
本
雅
楽
の
主
要
源
流
と
し
て
見
た
る
唐
代
音
楽
の
楽
器
・
楽
律
・
楽
曲
の
全
貌



て
著
者
の
表
記
を
尊
重
し
、
そ
れ
ぞ
れ
「
鐘
」・「
簇
」・「
絃
」
と
し
た
。

一
、「
竪
」・「
豎
」
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
林
謙
三
の
表
記
を
尊
重
し
、
漢
籍
の
引
用
文
と
固
有
の
楽
器
名
に
つ
い
て
「
豎
」
を
用
い
（
例
え
ば
「
豎
箜
篌
」
等
）、
そ
れ

以
外
の
場
合
に
は
「
竪
」
を
用
い
た
（
例
え
ば
「
竪
吹
き
」
等
）。

一
、
翻
刻
に
あ
た
り
特
記
す
べ
き
事
項
が
あ
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
①
②
等
の
所
謂
丸
数
字
を
附
し
て
翻
刻
者
注
を
施
し
、
文
末
に
配
し
た
。

要

旨
東
亜
に
お(マ

マ
)け

る
楽
器
に
関
す
る
研
究

日
本
雅
楽
の
主
要
源
流
と
し
て
見
た
(マ
マ
)唐

代
音
楽
の
楽
器
・
楽
律
・
楽
曲
の
全
貌長

屋

謙

三

本
研
究
は
輓
近
発
見
の
新
資
料
を
加
え
て
唐
代
に
行
わ
れ
た
音
楽─

─

特
に
わ
が
唐
楽
と
関
連
す
る
当
時
の
俗
楽
の
全
貌
を
さ
ま
ざ
ま
の
角
度
か
ら
描
こ
う
と
す
る

の
を
目
的
と
し
て
い
る
。

唐
代
の
音
楽
は
、
こ
れ
を
大
別
す
る
と
雅
楽
と
俗
楽
で
あ
る
が
、
事
実
上
、
当
代
音
楽
の
主
流
を
な
し
、
流
れ
で
は
わ
が
唐
楽
の
源
と
な
っ
た
の
は
俗
楽
で
あ
っ

た
。
俗
楽
と
総
称
す
る
も
の
に
は
南
朝
の
俗
楽
（
清
楽
）、
北
朝
の
胡
漢
折
衷
楽
、
胡
楽
（
イ
ラ
ン
・
イ
ン
ド
・
南
蛮
諸
楽
）、
唐
の
新
楽
等
雑
多
の
も
の
、
所
謂
、
十
部
楽
、

二
部
楽
、
法
曲
、
道
曲
、
仏
曲
、
散
楽
等
を
含
ん
で
い
る
。

次
に
俗
楽
の
楽
器
も
、
そ
の
楽
曲
の
多
様
性
に
呼
応
し
、
中
国
在
来
の
俗
楽
器
も
用
う
れ
ば
、
外
来
の
胡
楽
器
を
も
多
数
に
採
用
し
、
そ
れ
ら
を
楽
曲
の
系
統
と
か

種
目
と
か
に
よ
っ
て
取
捨
し
て
用
い
た
。
そ
の
多
く
は
奈
良
時
代
以
来
、
わ
が
国
に
も
伝
来
し
、
そ
の
中
の
若
干
は
当
時
の
形
制
を
大
差
な
く
今
日
も
用
い
続
け
て
い

る
。中

国
上
古
以
来
、
久
し
く
音
楽
に
用
い
た
調
は
宮
調
か
徴
調
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
六
朝
代
、
西
域
音
楽
の
伝
来
の
頻
繁
に
伴
い
、
イ
ラ
ン
・
イ
ン
ド
両
楽
の
感

化
著
し
く
、
殊
に
イ
ン
ド
の
七
調
の
理
論
が
中
国
音
楽
界
に
大
影
響
を
与
え
た
。
そ
の
最
も
や
か
ま
し
い
事
件
は
周
隋
の
間
に
亀
茲
の
琵
琶
工
、
蘇
祗
婆
の
齎
し
た
イ

ン
ド
系
七
調
の
楽
論
で
あ
る
。
七
調
は
隋
唐
人
の
好
み
に
よ
っ
て
適
宜
に
取
捨
さ
れ
、
後
、
唐
の
二
十
八
調
に
進
化
し
た
の
で
あ
る
。
わ
が
国
に
伝
来
し
た
唐
楽
の
調
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も
名
称
も
ま
た
、
こ
れ
に
淵
源
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
俗
楽
調
の
実
際
の
音
高
の
問
題
に
つ
い
て
は
先
年
『
隋
㚃
燕
樂
㙭
硏
究
』
に
よ
っ
て
始
め
て
証
明
し
た
よ
う
に
、
現
代
の
わ
が
雅
楽
の
調
の
律
に
甚
だ
近
い

も
の
で
あ
っ
た
。

唐
楽
の
曲
名
は
『
敎
坊
記
』・『
羯
鼓
錄
』・『
㚃
會
㛿
』
等
に
多
数
を
録
し
て
い
る
し
、
わ
が
国
に
伝
来
し
た
だ
け
で
も
優
に
百
五
十
曲
の
名
は
知
ら
れ
て
い
る
。
と

こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
曲
の
何
れ
か
を
、
ま
の
あ
た
り
描
き
出
そ
う
と
す
る
に
は
今
日
伝
承
の
唐
楽
だ
け
に
よ
っ
て
は
到
底
果
た
す
こ
と
が
出
来
ず
、
唐
代
の
古
譜
、
又
は

そ
の
写
し
と
見
な
す
べ
き
も
の
の
批
判
的
研
究
に
よ
る
他
は
な
い
。
そ
れ
に
は
燉
煌
発
見
の
琵
琶
譜
、
正
倉
院
古
文
書
紙
背
の
琵
琶
譜
、
陽
明
文
庫
の
『
五
絃
譜
』、

源
博
雅
の
笛
譜
の
四
つ
が
あ
り
、
過
去
十
年
来
の
私
の
比
較
研
究
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
に
共
通
の
表
現
法
の
あ
る
こ
と
が
確
認
せ
ら
れ
た
。
続
い
て
楽
曲
の
形
式
、
構

成
法
と
か
拍
子
、
和
声
等
の
原
理
も
次
第
に
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

最
後
に
唐
楽
の
大
部
分
が
歌
辞
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
従
来
も
論
じ
ら
れ
な
が
ら
、
歌
辞
を
ど
の
よ
う
に
節
づ
け
し
た
か
の
点
は
全
く
わ
か
ら
な
い
と
せ
ら

れ
て
い
た
が
、
私
は
こ
の
問
題
を
解
く
こ
と
に
努
力
し
、
唐
代
古
譜
の
約
束
か
ら
歌
辞
も
こ
の
よ
う
に
楽
譜
に
配
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
云
う
仮
説
を
立
て
る
と
こ
ろ
に

ま
で
近
づ
き
つ
つ
あ
る
。

（
人
文
科
学
委
員
会
編
『
人
文
』
第
四
巻
第
一
号
〔
一
九
五
〇
年
三
月
〕「
人
文
科
学
研
究
費
補
助
に
よ
る
研
究
報
告
（
要
旨
）」
九
五─

九
六
頁
よ
り
転
載
。
た
だ
し
、
一
部
、

字
体
・
句
読
点
・
送
り
が
な
・
括
弧
等
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。）

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

東
亜
に
於
け
る
楽
器
に
関
す
る
研
究

─
─

そ
の
一
、
日
本
雅
楽
の
主
要
源
流
と
し
て
見
た
る
唐
代
音
楽
の
楽
器
・
楽
律
・
楽
曲
の
全
貌─

─

日
本
雅
楽
の
主
要
部
を
占
め
て
い
る
唐
楽
の
楽
器
・
楽
律
・
楽
曲
は
、
元
来
、
唐
よ
り
伝
承
し
た
も
の
で
、
唐
楽
は
唐
代
の
諸
外
国
の
音
楽
を
も
包
括
集
大
成
し

七

日
本
雅
楽
の
主
要
源
流
と
し
て
見
た
る
唐
代
音
楽
の
楽
器
・
楽
律
・
楽
曲
の
全
貌



た
、
文
化
史
的
に
見
て
も
甚
だ
興
味
の
あ
る
音
楽
で
あ
る
。
し
か
し
わ
が
雅
楽
の
唐
楽
は
後
世
か
な
り
の
変
化
を
生
じ
て
い
る
た
め
に
、
現
存
の
も
の
を
以
っ
て
直
ち

に
唐
代
の
音
楽
に
近
い
も
の
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。

従
来
、
唐
代
の
音
楽
の
研
究
と
云
え
ば
、
現
存
の
日
本
雅
楽
を
持
ち
出
す
か
、
遺
物
の
あ
る
少
数
の
楽
器
の
研
究
と
か
で
な
け
れ
ば
、
単
な
る
文
献
的
研
究
の
範
囲

内
に
止
ま
る
も
の
が
常
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
輓
近
の
発
見
の
資
料
に
よ
る
新
研
究
に
よ
っ
て
、
従
来
不
明
で
あ
っ
た
唐
代
の
音
楽
の
具
体
的
知
識
も
あ
る
程
度
ま
で

獲
ら
れ
る
よ
う
に
至
っ
た
。
本
研
究
は
こ
の
よ
う
な
新
資
料
に
よ
っ
て
唐
代
に
行
わ
れ
た
音
楽─

─

特
に
わ
が
雅
楽
と
関
連
す
る
唐
代
の
俗
楽
の
全
貌
を
種
々
の
角
度

か
ら
描
き
出
そ
う
と
す
る
の
を
目
的
と
し
て
い
る
。

第
一
章

唐
代
の
俗
楽

八

Ⅰ①

十
部
楽

Ⅱ

二
部
伎

Ⅲ

法
曲

Ⅳ

道
曲

Ⅴ

仏
曲

Ⅵ

散
楽

Ⅶ

胡
楽

Ⅷ

南
蛮
楽

Ⅸ

新
声

第
二
章

唐
代
の
楽
器

一
三

Ⅰ

体
鳴
楽
器

Ⅱ

皮
鳴
楽
器

Ⅲ

絃
鳴
楽
器

Ⅳ

気
鳴
楽
器

第
三
章

唐
楽
の
調
と
音
律

三
一

第
四
章

唐
代
の
楽
曲

三
六

一
、
楽
譜

二
、
楽
曲
の
形
式
と
構
成

三
、
和
声

四
、
拍
子

五
、
楽
曲
の
典
型

六
、
唐
楽
の
歌
辞
に
つ
い
て

結

言

四
一

第
一
章

唐
代
の
俗
楽

唐
代
の
音
楽
は
、
こ
れ
を
大
別
す
る
と
雅
楽
と
俗
楽
の
二
つ
で
あ
る
。
雅
楽
は
朝
廷
の
宗
廟
・
社
稷
の
祭
祀
に
用
う
る
儀
式
音
楽
で
あ
っ
て
、
朝
廷
と
し
て
は
甚
だ

重
要
な
音
楽
で
あ
る
の
で
、
新
旧
『
㚃
書
』
の
音
楽
の
志
の
大
半
は
、
こ
の
雅
楽
に
関
す
る
記
事
や
楽
章
で
埋
め
て
い
る
が
、
当
時
、
事
実
上
、
音
楽
の
主
流
を
な

し
、
時
に
は
雅
楽
に
も
転
用
さ
れ
、
流
れ
て
は
わ
が
国
に
も
伝
わ
っ
て
、
わ
が
唐
楽
と
な
っ
た
も
の
も
俗
楽
で
あ
っ
た
。
俗
楽
と
総
称
す
べ
き
も
の
に
は
南
朝
の
俗
楽
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（
清
楽
）、
北
朝
の
胡
漢
折
衷
楽
、
胡
楽
（
イ
ラ
ン
・
イ
ン
ド
・
南
蛮
等
の
楽
）、
唐
の
新
楽
等
々
雑
多
の
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
今
、
そ
の
俗
楽
の
主
な
る
も
の
を
挙
げ
る
。

Ⅰ

十
部
楽

唐
の
始
め
隋
の
制
度
を
踏
襲
し
、
一
部
改
め
て
宴
饗
用
の
楽
と
し
て
用
い
た
九
部
楽─

─

後
、
十
部
楽
と
な
る─

─

は
次
の
諸
楽
を
包
括
し
て
い
た
。

一
、
燕
楽
。
隋
代
に
な
か
っ
た
名
称
で
あ
る
。
楽
器
は
詳
し
く
は
記
さ
れ
て
い
な
い(1)。

二
、
清
商
伎
。
南
朝
系
の
俗
楽
で
、
楽
器
も
多
く
は
漢
魏
以
来
の
も
の
で
、
南
朝
に
独
自
の
も
の
を
用
い
て
い
る(2)。

三
、
西
涼
伎
。
西
涼
は
苻
秦
の
末
、
呂
光
が
亀
茲
の
音
楽
を
伝
え
た
も
の
と
、
中
国
の
楽
と
折
衷
し
て
生
じ
た
も
の
で
、
楽
器
も
中
国
の
も
の
と
西
域
系
の
も
の
を

併
用
し
て
い
る(3)。

四
、
天
竺
伎
。
張
重
華
の
代
、
は
る
ば
る
イ
ン
ド
よ
り
伝
え
た
楽
で
、
鳳
首
箜
篌
と
云
う
イ
ン
ド
独
自
の
楽
器
を
用
い
て
い
る(4)。

五
、
高
麗
伎
。
そ
の
楽
器
は
西
涼
の
も
の
に
近
い(5)。

六
、
亀
茲
伎
。
西
域
楽
で
あ
っ
て
、
呂
光
の
亀
茲
征
伐
の
時
、
中
国
に
入
っ
た
も
の
で
あ
る
。
亀
茲
は
西
域
中
、
特
に
音
楽
を
以
っ
て
鳴
り
響
い
た
国
で
、
北
周
代

の
蘇
祗
婆
、
隋
代
の
白
明
達
等
は
亀
茲
系
の
著
名
な
音
楽
家
で
、
中
国
音
楽
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
大
な
る
人
物
で
あ
る
。
そ
の
楽
器
は
殆
ど
西
域
系
で
あ
る
け
れ
ど
、

笙
の
よ
う
な
中
国
よ
り
伝
わ
っ
た
ら
し
い
楽
器
を
も
用
い
て
い
る
の
は
面
白
い(6)。

七
、
安
国
伎
。
イ
ラ
ン
系
の
音
楽(7)。

八
、
疏
勒
伎
。
今
の
カ
シ
ュ
ガ
ル
地
方
の
楽(8)。

九
、
康
国
伎
。
イ
ラ
ン
系
の
音
楽(9)。

右
の
三
楽
も
亀
茲
と
共
に
西
域
楽
と
し
て
主
要
の
も
の
で
あ
っ
た
。
以
上
の
九
つ
を
九
部
楽
と
呼
ん
で
い
た
が
、
高
昌
平
定
の
後
、
高
昌
伎(10)を
加
え
て
十
部
楽
と
称

し
、
朝
廷
の
宴
饗
音
楽
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。

九

日
本
雅
楽
の
主
要
源
流
と
し
て
見
た
る
唐
代
音
楽
の
楽
器
・
楽
律
・
楽
曲
の
全
貌



Ⅱ

二
部
伎

唐
の
宴
饗
の
楽
に
は
別
に
立
部
伎
・
坐
部
伎
の
二
つ
が
あ
っ
た(11)。
立
部
伎
は
堂
下
立
奏
、
坐
部
伎
は
堂
上
坐
奏
の
意
で
、
坐
部
伎
の
方
が
上
位
で
、
楽
人
も
技
能
優

秀
者
を
配
属
し
た(12)。

坐
部
伎
に
は
讌
楽
・
長
寿
楽
・
天
授
楽
・
鳥
歌
万
歳
楽
・
龍
池
楽
・
破
陣
楽
の
諸
曲
が
あ
り
、
立
部
伎
に
は
安
楽
・
太
平
楽
・
破
陣
楽
・
慶
善
楽
・
大
定
楽
・
上
元

楽
・
聖
寿
楽
・
光
聖
楽
の
諸
曲
が
あ
る
。
こ
の
中
、
鳥
歌
万
歳
楽(13)・
破
陣
楽(14)・
太
平
楽(15)・
上
元
楽
の
諸
曲
は
わ
が
国
に
も
同
じ
曲
名
の
も
の
を
伝
え
て
い
る
。

Ⅲ

法

曲

法
曲
の
名
は
或
い
は
隋
代
に
起
こ
る
と
云
う
が
、
唐
代
著
名
の
楽
で
あ
っ
て
、
玄
宗
は
殊
に
こ
の
曲
を
好
ん
だ
と
云
う(16)。
大
体
、
南
朝
系
の
俗
楽
で
あ
る
清
商
楽
に

近
接
し
た
も
の
と
見
做
さ
れ
る
が
、
清
商
楽
は
旧
楽
で
あ
り
、
法
曲
は
新
楽
と
目
す
べ
き
で
、
両
者
の
間
に
あ
る
差
別
は
お
か
れ
て
居
た
ら
し
い
。
後
、
法
曲
の
名
は

仙
韶
曲
と
改
称
さ
れ
た(17)。
そ
の
曲
の
主
な
る
も
の
に
破
陣
楽
・
一
戎
大
定
楽
・
長
成
楽
・
赤
白
桃
李
花
・
堂
堂
・
望
瀛
・
霓
裳
羽
衣
・
献
仙
音
・
献
天
花
が
あ
り
、
そ

の
中
、
破
陣
楽
・
赤
白
桃
李
花(18)・
堂
堂(19)の
諸
曲
は
同
名
の
曲
を
わ
が
国
に
伝
え
て
い
る
。

Ⅳ

道

曲

道
曲
は
或
い
は
道
調
と
称
し
、
老
子
の
道ㅡ

に
由
来
す
る
名
称
で
、
高
宗
以
来
作
る
と
こ
ろ
と
云
う(20)。

Ⅴ

仏

曲

仏
教
的
の
音
楽
で
、
道
曲
に
対
す
べ
き
も
の
で
あ
る(21)。
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Ⅵ

散

楽

『
舊
㚃
書
』
は
後
世
の
戯
劇
の
萌
芽
を
な
す
大
面
・
撥
頭(22)・
踏
揺
娘
・
窟
𥗬
子
等
の
曲
を
散
楽
の
中
に
数
え
て
い
る(23)。

Ⅶ

胡

楽

十
部
伎
中
の
西
域
楽
は
何
れ
も
胡
楽
と
称
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
旧
胡
楽
の
他
に
唐
代
に
新
来
の
西
域
楽
の
数
も
夥
し
い
も
の
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
ら
の
曲

は
胡
名
の
ま
ま
用
い
ら
れ
た
こ
と
も
あ
ろ
う
し
、
唐
風
に
改
名
さ
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
。
天
宝
十
三
載
の
太
常
供
奉
楽
曲
の
石
刊
目
録(24)を
見
る
と
、
多
数
の
胡
名
曲
の

唐
風
改
名
曲
を
列
挙
し
て
い
る
。

Ⅷ

南
蛮
楽

胡
楽
の
も
と
に
取
り
扱
っ
て
も
好
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
南
蛮
楽
と
し
て
中
唐
代
に
伝
わ
っ
た
驃
国
楽
の
こ
と
を
一
言
し
た
い
。
驃
国
は
今
の
ビ
ル
マ
地
方
に

占
拠
し
て
い
た
大
国
で
、
貞
元
中
、
唐
の
朝
廷
に
楽
人
楽
曲
を
貢
献
し
た
こ
と
が
あ
る(25)。
当
時
の
楽
器
の
詳
細
な
記
録
が
『
㚃
書
』
に
載
っ
て
い
る
が
、
半
ば
は
イ
ン

ド
系
、
半
ば
は
土
俗
系
で
あ
り(26)、
そ
の
音
楽
の
調
は
イ
ン
ド
系
に
属
し(27)、
従
っ
て
唐
の
俗
楽
の
調
と
親
近
の
も
の
で
あ
っ
た
。

Ⅸ

新

声

唐
代
に
入
っ
て
か
ら
の
新
作
曲
は
頗
る
多
い
。
こ
れ
が
俗
楽
中
の
最
も
中
心
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
楽
器
は
わ
が
国
に
奈
良
時
代
に
唐
楽
曲
と
共
に
伝
え
ら

れ
た
も
の
と
大
同
で
あ
ろ
う
。

一
一

日
本
雅
楽
の
主
要
源
流
と
し
て
見
た
る
唐
代
音
楽
の
楽
器
・
楽
律
・
楽
曲
の
全
貌



×

×

×

（
1
）
『
㚃
書
』
禮
樂
志
「
燕
樂
、
高
祖
卽
位
仍
二

隋
制
一

設
二

九
部
樂
一、
燕
樂
伎
、
樂
工
舞
人
無
二

變
者
一

」。
し
か
る
に
『
隋
志
』
九
部
楽
に
は
燕ㅡ

楽ㅡ

を
欠
い
て
い
る
。
郭
沫
若
は

『
隋
志
』
の
礼
畢
（
文
康
伎
）
が
唐
の
燕
楽
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。『
隋
㚃
燕
樂
㙭
硏
究
』
六
二
頁
。─

─

本
章
は
郭
氏
の
所
説
で
あ
る
。

（
2
）
『
㚃
書
』
禮
樂
志
「
清
商
伎
者
、
隋
淸
樂
也
、
有
二

㚿
鐘
・
㚿
磬
・
獨
絃
琴
・
擊
琴
・
瑟
・
秦
琵
琶
・
臥
箜
篌
・
㙣
・
箏
・
節
鼓
皆
一
、
笙
・
笛
・
簫
・
篪
・
方
響
・
跋
膝
皆

二
、
歌
二
人
、
吹
葉
一
人
、
舞
者
四
人
一

」。『
㙳
典
』
及
び
『
舊
㚃
書
』
は
こ
れ
と
や
や
異
な
っ
て
い
る
。「②

樂
用
二

鐘
一
架
・
磬
一
架
・
琴
一
・
一
絃
琴
一
・
瑟
一
・
秦
琵
琶

一
・
臥
箜
篌
一
・
㙣
一
・
箏
一
・
節
鼓
一
・
笙
二
・
笛
二
・
簫
二
・
篪
二
・
葉
一
・
歌
二
一

」。

（
3
）
『
㚃
書
』
禮
樂
志
「
西
涼
伎
有
二

㚿
鐘
・
㚿
磬
皆
一
、
彈
箏
・
搊
箏
・
臥
箜
篌
・
豎
箜
篌
・
琵
琶
・
五
絃
・
笙
・
簫
・
觱
篥
・
小
觱
篥
・
笛
・
橫
笛
・
㗑
鼓
・
齊
鼓
・
檐
鼓
皆

一
、
銅
鈸
二
・
貝
一
一、
白
舞
一
人
、
方
舞
四
人
」。『
舊
㚃
書
』
に
よ
る
と
「
㚿
鐘
今
㛏
」
と
あ
る
。

（
4
）
『
㚃
書
』
禮
樂
志
「
天
竺
伎
有
二

銅
鼓
・
羯
鼓
・
都
曇
鼓
・
毛
員
鼓
・
觱
篥
・
橫
笛
・
鳳
首
箜
篌
・
琵
琶
・
五
絃
・
貝
皆
一
、
銅
鈸
二
一、
舞
者
二
人
」。

（
5
）
『
㚃
書
』
禮
樂
志
「
高
麗
伎
有
二

彈
箏
・
搊
箏
・
鳳③

首
箜
篌
・
臥
箜
篌
・
豎
箜
篌
・
琵
琶
一、…

…

又
有
二

五
絃
・
義
觜
笛
・
笙
・
葫
蘆
笙
・
簫
・
小
觱
篥
・
桃
皮
觱
篥
・
㗑

鼓
・
齊
鼓
・
檐
鼓
・
龜
頭
鼓
・
鐵
版
・
貝
・
大
觱
篥
一

」。

（
6
）
『
㚃
書
』
禮
樂
志
「
龜
茲
伎
有
二

彈
箏
・
豎
箜
篌
・
琵
琶
・
五
絃
・
橫
笛
・
笙
・
簫
・
觱
篥
・
答
臘
鼓
・
毛
員
鼓
・
都
曇
鼓
・
侯
提
鼓
・
雞
婁
鼓
・
㗑
鼓
・
齊
鼓
・
檐
鼓
・
貝

皆
一
、
銅
鈸
二
一、
舞
者
四
人
」。

（
7
）
『
㚃
書
』
禮
樂
志
「
安
國
伎
有
二

豎
箜
篌
・
琵
琶
・
五
絃
・
橫
笛
・
簫
・
觱
篥
・
正
鼓
・
和
鼓
・
銅
鈸
皆
一
一、
舞
者
二
人
」。

（
8
）
『
㚃
書
』
禮
樂
志
「
疏
勒
伎
有
二

豎
箜
篌
・
琵
琶
・
五
絃
・
簫
・
橫
笛
・
觱
篥
・
答
臘
鼓
・
羯
鼓
・
侯
提
鼓
・
㗑
鼓
・
雞
婁
鼓
皆
一
一、
舞
者
二
人
」。

（
9
）
『
㚃
書
』
禮
樂
志
「
康
國
伎
有
二

正
鼓
・
和
鼓
皆
一
、
笛
・
銅
鈸
皆
二
一、
舞
者
二
人
」。

（
10
）
『
㚃
書
』
禮
樂
志
「
㖎
レ

㚻
二

高
昌
一、
收
二

其
樂
一、
有
二

豎
箜
篌
・
銅
角
一
、
琵
琶
・
五
絃
・
橫
笛
・
簫
・
觱
篥
・
答
臘
鼓
・
㗑
鼓
・
雞
婁
鼓
・
羯
鼓
皆
二
人
一

」。

（
11
）
『
舊
㚃
書
』
音
樂
志
「
高
祖
登
極
之
後
、
享
宴
因
二

隋
舊
制
一、
用
二

九
部
之
樂
一、
其
後
分
爲
二

立
坐
二
部
一、
今
立
部
伎
有
二

安
樂
・
太
㚻
樂
・
破
陣
樂
・
慶
善
樂
・
大
定
樂
・
上

元
樂
・
㘭
壽
樂
・
光
㘭
樂
凡
八
部
一、…

…

自
二

破
陣
舞
一

以
下
皆
雷
二

大
鼓
一、
雜
以
二

龜
茲
之
樂
一、
聲
振
二

百
里
一、
動
-二蕩
山
谷
一、…

…

安
樂
等
八
舞
聲
樂
、
皆
立
奏
レ

之
、
樂
府
謂
二

之
立
部
伎
一、
其
餘
總
謂
二

之
坐
部
伎
一、…

…

坐
部
伎
有
二

讌
樂
・
長
壽
樂
・
天
授
樂
・
鳥④

歌
萬
歲
樂
・
龍
池
樂
・
破
陣
樂
凡
六
部
一、…

…

自
二

長
壽
樂
一

已
下
皆
用
二

龜
茲
樂
一、

…
…

惟
龍
池
備
用
二

㕧
樂
一

而
無
二

鐘
磬
一

」、『
文
獻
㙳
考
』（
百
四
十
六
）「
玄
宗
時
分
レ

樂
爲
二

二
部
一、
堂
下
立
奏
謂
二

之
立
部
伎
一、
堂
上
坐
奏
謂
二

之
坐
部
伎
一

」。
然
し
高
宗
儀
鳳

二
年
太
常
卿
韋
万
石
の
奏
の
中
に
已
に
立
坐
部
伎
の
名
を
記
し
て
い
る
（『
㚃
會
㛿
』
三
十
二
参
照
）。

（
12
）
白
居
易
楽
府
「
立
部
伎
」「
太
常
部
伎
有
二

等
㖑
一、
堂
上
者
坐
堂
下
立
、
堂
上
坐
部
笙
歌
淸
、
堂
下
立
部
鼓
笛
鳴
、
笙
歌
一
聲
衆
側
レ

耳
、
鼓
笛
萬
曲
無
二

人
聽
一、
立
部
賤
、
坐

部
貴
、
坐
部
㙑
爲
二

立
部
伎
一、
擊
鼓
吹
笙
和
二

雜
戲
一、
立
部
又
㙑
何
㘂
レ

任
、
始
就
二

樂
懸
一

操
二

㕧
音
一

」。

（
13
）
鳥
歌
万
歳
楽
、
太
簇
角
盤
渉
調
と
し
て
『
㚘
㕧
笛
譜
』
中
に
あ
り
。

（
14
）
日
本
雅
楽
に
破
陣
楽
と
称
す
る
も
の
、
皇
帝
破
陣
楽
・
秦
王
破
陣
楽
・
散
手
破
陣
楽
・
陪
臚
破
陣
楽
等
あ
り
。

（
15
）
太
平
楽
、
大
食
調
の
曲
。

（
16
）
『
㚃
書
』
禮
樂
志
「
初
隋
有
二

法
曲
一、
其
音
淸
而
㖢
レ

㕧
、
其
器
有
二

鐃
・
鈸
・
鐘
・
磬
・
幢
簫
・
琵
琶
一、…

…

隋
煬
帝
厭
二

其
聲
澹
一、
曲
㗸
復
加
二

解
音
一、
玄
宗
既
知
二

音
律
一、

又
酷
愛
二

法
曲
一、
㘿
二

坐
部
伎
子
弟
三
百
一

敎
二

於
梨
園
一

」。
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（
17
）
『
㚃
書
』
禮
樂
志
「
文
宗
好
二

㕧
樂
一、…

…

製
二

雲
韶
法
曲
㖎
霓
裳
羽
衣
舞
曲
一、…

…

樂
成
、
改
二

法
曲
一

爲
二

仙
韶
曲
一

」。

（
18
）
赤
白
桃
李
花─

─

黄
鐘
調
に
列
す
る
が
実
は
角
調
。

（
19
）
堂
堂─

─

国⑤

宝
『
五
絃
譜
』
中
、
黄
鐘
角
の
曲
に
あ
り
。

（
20
）
『
㚃
書
』
禮
樂
志
「
高
宗
自
以
二

李
氏
老
子
之
後
一

也
、
於
レ

是
命
二

樂
工
一

製
二

㚋
㙭
一、…

…

帝
（
玄
宗
）
方
寖
喜
二

神
仙
之
事
一、
詔
二

㚋
士
司
馬
承
禎
一

製
二

玄
眞
㚋
曲
一、
茅
山
㚋

士
李
會
元
製
二

大
羅
天
曲
一、
工
部
侍
郞
賀
知
章
製
二

紫
淸
上
㘭
㚋
曲
一、
太
淸
宮
成
、
太
常
卿
韋

製
二

景
雲
・
九
眞
・
紫
極
・
小
長
壽
・
承
天
・
順
天
樂
六
曲
一、
又
製
二

商
㙭
君
臣

相
㖨
樂
曲
一

」。
景
雲
以
下
の
諸
曲
は
天
宝
十
三
載
の
太
楽
署
供
奉
の
沙
陁
調
中
に
列
し
て
い
る
。

（
21
）
『
羯
鼓
錄
』
に
諸
仏
曲
調
十
曲
を
収
む
。
ま
た
食
曲
と
称
す
る
も
の
三
十
三
曲
あ
る
が
仏
教
的
の
名
の
も
の
若
干
あ
り
、
こ
れ
ま
た
仏
曲
の
類
で
あ
ろ
う
。
燉
煌
発
見
の
古

書
中
に
も
仏
曲
が
あ
る
（
羅
振
玉
『
燉
煌
零
拾
』
参
照
）。

（
22
）
撥
頭─

─

或
い
は
鉢
頭
・
抜
頭
・
髪
頭
等
と
書
す
。
わ
が
乞
食
調
曲
に
あ
り
。

（
23
）
『
舊
㚃
書
』
音
樂
志
「
散
樂
者
歷
代
之
有
、
非
二

部
伍
之
聲
一、
俳
優
歌
舞
雜
奏
、…

…

歌
舞
戲
有
二

大
面
・
撥
頭
・
踏
搖
娘
・
窟
𥗬
子
等
戲
一

」。

（
24
）
『
㚃
會
㛿
』
三
十
三
に
出
ず
。

（
25
）
『
㚃
書
』
南
蠻
傳
「
雍
羌
（
驃
国
王
）
亦
㖺
二

弟
悉
利
移
城
㗴
舒
難
陀
一

獻
二

其
國
樂
一、
至
二

成
都
一、
韋
皋
復
譜
㗧
二

其
聲
一、
以
二

其
舞
容
樂
器
異
常
一、
乃
圖
畫
以
獻
、
工
器
二
十

有
二
」。

（
26
）
イ
ン
ド
系─

─

鈴
鈸
・
三
面
鼓
・
小
鼓
・
横
笛
・
龍
首
琵
琶
・
雲
頭
琵
琶
・
鳳
首
箜
篌
。

土
俗
系─

─

鉄
板
・
鼉
首
箏
・
大
匏
琴
・
小
匏
琴
・
大
匏
笙
・
小
匏
笙
・
牙
笙
・
三
角
笙
・
両
角
笙
・
螺
貝
。

（
27
）
驃
の
楽
曲
十
二
は
黄
鐘
商
伊
越
調＝

越
調
と
、
林
鐘
商
小
植
調＝

小
食
調
の
何
れ
か
に
属
し
、
楽
器
も
こ
の
二
調
の
何
れ
か
に
適
応
し
て
い
る
。

第
二
章

唐
代
の
楽
器

唐
の
俗
楽
が
、
以
上
さ
ま
ざ
ま
の
系
統
の
曲
を
包
括
し
て
い
た
以
上
、
そ
の
使
用
の
楽
器
に
も
そ
の
反
映
を
見
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
今
、
こ
れ
を
中
国
系
と
西
域

系
に
二
大
別
し
、
更
に
体
鳴
楽
器
・
皮
鳴
楽
器
・
絃
鳴
楽
器
・
気
鳴
楽
器
の
四
綱
分
類
下
に
そ
の
主
な
る
も
の
の
名
称
を
列
挙
し
て
み
る
と
、
左
の
よ
う
に
な
る
。

一
三

日
本
雅
楽
の
主
要
源
流
と
し
て
見
た
る
唐
代
音
楽
の
楽
器
・
楽
律
・
楽
曲
の
全
貌



中
国
固
有
と
普
通
考
え
ら
れ
る
も
の
も
最
始
原
に
於
い
て
は
外
来
の
も
の
も
少
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
漢
代
頃
、
中
国
に
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
は
中
国
系
と

見
做
し
て
お
く
。
中
に
は
両
系
に
属
す
る
も
の
も
あ
る
が
暫
く
重
記
し
て
お
く
。

Ⅰ

中
国
系

ῦ――――――ῧ――――――Ῠ
一
、
体
鳴
楽
器

編
鐘
、
編
磬
、
方
響
、
拍
板

二
、
皮
鳴
楽
器

担⑥
鼓
、
鼗
鼓
、
節
鼓

三
、
絃
鳴
楽
器

臥
箜
篌
、
秦
漢
子
（
秦
琵
琶
）、
阮
咸
、
箏
、
雲
和
箏
、
搊
箏
、
臥
箏
、
軋
箏
、
筑
、
天
宝
楽
、
七
絃
、
六
絃

四
、
気
鳴
楽
器

簫
、
篪
、
笙
、
竽
、
笛
、
跋
膝
管
、
塤
、
尺
八

Ⅱ

西
域
系

ῦ――――――ῧ――――――Ῠ
一
、
体
鳴
楽
器

銅
鈸

二
、
皮
鳴
楽
器

羯
鼓
、
都
曇
鼓
、
毛
員
鼓
、
腰
鼓
、
一
・
二
・
三
鼓
、
正
鼓
、
和
鼓
、
斉
鼓
、
答
臘
鼓
（
揩
鼓
）、
鶏
婁
鼓
、
天
竺
銅
鼓
、
侯
提
鼓

三
、
絃
鳴
楽
器

豎
箜
篌
、
鳳
首
箜
篌
、
匏
琴
、
琵
琶
、
五
絃

四
、
気
鳴
楽
器

横
笛
、
篳
篥
、
大
篳
篥
、
小
篳
篥
、
銀
字
篳
篥
、
双
篳
篥
、
桃
皮
篳
篥
、
漆
篳
篥

一
四
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以
上
、
楽
器
の
起
源
と
か
沿
革
と
か
語
原
と
か
音
律
と
か
の
考
証
は
諸
先
輩
に
よ
っ
て
遂
げ
ら
れ
た
も
の
も
随
分
あ
る
が
、
今
、
未
考
の
点
を
主
と
し
て
若
干
の
も

の
に
つ
い
て
順
次
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

Ⅰ

体
鳴
楽
器

1
、
方
響

わ
が
国
で
は
後
世
、
方
磬(1)と
も
書
し
、
唐
以
後
知
ら
れ
た
楽
器
で
、
俗
楽
に
於
け
る
編
磬
の
役
を
つ
と
め
る
。
そ
の
鳴
体
は
音
律
の
違
っ
た
鉄
の
平
板
十
六
枚
で
、

こ
れ
を
一
架
に
さ
げ
、
二
本
の
槌
で
打
撃
す
る
の
で
あ
る(2)。
そ
の
先
駆
者
は
已
に
梁
の
時
代
に
銅
磬
と
云
う
も
の
が
そ
れ
ら
し
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
十
六
枚
の
鉄
板

の
排
置
の
仕
方
は
陳
暘
の
『
樂
書
』
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
日
本
伝
も
一
部
の
誤
伝
は
あ
る
が
、
元
来
は
同
様
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
知
さ
れ
る(3)。

上段下段

八夾鐘f一黄鐘d

七夷則♯
a

二太簇e

六大呂♯
d

三姑洗♯
f

五仲呂清g四仲呂g

四姑洗清♯
f 

五蕤賓♯
g

三太簇清e六林鐘a

二黄鐘清d七南呂h

一応鐘♯
c

八無射c

わ
が
正
倉
院
に
は
奈
良
時
代
の
方
響
鉄
板
九
枚(4)を
現
存
し
て
い
る
が
、
も
と
一
具
十
六
枚
の
残
闕
品
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
楽
器
は
唐
代
、
鉄
製
以
外
に
玉
製
の
も

の
も
あ
っ
た
こ
と
が
『
杜
陽
雜
㚿
』
に
記
さ
れ
て
い
る(5)。
そ
の
後
久
し
く
用
い
ら
れ
、
わ
が
国
で
は
足
利
初
世
に
衰
滅
し
た
が(6)、
中
国
で
は
近
世
ま
で
用
い
、
朝
鮮
で

は
旧
李
王
家
の
雅
楽
に
こ
れ
を
用
い
て
い
る
。
詳
し
い
考
証
は
私
の
「
方
響
雜
考
」（『
月
刊
樂
譜
』
昭
和
十
二
年
）
に
記
し
て
あ
る
。

一
五

日
本
雅
楽
の
主
要
源
流
と
し
て
見
た
る
唐
代
音
楽
の
楽
器
・
楽
律
・
楽
曲
の
全
貌



2
、
拍
板

拍
板
は
わ
が
国
で
は
、
ま
た
拍
子(7)（
百
子
）
と
も
云
う
。
数
枚
の
平
木
札
を
紐
で
連
結
し
た
も
の
で
、
両
端
の
二
枚
の
柄
を
支
え
打
ち
合
わ
せ
て
鳴
ら
す
の
で
あ
る
。

用
途
は
曲
の
節
奏
を
整
え
る
に
あ
る
。
後
世
の
び
ん
さ
さ
ら
は
そ
の
変
化
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

3
、
銅
鈸

金
属
製
の
二
枚
同
形
の
相
撃
楽
器
で
、
拍
手
か
ら
分
化
発
達
し
た
楽
器
の
一
つ
と
見
做
さ
れ
る
。
古
イ
ン
ド
で
は
手
掌
と
同
義
の
タ
ー
ラ
（
tāla）
を
以
っ
て
、
こ

の
器
を
呼
ん
で
い
る
の
も
尤
も
ら
し
く
感
じ
ら
れ
る
。
起
源
は
遥
か
西
方
に
あ
り
、
古
エ
ジ
プ
ト
、
ア
ッ
シ
リ
ア
、
ペ
ル
シ
ャ
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
ー
マ
等
の
古
代
文
明

諸
国
で
は
何
れ
も
こ
れ
を
用
い
て
い
た
し(8)、
イ
ン
ド
に
も
古
く
か
ら
現
れ
て
い
る(9)。
西
域
・
南
蛮
古
美
術
に
見
る
も
の
は
直
径
数
糎
の
小
形
か
ら
三
十
糎
以
上
の
大
形

ま
で
種
々
あ
り
、
中
に
は
鈴
状
の
異
様
な
も
の
も
あ
る(10)。

さ
て
、
中
国
へ
の
伝
来
の
始
ま
り
は
確
認
が
な
い
が
、
少
な
く
と
も
器
名
と
し
て
は
、
東
晋
時
代
に
已
に
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
『
法
顯
傳(11)』
と
か
鳩
摩
羅
什
訳
の

『
妙
法
蓮
華
經(12)』
な
ど
当
代
編
纂
の
書
中
に
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
「
鈸
」
の
文
字
は
唐
代
の
訓
詁
家
の
説
に
よ
る
と
、
元
来
は

「
拔
」
と
か
「
跋
」
を
借
用
し
た
も
の
で(13)、「
鈸
」
は
こ
の
器
が
充
分
に
中
国
化
し
て
後
、
楽
器
名
と
し
て
新
し
く
作
ら
れ
た
字
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
し

て
み
る
と
、
元
来
「
拔
」
と
か
「
跋
」
と
か
書
し
た
の
は
、
漢
語
と
し
て
は
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
か
ら
、
あ
る
外
来
語
の
音
の
一
部
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
鈸
」
字
の
出
来
た
の
は
多
分
唐
に
入
っ
て
か
ら
と
思
わ
れ
る
。
わ
が
国
で
は
俗
間
に
銅
鈸
の
こ
と
を
鐃
鈸
と
も
呼
ん
で
い
る
の

は
、
二
器
の
名
を
一
器
と
誤
っ
た
も
の
で
あ
る
。

4
、
編
鐘

編
鐘
は
も
と
は
雅
楽
の
器
で
あ
る
が
、
俗
楽
に
も
用
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
十
部
楽
の
清
商
・
西
涼
の
両
楽
に
編
磬
と
共
に
用
い
て
い
る
の
も
そ
の
例
で
あ
る
。
一

架
に
鐘
何
枚
を
下
げ
た
も
の
か
明
記
が
な
い
が
、
雅
楽
の
編
鐘
に
准
じ
て
考
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
陳
暘
『
樂
書
』
の
俗
部
の
㚿
鐘
に
は
二
十
四
・
十
六
・
十
四
の
三
種

を
挙
げ
て
い
る
が(14)、
こ
れ
が
清
商
・
西
涼
楽
に
用
い
た
も
の
か
ど
う
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
同
書
の
俗
部
、
㚿
磬
の
条
を
見
る
と
、
依
然
二
十
四
・
十
四
を
挙

げ
て
い
る
か
ら
、
凡
そ
こ
の
辺
り
で
あ
る
こ
と
を
知
る(15)。
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5
、
編
磬

編
鐘
と
共
に
清
商
・
西
涼
の
両
楽
に
用
い
た
。
陳
暘
の
『
樂
書
』
に
一
架
二
十
四
枚
を
唐
の
李
沖
所
伝
と
し
、
十
四
枚
を
『
大
周
正
樂
』
所
出
と
し
て
い
る
の
は
、

俗
楽
用
の
も
の
を
指
し
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
『
樂
苑
』
に
も
十
四
枚
と
あ
れ
ば
、
清
楽
・
西
涼
楽
用
の
編
磬
も
凡
そ
察
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う(16)。

×

×

×

（
1
）
『
和
名
抄
』・『
伊
呂
波
字
類
抄
』・『
拾
芥
抄
』・『
敎
訓
抄
』。

（
2
）
『
㙳
典
』（
百
四
十
四
）「
方
響
、
梁
有
二

銅
磬
一、
蓋
今
方
響
之
類
也
、
方
響
以
レ

鐵
爲
レ

之
、
修
九
寸
、
廣
二
寸
、
圓
レ

上
方
レ

下
、
架
如
レ

磬
、
而
不
レ

設
レ

業
、
倚
二

於
架
上
一、
以

代
二

鐘
磬
一、
人
閒
㘂
レ

用
者
纔
三
四
寸
」。

（
3
）
『
樂
書
』（
百
二
十
五
）
胡
部
、
方
響
「
大
周
正
樂
載
、
西
涼
淸
樂
方
響
一
架
十
六
枚
、
㖥
二

黃
鐘
大
呂
二
均
聲
一

」、
同
書
（
百
三
十
四
）
俗
部
、
方
響
「
方
響
之
制
、
蓋
出
二

於
梁
之
銅
磬
一、…

…

一
六
聲
比
二

十
二
律
一、
餘
四
淸
聲
爾
、
抑
又
㚿
縣
之
㗧
、
與
二

㕧
樂
鐘
磬
一

異
、
下
格
以
レ

左
爲
レ

首
、
其
一
黃
鐘
、
其
二
太
簇
、
其
三
姑
洗
、
其
四
仲
呂
、

其
五
蕤
賓
、
其
六
林
鐘
、
其
七
南
呂
、
其
八
無
射
、
上
格
以
レ

右
爲
レ

首
、
其
一
應
鐘
、
其
二
黃
鐘
之
淸
、
其
三
太
簇
之
淸
、
其
四
姑
洗
之
淸
、
其
五
仲
呂
之
淸
、
其
六
大
呂
、

其
七
夷
則
、
其
八
夾
鐘
、
此
其
大
凡
也
」。

（
4
）
「
正
倉
院
樂
器
の
㙭
査
報
吿
」。

（
5
）
『
杜
陽
雜
㚿
』「…

…

時
有
二

宮
人
沈
阿
翹
一

爲
レ

上
（
文
宗
）
舞
二

河
滿
子
一、…

…

俄
㘨
㘟
二

白
玉
方
響
一、…

…

光
明
皎
㖰
、
可
レ

照
二

十
數
步
一、
言
二

其
犀
槌
卽
響
犀
一

也
、
方
物

有
レ

聲
、
乃
響
-二應
其
中
一

焉
、
架
則
雲
檀
香
也
、
而
文
㗗
若
二

雲
霞
之
狀
一、
芬
馥
着
レ

人
、
則
彌
レ

月
不
レ

散
、
制
度
精
妙
、
固
非
二

中
國
㘂
一レ

有
」。

（
6
）
『
體
源
抄
』（
四
）
の
記
に
よ
れ
ば
、
同
書
の
編
纂
さ
れ
た
時
代
に
は
已
に
方
響
は
用
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。「
右⑦

方
磬
圖
、
故
治
秋
㙫
臣
自
筆
記
置
者
也
、
當
時
絕
畢
、
雖
レ

然
明
白
之
案
譜
、
幸
在
レ

之
條
、
爲
二

後
生
一

載
レ

之
、
可
三

祕
-二藏
之
一

」。

（
7
）
『
和
名
抄
』「
蔣
魴
切
韻
云
、
拍
普
拍
反
、
拍
子
、

俗
云
二

百
師
一

打
也
、
拍
板
、
樂
器
名
也
」。『
西
大
寺
㗥
財
帳
』
大
㚃
樂
器
・
㚃
樂
器
に
百
子
あ
り
。

（
8
）
C.Sachs,G
eistund
W
erden
der
M
usikinstrum
ente,SS.149-
150.

（
9
）
Cunningham
,T
he
stûpa
ofBharhut,Pl.X
V
.

（
10
）
Griffiths,T
he
paintingsin
the
Buddhistcave-tem
plesofA
janta,K
handesh,India,Pls.6

,13

,60

,75

,105,108:J.Burgess,T
he
Cave
T
em
plesofIndia,Pl.

X
LV
;──

,T
heA
ncientM
onum
ents,T
em
plesand
SculpturesofIndia,Pl.120,fig.2

:Grünw
edel,A
ltbuddhistischeK
ultstätten
in
Chinesisch-T
urkistan,fig.

360;──

,A
lt-K
utscha,T
af.X
X
X
,X
X
X
I.

（
11
）
『
法
顯
傳
』
醯
羅
城
の
条
下
に
「
敲
二

銅
拔⑧
一

」
と
あ
り
。

（
12
）
『
妙
法
蓮
華
經
』
方
便
品
第
二
「
簫
笛
琴
箜
篌
、
琵
琶
鐃
銅
拔⑨

」。

（
13
）
慧
琳
『
一
切
經
音
義
』（
二
十
七
）
妙
法
蓮
花
經
「
銅
拔
、…

…

亦
爲
レ

跋
、…

…

有

レ

作
レ

鈸
、
無
レ

㘂
レ

從
也
」、『
一
切
經
音
義
』（
十
七
）
大
乘
顯
識
經
「
銅
鈸
、…

…

古
字
書
無
二

鈸
字
一、
㖢
代

出
也
、
字
統
云
、
樂
器
名
也
」、
又
（
三
十

一
）
佛
說
如
來
智
印
經
「
銅
鈸
、…

…

考
聲
云
、
鈸
樂
器
名
、…

…

案
樂
經
從
レ

金
作
レ

鈸
、
俗
字
也
」。

一
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源
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（
14
）
『
樂
書
』（
百
三
十
三
）
俗
部
、
㚿
鐘
「
古
者
㚿
鐘
大
小
異
制
、
有
下

倍
二

十
二
律
一

而
爲
二

二
十
四
一

者
上

大
架
㘂
用
也
、
有
下

合
二

十
二
律
四
淸
一

而
爲
二

十
六
一

者
上

中
架
㘂
用
也
、

有
下

倍
二

七
音
一

而
爲
二

十
四
一

者
上

小
架
㘂
用
也
」。

（
15
）
注
（
3
）（
16
）
を
参
照
す
る
に
、『
大
周
正
樂
』
の
十
四
枚
は
西
涼
・
清
楽
の
も
の
ら
し
く
思
わ
る
。

（
16
）
『
樂
書
』（
百
三
十
六
）
俗
部
、
㚿
磬
「
大
架
㘂
用
二
十
四
枚
、
應
二

十
二
律
倍
聲
一、
㚃
李
沖
㘂
傳
也
、
小
架
㘂
用
十
四
枚
、
㙳
二

黃
鐘
一
均
一

上
倍
レ

之
、
大
周
正
樂
㘂
レ

出
也
、

…
…

樂
苑
曰
、
堂
上
磬
十
四
枚
、
下
七
枚
㖥
二

黃
鐘
一
均
聲
一、
上
七
枚
倍
也
」。

Ⅱ

皮
鳴
楽
器

1
、
鼗
鼓

鼗
は
ふ
り
つ
づ
み
で
あ
る
。
周
以
来
知
ら
れ
た
鼓(1)で
あ
る
が
、
二
乃
至
三
鼓
連
結
の
鼗(2
)が

西
域
に
伝
わ
り
、
鶏
婁
鼓
と
併
用
さ
れ
て
同
一
奏
者
の
執
る
と
こ
ろ
と

な
っ
た(3)。
鶏
婁
鼓
に
は
必
ず
附
随
す
る
鼓
で
あ
っ
て
、
こ
の
併
用
法
の
発
明
は
西
域
人
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

2
、
羯
鼓

そ
の
胴
は
殆
ど
長
円
筒
形
を
な
し
、
両
革
面
を
締
め
紐
で
緊
張
し
た
鼓
で
あ
っ
て(4)、
原
型
は
古
イ
ン
ド
の
浮
刻
に
已
に
見
ら
れ
る(5)。
も
ち
ろ
ん
西
域
系
の
鼓
で
、
こ

れ
を
羯
鼓
と
呼
ん
だ
の
は
、『
㙳
典
』
説
の
ご
と
く
、
多
分
、
後
趙
代
（
西
紀
三
一
九─

三
五
一
）
に
羯
人
が
輸
入
し
て
用
い
出
し
た
の
が
原
因
か
も
知
れ
な
い(4)。
羯
鼓
の

音
は
焦
殺
で
、
他
の
諸
鼓
と
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
る
ほ
ど
特
異
な
も
の
が
あ
り
、
玄
宗
は
特
に
愛
好
し
た
と
云
う(6)。
普
通
そ
の
胴
は
山
桑
・
橿
等
を
用
う
る
が(7)、
法
隆

寺
に
は
石
製
の
も
の
を
伝
え
て
い
る(8)。
わ
が
国
で
は
唐
楽
の
新
楽
に
は
常
に
用
う
る
と
こ
ろ
で
、
特
に
楽
家
の
長
老
の
打
つ
と
こ
ろ
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
。

3
、
腰
鼓
、
都
曇
鼓
、
毛
員
鼓
、
一
・
二
・
三
鼓
、
和
鼓
、
正
鼓

こ
れ
ら
の
鼓
は
何
れ
も
細
腰
鼓
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
、
胴
の
中
央
は
細
く
く
び
れ
て
い
る
。
何
れ
も
六
朝
以
来
、
始
め
て
中
国
に
知
ら
れ
た
鼓
で
、
イ
ン
ド
系
の
も

の
で
あ
る(9)。

腰
鼓
は
わ
が
国
に
伝
わ
っ
た
伎
楽
の
腰
鼓(10)（
呉
鼓
）
と
同
様
、
腰
の
辺
り
に
さ
げ
た
細
腰
鼓
ほ
ど
の
意
を
も
っ
て
い
る
。
古
図
像
の
類
み
な
同
様
で
あ
る(11)。
そ
の
遺
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品
は
正
倉
院
に
多
数
あ
る
。

都
曇
鼓
は
或
い
は
梵
語
の
dundubhiの
音
を
伝
え
た
も
の
か
と
云
わ
れ
て
い
る
が(12)、
こ
の
梵
語
の
忠
実
な
チ
ベ
ッ
ト
訳
は
大
鼓
の
意
を
も
ち(13)、
中
国
伝
に
あ
る
よ

う
な
小
形
の
も
の
で
は
な
い
の
で
、
考
う
べ
き
余
地
が
あ
る(14)。

毛
員
鼓
は
都
曇
鼓
よ
り
少
し
大
き
い
だ
け
の
も
の
で
あ
る(15)。
以
上
、
二
鼓
は
唐
の
前
半
代
に
亡
ん
だ
。

一
・
二
・
三
鼓(16)は
次
第
に
大
き
さ
を
増
す
同
形
の
鼓
で
、
何
れ
も
右
手
は
杖
を
も
っ
て
、
左
手
は
掌
を
も
っ
て
二
つ
の
革
面
を
う
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
が
雅
楽
で
は

今
日
一
・
三
鼓
を
用
い
て
い
る
。
日
本
伝
に
よ
る
と
、
そ
の
他
、
四
鼓(17)ま
で
あ
っ
た
と
云
う
が
遺
物
は
な
い
。

正
鼓
と
和
鼓(18)は
、
蓋
し
互
い
に
五
度
、
乃
至
四
度
関
係
の
音
に
調
律
し
て
一
対
と
し
て
用
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
安
国
・
康
国
の
よ
う
な
イ
ラ
ン
系
の
音
楽
に
特
有

の
鼓
で
あ
る
。

4
、
答
臘
鼓
（
揩
鼓
）

わ
が
国
の
締
太
鼓
と
し
て
最
も
常
に
見
出
す
短
い
胴
の
鼓
の
原
型
は
、
こ
の
答
臘
鼓(19)に
あ
る
。
鼓
と
し
て
の
起
源
は
イ
ン
ド
と
考
え
ら
れ
る
が(20)、
指
で
す
り
鳴
ら
す

特
異
の
手
法
だ
け
は
多
分
中
央
ア
ジ
ア
に
於
い
て
西
ア
ジ
ア
の
手
法
を
と
り
入
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
答
臘
の
語
原
は
セ
ム
チ
ッ
ク
語
、
又
は

ア
ー
リ
ア
ン
語
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る(21)。

5
、
鶏
婁
鼓

殆
ど
正
し
い
球
に
近
い
胴
に
小
さ
な
革
面
を
附
し
た
鼓
で(22)、
革
面
を
鋲
で
固
定
し
て
い
る
点
は
中
国
系
の
鼓
で
あ
り
な
が
ら
、
西
域
で
考
案
し
た
鼓
と
判
断
さ
れ

る
。
奏
者
は
こ
の
鼓
を
左
脇
と
、
鼗
を
握
る
左
手
の
上
膊
と
の
間
に
挟
み
、
こ
れ
を
右
手
の
桴
で
う
っ
た
の
で
あ
る(23)。
左
手
の
鼗
は
こ
の
よ
う
な
構
え
の
ま
ま
、
時
に

応
じ
て
振
り
鳴
ら
し
た
も
の
で
、
楽
器
奏
法
と
し
て
は
極
め
て
特
異
の
も
の
で
あ
る
。
後
世
わ
が
国
で
は
こ
の
奏
法
を
失
い
、
鶏
婁
鼓
を
懸
緒
で
頸
か
ら
腰
の
前
に
下

げ
る
こ
と
に
な
っ
て
仕
舞
っ
た
。

×

×

×
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（
1
）
『
周
禮
』
小
師
注
「
鼗
如
レ

鼓
而
小
、
持
二

其
柄
一

搖
レ

之
、
旁
耳
㕼
自
擊
」。

（
2
）
『
周
禮
』
大
司
樂
、
鄭
司
農
注
に
「
雷
鼓
・
雷ㅡ

鼗ㅡ

皆
謂
二

六
面
有
レ

革
、
可
レ

擊
者
一

也
、…

…

靈
鼓
・
靈ㅡ

鼗ㅡ

四
面
、
路
鼓
・
路ㅡ

鼗ㅡ

兩
面
」
と
あ
り
、
六
面
は
三
鼓
、
四
面
は
二

鼓
、
両
面
は
一
鼓
の
鼗
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
し
か
し
『
周
禮
』
鼓
人
注
に
は
「
雷
鼓
八
面
鼓
也
、…

…

靈
鼓
六
面
鼓
也
、…

…

路
鼓
四
面
鼓
也
」
と
し
て
司
農
注
と
一
致
し

な
い
。『
樂
書
』（
百
十
六
）
は
司
農
の
霊
鼗
・
路
鼗
説
を
非
と
し
、
霊
鼗
は
八
面
、
路
鼗
は
四
面
を
正
し
い
と
す
る
と
し
て
図
示
し
て
い
る
。
と
も
角
、
周
代
の
古
よ
り
一
鼓

二
鼓
三
鼓
の
鼗
が
あ
り
し
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
3
）
Pelliot,Les
G
rottes
de
T
ouen-houang,t,II,Pls.LX
X
IX
,LX
X
X
I(十六

洞

):

『
西
域
考
古
圖
譜
』
繪
畫
之
部
43
。

（
4
）
『
㙳
典
』（
百
四
十
四
）「
羯
鼓
、
正
如
二

漆
桶
一、
兩
頭
俱
擊
、
以
レ

出
二

羯
中
一、
故
號
二

羯
鼓
一、
亦
謂
二

之
兩
杖
鼓
一

」。

（
5
）
Fergusson,T
ree
and
SerpentW
orship,Pl.X
X
X
V
.

（
6
）
『
羯
鼓
錄
』「（
玄
宗
）
尤
愛
二

羯
鼓
玉
笛
一、
常
云
、
八
音
之
領
袖
、
不
レ

可
レ

無
也
」。

（
7
）
『
樂
書
』（
百
二
十
七
）
羯
鼓
下
「
羯
鼓
之
制
、
𣞙
用
二

山
桑
一、
捲
用
二

銅
鐵
一、
杖
用
二

黃
檀
・
狗
骨
・
花
楸
一

」。

（
8
）
『
法
隆
寺
大
鏡
』
三
。

（
9
）
Sachs,G
.W
.M
.,S.176
seq.参
照
。

（
10
）
職
員
令
「
伎
樂
師
一
人
、
掌
レ

敎
二

伎
樂
生
一、
其
生
以
二

樂
戶
一

爲
レ

之
、
㗑
鼓
生
准
レ

此
、
㗑
鼓
師
二
人
、
掌
レ

敎
二

㗑
鼓
生
一

」。

（
11
）
正
倉
院
弾
弓
漆
画
、『
信
西
入
㚋
古
樂
圖
』。

（
12
）
高
楠
順
次
郎
「
奈
良
㙫
の
音
樂

特
に
「
臨
邑
八
樂
」
に
就
て
」（『
史
學
雜
誌
』
十
八
）。

（
13
）
西
蔵
訳1

)
rnㅡa,2

)
rnㅡa-

bo-

che,3

)
rnㅡa-

chen-
po.一
は
単
に
鼓
の
意
、
二
・
三
は
大
鼓
の
意
を
示
す
。

（
14
）
『
㙳
典
』（
百
四
十
四
）「
都
曇
鼓
、
似
二

㗑
鼓
一

而
小
、
以
レ

槌
擊
レ

之
」。

（
15
）
『
㙳
典
』（
百
四
十
四
）「
毛
員
鼓
、
似
二

都
曇
一

而
稍
大
」。

（
16
）
『
西
大
寺
㗥
財
帳
』
大
㚃
樂
器
「
古
樂
鼓
三
面
一
二
三
並

㗗
色
腔

」、
㚃
樂
器
「
古
樂
鼓
一
㖥
一
二
三
大

一
桴
一

」、『
㚃
書
』
禮
樂
志
「
俗
樂
者
二
十
有
八
㙭
、…

…

革
有
二

杖
鼓
・
第
二
鼓
・

第
三
鼓
・
㗑
鼓
・
大
鼓
一

」。『
樂
書
』（
百
二
十
七
）
の
魏
鼓
の
条
下
に
「
後
周
有
二

三
等
之
制
一、
右
擊
以
レ

杖
、
左
拍
以
レ

手
、
後
世
謂
二

之
杖
鼓
一

」
と
あ
る
の
も
一
・
二
・
三

鼓
を
指
し
て
い
る
ら
し
い
。
又
、『
敎
訓
抄
』（
九
）
に
一
・
二
・
三
鼓
の
奏
法
を
説
い
て
い
る
。

（
17
）
『
敎
訓
抄
』（
九
）「
師
說
云
、
此
鼓
Ầス
二

大
鼓
之
異
名ト
一、
僻
事
ナ
リ
、
東
大
寺
乃
寶
藏ニ

號
二

四
鼓ト
一

テ
、
別ノ

㗠ノ

鼓
也
、
古
記
ニ
ハ
、
古
樂ノ

拍
子
打
レ

之
ト
云フ

、
然
而
或
人
云
、
三

鼓ノ

二
人
立
タ
ル
時ノ

㗧ノ

烈ニ

打
ヲ
、
可
レ

謂フ
二

四
鼓ト
一
云
々
」。

（
18
）
『
舊
㚃
書
』
音
樂
志
「
正
鼓
・
和
鼓
者
、
一
以
レ

正
、
一
以
レ

和
、
皆
㗑
鼓
也
」。

（
19
）
『
古
今
樂
錄
』「
答
臘
鼓
、
制
廣
二

於
羯
鼓
一

而
短
、
以
レ

指
揩
レ

之
、
其
聲
甚
震
、
俗
謂
二

之
揩
鼓
一

」。

（
20
）
Fergusson,T
ree
and
SerpentW
orship,Pls.X
X
X
IV
,fig.1

;X
X
X
V
III,fig.2

.

（
21
）
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
toph（
打
つ
）
よ
り
出
た
楽
器
名
に
daff,deffあ
り
。
ギ
リ
シ
ャ
語
の
tu

⑩

ptó、
ラ
テ
ン
語
の
tab、
梵
語
の
tup──

何
れ
も
打
つ
義
あ
り
。
答
臘
の
語
根
、

答
tâpも
多
分
こ
れ
ら
の
語
と
同
様
、
打
つ
義
を
も
つ
あ
る
語
の
音
訳
で
あ
ろ
う
。
然
ら
ば
セ
ム
チ
ッ
ク
、
又
は
ア
ー
リ
ア
ン
語
系
の
言
語
中
、
同
類
の
語
根
を
有
し
、
且
つ

鼓
の
意
味
を
も
つ
あ
る
語
に
由
来
す
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
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（
22
）
『
古
今
樂
錄
』「
雞
婁
鼓
、
正
圓
而
首
尾
可
レ

擊
之
處
、
㚻
可
二

數
寸
一

」。

（
23
）
『
樂
書
』（
百
二
十
七
）「
左
手
播
二

鞉
牢
一、
右
手
擊
二

雞
婁
鼓
一

」、「
左
手
持
二

鼗
牢
一、
腋
挾
二

此
鼓
一、（
鶏
婁

鼓

）右
手
擊
レ

之
以
爲
レ

節
焉
」、『
文
獻
㙳
考
』（
百
三
十
六
）「
雞
婁
鼓

…
…

其
形
如
レ

甕
、
㗑
有
レ

㕹
、

以
二

綬
帶
一

係
二

之
腋
下
一

」。

Ⅲ

絃
鳴
楽
器

1
、
臥
箜
篌

漢
代
に
箜
篌(1)と
云
い
、
空
侯
、
又
は
坎
侯(2)と
云
っ
た
も
の
は
何
れ
も
後
世
の
臥
箜
篌
で
、
そ
の
形
は
箏
に
近
く
、
七
絃
あ
り
、
柱
は
琵
琶
の
そ
れ
の
よ
う
に
固
定
し

て
い
る(3)。
こ
の
系
統
の
も
の
に
は
朝
鮮
の
玄
琴
が
あ
り
、
わ
が
国
の
高
麗
楽
の
箜
篌(4)──

或
い
は
𥰃
篌(5)と
書
す─

─

が
あ
る
。
満
洲
の
通
溝
第
十
七
号
墳
に
描
か
れ
た

見
事
な
遺
例
は
四
絃
と
十
三
柱
を
備
え
て
い
る
。
法
隆
寺
旧
蔵
の
御
物
金
銅
幡
の
天
蓋
透
彫
に
も
同
様
の
楽
器
が
現
れ
て
お
り
、
早
く
も
朝
鮮
半
島
を
通
じ
て
わ
が
国

に
伝
来
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
後
世
、
西
域
系
の
ハ
ー
プ
を
箜
篌
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
以
来
、
二
者
の
混
同
を
避
け
る
た
め
に
旧
来
の
も

の
を
臥
箜
篌
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
楽
器
は
胡
楽
に
は
用
い
な
い
。

2
、
秦
漢
子

漢
代
に
琵
琶
と
呼
ぶ
も
の
は
後
世
の
所
謂
琵
琶
で
は
な
く
、
阮
咸
様
の
円
体
長
頸
の
も
の
で
あ
っ
た
。
四
絃
十
二
柱
で
、
南
朝
で
は
専
ら
こ
の
琵
琶
を
用
い
て
い

た(6)。
晋
の
阮
咸
の
弾
い
た
琵
琶
も
こ
れ
で
あ
る
。
後
世
、
西
域
か
ら
新
来
の
琵
琶
と
の
混
同
を
避
け
る
た
め
、
秦
琵
琶(7)と
か
秦
漢
子(8)と
か
称
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で

あ
る
。
弾
奏
に
は
撥
を
用
い
た
こ
と
は
梁
の
詩
に
よ
っ
て
偲
ぶ
こ
と
が
出
来
る(9)。
唐
代
に
入
る
と
新
造
の
阮
咸
ほ
ど
に
は
愛
好
さ
れ
な
く
な
っ
た
ら
し
い
。

3
、
阮
咸

秦
漢
子
を
模
し
て
唐
代
や
や
改
良
し
た
楽
器
で
あ
る
。
創
造
伝
説
と
し
て
、
唐
の
武
后
の
代
に
蜀
人
某
が
古
墓
の
中
か
ら
獲
た
楽
器
が
、
古
図
中
の
晋
の
阮
咸
の
弾

い
て
い
る
楽
器
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
元
行
沖
が
工
人
に
新
作
せ
し
め
阮
咸
と
名
づ
け
た
と
云
う
が

(10
・
11
)、

思
う
に
、
晋
代
の
琵
琶
は
唐
代
の
秦
漢
子
に
当
た
り
、
阮
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咸
の
類
で
あ
る
か
ら
、
秦
漢
子
を
参
酌
し
ど
こ
か
改
良
し
て
晋
の
阮
咸
を
記
念
と
し
て
作
っ
た
楽
器
に
過
ぎ
な
か
ろ
う
。
十
三
柱
あ
っ
て
棹
も
秦
漢
子
よ
り
は
少
し
長

か
っ
た
ら
し
い(11)。
わ
が
正
倉
院
に
は
奈
良
時
代
の
二
個
の
遺
物
を
蔵
し
て
い
る
。
何
れ
も
十
三
柱
で
、
第
一
か
ら
第
四
の
柱
の
位
置
は
琵
琶
と
全
く
同
様
で
あ
る
。
阮

咸
の
絃
は
琵
琶
と
ほ
ぼ
同
じ
大
小
の
絃
を
張
っ
た
も
の
で
、
調
絃
の
仕
方
は
僅
か
に
清
風
調
一
つ
が
『
和
名
抄
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。

4
、
箏

古
く
は
秦
の
器
と
し
て
喧
伝
さ
れ
て
い
る
箏
は
前
漢
時
代
に
は
何
か
竹
胴
五
絃
の
器
で(12)、
後
世
の
も
の
と
は
余
程
そ
の
形
が
違
っ
て
い
た
ら
し
い
。
漢
末
に
は
後
世

の
よ
う
な
も
の
も
あ
っ
た
と
云
う
。
し
か
し
そ
の
絃
数
は
漸
く
十
二
絃
に
増
し
た
だ
け
で(13)、
十
三
絃
の
も
の
は
六
朝
の
半
ば
頃
始
め
て
出
現
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ

る(14)。
十
二
絃
の
も
の
は
南
朝
系
の
楽
器
と
し
て
清
商
楽
中
に
の
み
用
い
、
他
は
十
三
絃
の
も
の
が
最
も
広
く
愛
用
さ
れ
た
ら
し
い
。
わ
が
国
に
伝
来
し
た
も
の
も
十
三

絃
で
あ
る
。

5
、
雲
和
箏

唐
人
の
詩
に
斜
め
に
雲
和
を
抱
く
と
云
う
句
が
あ
り(15)、
箏
で
あ
り
な
が
ら
琵
琶
の
よ
う
に
抱
え
て
弾
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、『
樂
書
』
に
は
頭
に
雲
形
の
装
飾

の
あ
る
箏
と
云
っ
て
い
る
の
み
で
、
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
(15
イ
)。

6
、
搊
箏
・
弾
箏

何
れ
も
箏
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
詳
し
く
記
述
し
た
も
の
が
な
い
。
西
涼
・
高
麗
の
音
楽
に
用
う
る
。

7
、
軋
箏

片
木
を
以
っ
て
こ
す
り
鳴
ら
し
た
箏
で
あ
る(16)。
系
統
不
明
な
が
ら
、
奏
法
は
奚
琴(17)と
通
ず
る
も
の
が
あ
り
、
外
来
で
あ
る
こ
と
疑
い
な
し
で
あ
る
。
こ
の
系
統
の
楽

器
は
元
明
代
に
𥱧(18
)と

呼
び
、
清
代
に
も
尚
お
用
い
た
。
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8
、
筑

戦
国
時
代
か
ら
名
が
知
ら
れ
、
箏
と
同
様
、
竹
胴
か
何
か
の
楽
器
で
、
始
め
は
五
絃
で
あ
っ
た(19)。
筑
は
う
ち
鳴
ら
し
、
箏
は
ひ
き
鳴
ら
し
た
の
で
、
撃
筑(20)・
弾

（
搊
）
箏(21)の
語
が
あ
り
、
楽
器
と
し
て
此
の
二
つ
は
余
ほ
ど
似
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
後
世
、
異
形
の
も
の
が
記
さ
れ
て
い
る
し
、
唐
代
の
も
の
も
同

様
、
大
頭
細
頸
の
楽
器
と
記
さ
れ
て
い
る(22)。

9
、
天
宝
楽

天
宝
年
間
の
新
楽
器
で
任
偃
の
作
る
と
こ
ろ
と
云
う(23)。
そ
の
形
、
石
幢
状
で
、
円
筒
の
周
に
絃
を
張
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
正
し
く
今
日
南
方
諸
地
に
見
る
と
こ
ろ

の
竹
胴
琴
に
近
い
も
の
が
あ
る
。
恐
ら
く
南
方
系
の
楽
器
を
や
や
改
制
し
て
造
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
絃
は
十
四
本
、
柱
は
六
柱

⑪
(？
)と

云
う
。

10
、
七
絃

開
元
中
、
鄭
善
子
が
考
案
し
た
阮
咸
の
類
で
七
絃
十
三
柱
あ
る
と
云
う(24)。
わ
が
正
倉
院
に
も
七
絃
の
頭
部
が
あ
る
が
、
そ
の
形
よ
り
判
じ
て
、
胴
は
阮
咸
様
の
も
の

よ
り
、
む
し
ろ
琵
琶
様
の
も
の
を
思
わ
せ
る
が
、
残
闕
品
で
あ
る
の
で
、
深
い
こ
と
は
推
知
し
難
い
。

11
、
六
絃

天
宝
中
、
史
盛
の
考
案
す
る
と
こ
ろ
の
楽
器
で
、
六
絃
四
柱
に
一
孤
柱
を
も
っ
て
い
た(25)。

12
、
豎
箜
篌(26)

西
ア
ジ
ア
系
の
楽
器
で
あ
る
こ
と
は
改
め
て
云
う
ま
で
も
な
い(27)。
そ
の
伝
来
の
時
期
は
世
人
が
考
え
る
よ
う
に
漢
代
に
ま
で
遡
れ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
六
朝
の
半

ば
頃
と
私
は
推
測
し
て
い
る
。
朝
鮮
か
ら
わ
が
国
に
入
っ
た
も
の
は
百
済
琴
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る(28)。
正
倉
院
に
は
残
闕
品
な
が
ら
二
具
あ
っ
て
、
ア
ッ
シ
リ
ア
原
型

と
や
や
異
な
っ
た
響
孔
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
何
れ
も
二
十
三
絃
で
、
古
人
の
記
録
に
一
致
し
て
い
る
。

二
三

日
本
雅
楽
の
主
要
源
流
と
し
て
見
た
る
唐
代
音
楽
の
楽
器
・
楽
律
・
楽
曲
の
全
貌



13
、
鳳
首
箜
篌(29)

イ
ン
ド
音
楽
独
自
の
楽
器
で
あ
る
が
、
唐
代
に
は
別
に
驃
国
か
ら
も
十
四
絃
の
も
の
を
貢
献
し
た
こ
と
が
あ
る(30)。
vīnㅡāが
そ
の
原
名
で(31)、
イ
ン
ド
で
は
こ
れ
を
左
脇

に
抱
え
、
右
手
の
撥
で
弾
奏
し
た
も
の
で
あ
る
が(32)、
中
央
ア
ジ
ア
に
進
出
し
て
指
弾
法
に
変
じ
た(33)。
イ
ン
ド
で
は
そ
の
後
滅
び
、
今
日
で
は
僅
か
に
ビ
ル
マ
の
み
に
存

し
て
い
る(34)。

14
、
匏
琴

匏
琴(35)は
南
方
の
土
俗
楽
器
で
、
イ
ン
ド
に
も
そ
の
い
く
つ
か
を
伝
え
て
い
る
。
中
国
に
知
ら
れ
た
も
の
は
、
隋
の
世
、
扶
南
の
匏
琴
が
最
も
古
く
、
唐
の
貞
元
中
、

驃
国
か
ら
大
・
小
・
独
絃
の
三
種
の
匏
琴
を
貢
献
し
た
こ
と
が
あ
る
。

鳳
首
箜
篌
と
匏
琴
は
、
唐
人
に
は
余
り
親
し
ま
れ
る
こ
と
な
く
亡
ん
だ
も
の
で
、
俗
楽
に
は
殆
ど
無
関
係
と
云
っ
て
好
い
。

15
、
琵
琶

イ
ラ
ン
地
方
の
原
産
で
、
四
絃
四
柱
が
固
有
の
制
度
で
あ
る
。
そ
の
柱
制
は
第
一
柱
を
欠
い
た
よ
う
な
形

を
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
ア
ラ
ビ
ア
の
琵
琶
で
あ
る
ウ
ー
ド
の
柱
制
と
完
全
に
一
致
す
る
と
こ
ろ
で(36)、
恐

ら
く
ペ
ル
シ
ャ
の
理
論
に
負
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
楽
器
の
中
国
伝
来
は
六
朝
の
中
間
で
、
漢
式
琵
琶
の

秦
漢
子
よ
り
遥
か
遅
れ
て
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
旦
伝
来
す
る
や
、
大
い
に
当
時
の
人
の
趣
好
に
叶

い
、
広
範
囲
に
伝
播
し
、
遂
に
は
漢
以
来
の
琵
琶
の
地
位
を
奪
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
単
に
琵
琶
と
云

え
ば
専
ら
こ
の
イ
ラ
ン
式
琵
琶
を
指
す
ほ
ど
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
正
倉
院
に
は
奈
良
時
代
の
優
れ
た
遺
物

五
面
と
撥
二
枚
を
伝
え
て
い
る
。

16
、
五
絃

五
絃
は
琵
琶
に
比
べ
る
と
全
体
的
に
細
長
く
、
且
つ
頭
も
真
直
ぐ
に
伸
び
、
何
処
と
な
く
瀟
洒
な
姿
を
し

二
四

國
學
院
大
學
北
海
道
短
期
大
学
部
紀
要
第
三
十
七
巻



て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
琵
琶
は
古
イ
ン
ド
の
壁
画
や
浮
刻(37)に
よ
く
見
る
こ
と
ろ
で
、
そ
の
源
が
イ
ン
ド
方
面
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
正
倉
院
に
は
天
下
唯
一

の
唐
式
五
絃
の
遺
物
を
蔵
し
て
い
る
が
、
柱
は
五
つ
あ
り
、
そ
の
位
置
も
琵
琶
と
や
や
違
っ
て
い
る
の
で
人
を
誤
ら
す
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
音
律
的
に
は
要
す
る
に
、

琵
琶
と
大
同
の
も
の
で
あ
り
、
演
奏
的
に
や
や
相
違
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
み
で
あ
る(38)。
陽
明
文
庫
に
は
こ
の
楽
器
の
た
っ
た
一
つ
の
楽
譜
を
蔵
し
、
こ
の
楽
器
と

共
に
唐
楽
研
究
絶
好
の
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
楽
器
を
搊
琵
琶
と
同
視
す
る
こ
と
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
一
言
附
し
て
お
き
た
い(39)。

×

×

×

（
1
）
『⑫說
文
解
字
』。
劉
熙
『
釋
名
』「
箜
篌
、
此
師
㕖
㘂
レ

作
、
靡
靡
之
樂
也
、
後
出
二

於
桑
閒
濮
上
之
地
一、
蓋
空
國
之
侯
㘂
レ

存
也
」。

（
2
）
『
風
俗
㙳
』「
謹
按
、
漢
書
、
孝
武
皇
帝
賽
二

南
越
一、
禱
-二祠
太
一
后
土
一、
始
用
二

樂
人
侯
㙭
一、
依
レ

琴
作
二

坎
坎
之
樂
一、
言
三

其
坎
坎
應
二

節
奏
一

也
、
侯
以
レ

姓
冠
レ

章
耳
、
或
說
空

侯
取
二

其
空
中
一、
琴
瑟
皆
空
、
何
獨
坎
侯
耶
、
斯
論
是
也
、
詩
云
坎
坎
鼓
我
、
是
其
文
也
」。

（
3
）
『
舊
㚃
書
』
音
樂
志
「
箜
篌
、…

…
亦
依
二

琴
制
一、
今
按
其
形
似
レ

瑟
而
小
、
七
絃
、
用
レ

撥
彈
レ

之
、
如
二

琵
琶
一

」。

（
4
）
『
類
聚
國
史
』「
大
同
四
年
三
月…

…
丙
寅
、
定
二

㕧
樂
寮
一…

…

高
麗
樂
師
四
人
、
橫
笛
・
箜ク

篌ゴ

・
莫
目
・
儛
等
、
師
也
」。
文
中
の
箜
篌
は
蓋
し
臥
箜
篌
を
指
す
。

（
5
）
『
和
名
抄
』
𥰃
篌
「
本
㙫
格
云
、
𥰃
篌
師
一
人
𥰃
篌
俗
云
二

空
古
一、

今
案
𥰃
字
未
レ

詳

」。
狩
谷
棭
斎
が
𥰃
篌
を
臥
箜
篌
と
判
じ
て
い
る
の
は
正
し
い
。

（
6
）
『
風
俗
㙳
』「
批
把
、
謹
按
、
此
㖢
世
樂
家
㘂
レ

作
、
不
レ

知
レ

誰
也
、
以
レ

手
批
把
、
因
以
爲
レ

名
、
長
三
尺
五
寸
、
法
三

天
地
人
與
二

五
行
一、
四
絃
象
二

四
時
一

」、
傅
玄
「
琵
琶

賦
」
序
「
世
本
不
レ

載
二

作
者
一、
聞
レ

之
故
老
云
、
漢
㖺
二

烏
孫
公
㗴
一

嫁
二

昆
彌
一、
念
二

其
行
㚋
思
慕
一、
㒊
下

工
人
知
音
者
載
二

琴
・
箏
・
㙣
・
箜
篌
之
屬
一、
作
中

馬
上
之
樂
上

、
觀
二

其

器
一、
中
虛
外
實
、
天
地
象
也
、
盤ㅡ

圓ㅡ

柄ㅡ

長ㅡ
⑬、

陰
陽
敍
也
、
㙥ㅡ

有ㅡ
二

十ㅡ

二ㅡ
一

配
二

律
呂
一

也
、
四
絃
法
二

四
時
一

也
、
以
二

方
語
一

目
レ

之
、
故
云
二

琵
琶
一、
取
レ

易
レ

傳
二

於
外
國
一

也
、
杜
摯

以
爲
嬴
秦
之
末
、
蓋
苦
二

長
城
之
役
一

百
姓
絃
レ

鼗
而
鼓
レ

之
、
二
者
各
有
レ

㘂
レ

據
、
以
レ

意
斷
レ

之
、
烏
孫
㖢
焉
」。
漢
魏
晋
の
琵
琶
が
円
体
修
頸
四
絃
で
、
後
の
阮
咸
様
の
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
は
推
知
出
来
る
。
魏
の
杜
摯
が
鼗
に
絃
し
た
と
云
う
の
も
、
こ
の
形
に
近
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
7
）
秦
琵
琶
の
名
は
十
部
楽
の
清
商
伎
に
見
え
る
。「
秦
」
字
、
時
に
「
奏
」
に
誤
る
。

（
8
）
『
㚃
書
』
禮
樂
志
「
初
隋
有
二

法
曲
一、
其
音
淸
而
㖢
レ

雅
、
其
器
有
二

鐃
・
鈸
・
鐘
・
磬
・
幢
簫
・
琵
琶
一、
琵
琶
圓
體
修
頸
而
小
、
號
曰
二

秦ㅡ

漢ㅡ

子ㅡ
一、
蓋
絃
鼗
之
㕊
製
、
出
二

于
胡

中
一、
傳
爲
二

秦
漢
㘂
一レ

作
」。

（
9
）
梁
、
簡⑭

文
帝
「
詠
二

內
人
晝
眠
一

詩
」「
攀
鉤
落
綺
障
、
插
レ

ẕㅡ

擧
二

琵
琶
一

」（『
玉
臺
新
詠
』）。
ẕ
は
撥
で
あ
る
。

（
10
）
『
㚃
書
』（
二
百
）
元
行
沖
傳
「
有
レ

人
破
二

古
冢
一

得
二

銅
器
一、
似
二

琵
琶
一

身
正
圓
、
人
莫
二

能
辨
一、
行
沖
曰
、
此
阮
咸
㘂
レ

作
器
也
、
命
易
以
レ

木
絃
レ

之
、
其
聲
亮
㕧
、
樂
家
㘨

謂
二

之
阮
咸
一

」。

（
11
）
『
舊
㚃
書
』
音
樂
志
「
阮
咸
亦
秦
琵
琶
也
、
而
項
長
㕥
二

於
今
制
一

列
二

十
有
三
㙥
一、
武
太
后
時
蜀
人
蒯
明
於
二

古
墓
中
一

得
レ

之
、
晉
竹
林
七
賢
圖
阮
咸
㘂
レ

彈
與
レ

此
類
、
因
謂
二

之
阮
咸
一、
咸
、
晉
世
實
以
下

善
二

琵
琶
一

知
中

音
律
上

Ầ
」。

（
12
）
『
風
俗
㙳
』「
箏
、
謹
按
、
禮
樂
記
、
五
絃
㙣
身
也
、
今
幷
涼
二
州
箏
形
如
レ

瑟
、
不
レ

知
三

誰
㘂
二

改
作
一

也
、
或
曰
、
秦
蒙
恬
㘂
レ

㙉
」、『
說
文
』「
箏
、
鼓⑮
レ

絃
竹
身
樂
也
」。

（
13
）
晋
、
賈
彬
「
箏
賦
」「
設
レ

絃
十ㅡ

二ㅡ

、
太
簇
數
也
」。

二
五

日
本
雅
楽
の
主
要
源
流
と
し
て
見
た
る
唐
代
音
楽
の
楽
器
・
楽
律
・
楽
曲
の
全
貌



（
14
）
史
に
明
記
は
な
い
が
、
隋
代
の
雅
楽
に
十
三
絃
の
箏
の
存
し
た
こ
と
よ
り
し
て
、
六
朝
末
期
に
こ
れ
が
出
現
し
て
い
た
と
す
る
と
、
そ
の
起
こ
り
は
或
い
は
後
魏
の
陳
仲
儒

が
漢
の
京
房
の
遺
制
を
模
し
て
十
三
絃
の
準
を
作
っ
た
時
代
に
、
こ
れ
と
何
等
か
の
因
縁
を
も
っ
て
十
三
絃
箏
が
北
魏
末
に
出
現
し
、
斉
・
周
を
経
て
隋
に
入
っ
た
も
の
か
も

知
れ
な
い
。

（
15
）
王
昌
齢
「
西
宮
春
怨
」「
西
宮
夜
靜
百
花
香
、
欲
レ

捲
二

珠
簾
一

春
恨
長
、
斜
抱
二

雲ㅡ

和ㅡ
一

深
見
レ

月
、
朧
朧
樹
色
隱
二

昭
陽
一

」。

（
15
イ
）
『
樂
書
』（
百
四
十
六
）
雲
和
箏
「
㚃
淸
樂
部
有
二

雲
和
箏
一、
蓋
其
首
象
レ

雲
、
與
二

雲
和
琵
琶
之
制
一

類
矣
」。

（
16
）
『
舊
㚃
書
』
音
樂
志
「
軋
箏
、
以
二

片
竹
一

潤
二

其
端
一

而
軋
レ

之
」。

（
17
）
『
樂
書
』（
百
二
十
八
）「
奚
琴
、
本
胡
樂
也
、
出
二

於
絃
鼗
一、
而
形
亦
類
焉
、
奚
部
㘂
レ

好
之
樂
也
、
蓋
其
制
、
兩
絃
閒
、
以
二

竹
片
一

軋
レ

之
、
至
レ

今
民
閒
用
焉
」。

（
18
）
『
元
史
』
禮
樂
志
「
𥱧
制
如
レ

箏
而
七
絃
、
有
レ

㙥
、
用
レ

竹
軋
レ

之
」、『
明
會
典
』
太
樂
制
度
「
𥱧
、
八
架
、
每
架
用
二

楸
木
一

爲
レ

質
、
長
三
尺
九
寸
、
中
虛
、
四
周
烏
木
邊
、

上
施
二

九
絃
幷
㙥
子
九
一、
面
繪
二

金
龍
幷
㗗
雲
文
一、
𥱧
尾
垂
二

綵
線
帉
錔
二
一、
承
以
二

硃
紅
漆
架
一、
四
角
貼
二

金
綵
色
龍
頭
四
一、
各
垂
二

綵
線
帉
錔
一

」。

（
19
）
『
說
文
解
字
』「
㙣
、
㠯
二

竹
曲
一

五
絃
之
樂
也
」。

（
20
）
『
史
記
』（
八
十
六
）
刺
客
傳
「
高
漸
離
擊
レ

㙣
、
荊
軻
和
而
歌
爲
二

變
徵
之
聲
一

」、
同
（
八
）
高
祖
紀
「
高
祖
擊
レ

㙣
、
自
爲
二

歌
詩
一

曰
、
大
風
㖈
兮
雲
飛
揚…

…

」、『
西
京

雜
記
』「
高
帝
戚
夫
人
善
鼓
レ

瑟
擊
レ

㙣
」。

（
21
）
『
史
記
』（
八
十
七
）
李
斯
傳
、
李
斯
上
書
「
夫
擊
レ

甕
叩
レ

缻
彈
レ

箏
搏
レ

髀
而
歌
呼
嗚
嗚
快
二

耳
目
一

者
、
眞
秦
之
聲
也
」、『
鹽
鐵
論
』
散
不
足
篇
「
㕝
者
民
閒
酒
會
、
各
以
二

黨
俗
一

彈
レ

箏
鼓
レ

缶
而
已
」、『
晉
書
』
樂
志
「
郝
索
善
彈
レ

箏
」、『
宋
書
』
何
承
天
傳
「
承
天
又
能
彈
レ

箏
」。
唐
、
王
湾
に
「
觀
二

搊
箏
一

」
の
詩
あ
り
。

（
22
）
『
隋
書
』
音
樂
志
「
絲
之
屬
四
、…

…

三
曰
㙣
十
二
絃
」、
信
都
芳
『
樂
書
』「
㙣
者
形
如
二

頌
琴
一

施
二

十
三
絃
一

」、『
舊
㚃
書
』
音
樂
志
「
㙣
如
レ

箏
、
細
頸
、
以
レ

竹
擊
レ

之
、

如
二

擊
琴
一

」、『
樂
書
』（
百
四
十
六
）
擊
㙣
「
㙣
之
爲
レ

器
大
抵
類
レ

箏
、
其
頸
細
、
其
㖸
圓
、
以
レ

竹
鼓
レ

之
、
如
二

擊
琴
一、
然
又
有
三

形
如
二

頌
琴
一、
施
二

十
三
絃
一、
身
長
四
尺
二

寸
、
頸
長
三
寸
、
圍
四
寸
五
分
、
首
長
廣
七
寸
五
分
、
闊
六
寸
五
分
、
品
聲
按
㙥
、
左
手
振
レ

之
、
右
手
以
二

竹
尺
一

擊
レ

之
、
隨
レ

㙭
應
レ

律
焉
」。

（
23
）
『
舊
㚃
書
』
音
樂
志
「
天
寶
樂
、
任
偃
作
、
天
寶
中
㘟
、
類
二

石
幢
一、
十
四
絃
六
㙥
、
黃
鐘
一
均
、
足
二

倍
七
聲
一、
移
レ

㙥
作
レ

㙭
應
レ

律
」、『
樂
書
』（
百
四
十
四
）「
天
寶
樂
、

形
類
二

石
幢
一、
其
絃
十
四
而
設
レ

㙥
、
黃
鐘
一
均
、
足
二

正
倍
七
聲
一、
移
レ

㙥
作
レ

㙭
以
應
レ

律
、
天
寶
中
任
偃
㘂
レ

㘟
也
」。

（
24
）
『
舊
㚃
書
』
音
樂
志
「
七
絃
、
鄭
善
子
作
、
開
元
中
㘟
、
形
如
二

阮
咸
一、
其
下
缺
少
而
身
大
、
傍
有
二

少
缺
一、
取
二

其
身
便
一

也
、
絃
十
三
隔
、
孤
㙥
一
、
合
二

散
聲
七
・
隔
聲
九

十
一
・
㙥
聲
一
一

總
九
十
九
聲
、
隨
レ

㙭
應
レ

律
」。

（
25
）
『
舊
㚃
書
』
音
樂
志
「
六
絃
、
史

作
、
天
寶
中
㘟
、
形
如
二

琵
琶
一

而
長
、
六
絃
四
隔
孤
㙥
一
、
合
二

散
聲
六
・
隔
聲
二
十
四
・
㙥
聲
一
一

總
三
十
一
聲
、
隔
レ

㙭
應
レ

律
」。

（
26
）
『
㙳
典
』（
百
四
十
四
）「
豎
箜
篌
胡
樂
也
、
漢
靈
帝
好
レ

之
、
體
曲
而
長
、
二
十
三
絃
、
豎
㛅
二

於
懷
中
一、
用
二

兩
手
一

齊
奏
、
俗
謂
二

之
擘
箜
篌
一

」。
文
中
、
漢
の
霊
帝
云
々
は

『
後
漢
書
』
五
行
志
に
出
ず
る
と
こ
ろ
で
、
胡
箜
篌
と
あ
る
が
、
別
に
豎
箜
篌
を
指
し
た
も
の
と
考
え
る
要
は
な
い
。

（
27
）
Sachs,G
.W
.M
.,S.158
seq.

（
28
）
『
和
名
抄
』「
㖴
名
苑
㙦
云
、
箜
篌
空
侯
二
音
、
俗
云
如
二

江
湖
二
音
一、
楊
氏
漢
語

抄
云
、
箜
篌
百ㅡ

濟ㅡ

琴ㅡ

也
、
和
名
久
太
良
古
度
」。

（
29
）
『
㙳
典
』（
百
四
十
四
）「
鳳
首
箜
篌
、
頸
有
レ

軫
」。

（
30
）
『
㚃
書
』
驃
傳
「
有
二

鳳
首
箜
篌
二
一、
其
一
長
二
尺
、
腹
廣
七
寸
、
鳳
首
㖎
項
長
二
尺
五
寸
、
面
㘔
二

虺
皮
一、
絃
一
十
有
四
、
項
有
レ

軫
、
鳳
首
外
向
、
其
一
頂
有
二

條
軫
一

」。

（
31
）
A
.Coom
arasw
am
y,“

T
he
parts
ofvīnㅡā,”

(Journalofthe
A
m
erican
O
rientalSociety,1930).
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（
32
）
Cunningham
,T
he
Stûpa
ofBharhut,Pl.X
X
V
III;──

,M
ahâbodhi,Pl.V
III,6

:Fergusson,T
ree
and
SerpentW
orship,Pls.X
X
IV
,fig.2

;X
X
X
V
II,fig.1

;

LX
II,LX
V
,fig.3

;LX
X
III,fig.1

.

（
33
）
Grünw
edel,A
lt-kult,figs.237,244,264;──

,A
lt-kutscha,T
af.I,II,fig.1

;IX
,X
,fig.2

;X
X
III,X
X
V
I,X
X
V
II.

（
34
）
Sachs,M
usikinstrum
ente
Indiens
und
Indonesines,S.140
seq.u.A
bb.97

:K
insky,G
eschichte
der
M
usik
in
Bildern,S.27

,fig.3

.

（
35
）
劉
貺
『
太
樂
令
壁
記
』「
隋
煬
帝…

…

㚻
二

林
邑
一、
獲
二

扶
南
工
人
㖎
其
匏
琴
一、…

…

以
二

天
竺
樂
一

傳
-二寫
其
聲
一

」。

（
36
）
M
.CollangettesS.J.,“

Étude
surla
m
usique
arabe,”

(JournalA
siatique,1904,ser.X
,t.IV
),p.402
seq.:J.Rouanet,“

La
m
usique
arabe,”

(E
ncyclopédiede

la
m
usique
etdictionnaire
du
conservatoire:prem
ière
partie,H
istoire
de
la
m
usique,t.V
)
pp.2702- 3

.

（
37
）
Fergusson,T
ree
and
SerpentW
orship,Pl.LX
X
III,fig.1

:Foucher,L̓
artG
réco-Bouddhique
du
G
andhâra,t.I,fig.147:『
印
度
藝
㗽
總
覽
』
vol.1

,no.10

:

Griffiths,A
janta,figs.19
,101.

（
38
）
琵
琶
は
柱
の
位
置
に
於
い
て
絃
を
按
じ
、
五
絃
は
柱
間
に
於
い
て
絃
を
按
ず
れ
ば
、
音
律
的
に
は
同
じ
結
果
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
。

（
39
）
五
絃
を
搊
琵
琶
と
同
一
視
す
る
の
は
全
く
誤
り
で
、『
㚃
書
』
が
そ
の
俑
を
つ
く
っ
た
ら
し
い
。
搊
は
手
弾
の
こ
と
で
、
搊
琵
琶
を
創
め
た
の
は
裴
洛
児
（
裴
神
符
）
で
、

彼
は
常
の
四
絃
琵
琶
を
搊
弾
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
を
五
絃
と
思
い
こ
ん
だ
の
は
『
㙳
典
』
や
『
舊
㚃
書
』
が
引
い
て
い
る
琵
琶
の
記
事
を
『
㚃
書
』
の
編
者
が
誤
読
し
た

か
ら
で
あ
る
。『
㙳
典
』
に
は
「
五
絃
琵
琶
稍
小
、
蓋
北
國
㘂
レ

出
、
舊
彈
二

琵
琶
一、
皆
用
二

木
撥
一

彈
レ

之
、
大
㚃
貞
觀
中
、
始
有
二

手
彈
之
法
一、
今
㘂
謂
搊
琵
琶
者
是
也
」
と

あ
っ
て
、
別
に
五
絃
が
搊
琵
琶
で
あ
る
と
説
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

Ⅳ

気
鳴
楽
器

1
、
簫

長
短
の
竹
管
十
数
本
を
並
列
し
た
楽
器
で
、
管
の
内
部
を
蜜
蝋
で
ふ
さ
い
だ
も
の
が
普
通
で
あ
る
。
上
下
貫
通
し
た
も
の
は
洞
簫(1)と
云
い
、
漢
末
に
已
に
滅
び
た
と

云
う(2)。
管
の
数
と
音
律
の
差
に
よ
り
種
々
の
名
称
を
帯
び
た
簫
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
唐
宋
代
に
は
、
少
な
き
は
十
三
管
か
ら
多
き
は
二
十
四
管
位
の
も
の
ま
で
種
々
用

い
ら
れ
た
ら
し
い(3)。
正
倉
院
に
残
闕
二
具
あ
る
が
、
一
説
に
一
具
で
は
な
い
か
と
云
う
。
簫
は
中
国
の
み
な
ら
ず
、
西
域
地
方
に
も
用
い
た
も
の
で
、
亀
茲
・
疏
勒
・

安
国
の
諸
楽
に
も
用
い
て
い
る
。

2
、
笙

笙
は
南
ア
ジ
ア
地
方
の
原
産
で
、
早
く
中
国
に
入
っ
た
も
の
で
あ
る(4)。
漢
代
の
浮
刻
以
来
、
著
し
く
長
い
吹
口
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
原
始
時

二
七

日
本
雅
楽
の
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要
源
流
と
し
て
見
た
る
唐
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代
の
笙
が
自
然
匏
に
長
い
管
を
附
し
て
い
た
も
の
の
名
残
り
で
、
今
日
で
も
苗
族
・
ラ
オ
ス
等
は
極
め
て
長
い
吹
口
の
笙
を
持
っ
て
い
る
。
漢
代
で
は
真
直
ぐ
な
長
い

吹
口
で
あ
っ
た
も
の
が
、
唐
前
後
に
は
頗
る
優
美
な
曲
線
を
描
い
た
よ
う
に
発
展
し
て
い
る
。
正
倉
院
に
存
す
る
遺
品
三
口
も
同
様
で
あ
る
。
笙
の
管
数
は
十
三
以

上
、
十
九
位
ま
で
種
々
あ
る
が(5)、
最
も
主
要
な
も
の
は
今
日
同
様
十
七
管
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
は
南
朝
系
の
も
の
で
、
唐
代
の
俗
楽
に
入
り
、
わ
が
国
に
も
齎
さ

れ
た
。
こ
の
十
七
管
は
元
来
は
凡
て
簧
を
備
え
た
筈
で
あ
っ
て
、
和
声
の
淘
汰
の
た
め
不
用
の
管
だ
け
後
世
簧
を
失
い
、
久
し
く
十
五
簧
を
用
い
て
い
る
。
ま
た
吹
口

も
わ
が
国
の
み
な
ら
ず
、
中
国
で
も
雅
楽
以
外
、
何
時
し
か
長
い
彎
曲
部
を
捨
て
て
仕
舞
っ
た
。

3
、
竽

元
来
の
竽
は
、
笙
よ
り
遥
か
に
管
数
の
多
い
も
の
を
指
し
、
唐
宋
代
に
は
種
々
の
も
の
を
数
え
る(6)。
し
か
し
唐
代
の
俗
楽
に
用
う
る
も
の
は
、
正
倉
院
の
献
物
帳
や

遺
物
が
示
す
よ
う
に
笙
と
同
様
十
七
管
の
も
の
で
、
た
だ
長
大
な
も
の
を
竽
と
呼
ん
だ
ら
し
い
。
そ
の
音
律
は
笙
の
倍
律
と
見
て
好
い
。
管
の
排
列
法
も
全
く
同
じ
。

毛
管
に
屛
上
の
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
い
る(7)。

4
、
笛

単
に
笛(8
)と

呼
ぶ
も
の
は
、
本
来
竪
吹
き
の
も
の
を
指
し
て
い
る
。
即
ち
尺
八
様
の
も
の
で
あ
る
。
漢
代
西
域
よ
り
伝
来
し
た
竪
吹
き
笛
よ
り
、
漢
の
所
謂
長
笛
と
称

す
る
長
大
な
る
笛
が
生
ま
れ(9)、
そ
れ
ら
は
南
朝
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
が(10)、
唐
代
、
尺
八
の
誕
生
と
共
に
次
第
に
姿
を
消
し
た
。
清
商
楽
の
笛
は
こ
れ
で
あ
ろ
う
。

5
、
尺
八

尺
八
は
初
唐
代
、
呂
才
の
創
造
す
る
と
こ
ろ
と
云
う
。
こ
れ
も
要
す
る
に
旧
来
の
竪
吹
き
の
笛
に
他
な
ら
ず
、
寸
法
が
短
く
、
律
管
の
二
倍
を
取
っ
た
十
二
本
一
組

の
笛
で
あ
る
だ
け
が
違
っ
て
い
る(11)。
指
孔
は
前
に
五
、
後
に
一
つ
あ
り
、
後
世
の
尺
八
よ
り
一
孔
多
い
の
で
あ
る
。
正
倉
院
に
は
七
管
あ
り
、
そ
の
材
質
も
竹
・
石
・

玉
・
牙
の
四
様
あ
り
、
音
律
も
悉
く
相
違
し
て
い
る(12)。
尺
八
の
語
原
を
tibiaと
す
る
説
に
は
私
は
賛
同
し
兼
ね
る(13)。
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6
、
横
笛

横
笛
は
イ
ン
ド
地
方
に
発
祥
し
た
楽
器
で
、
中
央
ア
ジ
ア
を
経
て
、
漢
代
に
中
国
に
入
っ
た
。
横
吹
き
の
笛
で
あ
る
の
で
、
横
吹(14)と
も
呼
ん
だ
。
指
孔
の
数
は
六
乃

至
七
が
普
通
で
、
唐
の
俗
楽
で
は
七
孔
が
最
も
多
く
用
い
ら
れ
た
ら
し
い
。
正
倉
院
の
遺
品
四
管
は
何
れ
も
七
孔
で
あ
る
。
但
し
そ
の
形
制
は
後
世
の
わ
が
雅
楽
の
龍

笛
の
よ
う
に
は
物
々
し
く
籐
を
巻
い
た
り
な
ど
せ
ず
、
ま
た
孔
の
大
き
さ
も
後
者
よ
り
遥
か
に
小
さ
い
。
そ
れ
か
ら
音
律
も
四
管
と
も
後
世
の
と
は
余
程
変
わ
っ
て
い

る
の
で(15)、
ど
の
よ
う
に
こ
の
笛
を
合
奏
に
用
い
た
か
問
題
で
あ
る
。
次
に
蟬
と
称
す
る
装
飾
も
後
世
に
比
べ
て
著
し
い
も
の
が
あ
り
、
竹
製
の
二
管
は
立
派
な
小
枝
を

そ
の
ま
ま
附
着
せ
し
め
て
い
る
。

7
、
篳
篥

こ
の
楽
器
の
よ
う
に
重
簧
を
備
え
た
も
の
は
凡
て
外
来
で
あ
る
と
云
っ
て
好
い
。
多
分
西
ア
ジ
ア
起
源
の
も
の
で(16)、
中
国
へ
は
案
外
に
遅
く
六
朝
代
に
伝
来
し
た
。

こ
の
楽
器
に
亀
茲
起
源
の
諸
説(17)が
あ
る
こ
と
や
、
こ
の
名
称
の
特
異
の
音
韻
か
ら
判
じ
て
、
亀
茲
語
の
音
訳
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る(18)。
始
め
は
必
栗
と
書
し
た

が
、
そ
の
声
に
ち
な
ん
で
悲
慄
と
書
し
、
篳
篥
と
一
応
定
ま
っ
た
が
、
唐
代
に
入
っ
て
、
觱
篥
と
も
書
く
よ
う
に
な
っ
た
。
觱
は
漢
代
の
西
羌
の
楽
器
名
（
屠
觱(19)）
の

一
部
で
あ
る
。
こ
れ
を
後
代
再
生
さ
せ
て
篳
字
の
代
わ
り
に
用
い
た
ま
で
で
、
漢
代
の
觱
と
は
何
等
の
関
係
は
な
い
の
で
あ
る
。

篳
篥
の
最
も
主
要
な
も
の
は
、
前
七
、
後
二
孔
の
九
孔
の
も
の
で(20)、
そ
の
種
類
に
は
大
篳
篥(21)・
小
篳
篥(22)・
双
篳
篥(23)・
桃
皮
篳
篥(24)・
漆
篳
篥(25)・
銀
字
篳
篥(26)（
銀
字
管
）・

太
平
管(27)等
が
数
え
ら
れ
る

⑯
(28
)。

こ
の
う
ち
大
小
の
篳
篥
は
奈
良
時
代
に
わ
が
国
に
も
伝
来
し
、
小
篳
篥
だ
け
は
今
日
ま
で
永
く
用
い
続
け
て
い
る
。
小
篳
篥
以
外
の
こ
れ
ら
の
諸
篳
篥
の
律
に
つ
い

て
は
若
干
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

×

×

×

（
1
）
『
楚
辭
』「
九
歌
」「
湘
君
」「
二

夫
君
一

兮
未
レ

來
、
吹
二

參
差
一

兮
誰
思
、（
王
逸
注
）
參
差
洞
簫
也
」、『
漢
書
』
元
帝
紀
贊
「
元
帝
多
二

材
藝
一、
善
二

史
書
一、
鼓
二

琴
瑟
一、
吹
二

洞

簫
一、（
注
）
如
淳
曰
、
簫
之
無
レ

底
者
」、
漢
、
王
褒
「
洞
簫
賦
」「
幸
得
レ

謚
爲
二

洞
簫
一

兮
」。

（
2
）
『
宋
書
』
樂
志
「
㙁
世
有
二

洞
簫
一、
其
器
今
㛏
、
蔡
邕
曰
、
簫
㚿
レ

竹
有
レ

底
、
然
則
邕
時
無
二

洞
簫
一

矣
」。
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（
3
）
『
樂
書
』（
百
四
十
七
）
俗
部
、
㕧
簫
「
禮
圖
、
㕧
簫
、
尺
有
二
寸
、
二
十
四
彄
、
頌
簫
、
尺
有
四
寸
、
十
六
彄
」、
同
上
、
短
簫
「
短
簫
鐃
歌
軍
中
鼓
吹
之
樂
也
、
廣
樂
記

有
二

二
十
一
管
簫
一、
羽
葆
鐃
吹
橫
吹
部
用
レ

之
、
豈
短
簫
歟
」、
同
上
、
讌
樂
簫
「
讌
樂
之
簫
二
十
一
管
、
其
正
均
七
聲
、
左
淸
倍
右
濁
倍
、
㙳
二

五
均
一

焉
、
世
俗
之
樂
也
、
與
二

龜
兹
部
㘂
用
者
一

大
同
小
異
爾
」、
同
上
、
敎
坊
簫
「
景
祐
樂
記
、
敎
坊
㘂
用
之
簫
凡
十
七
管
、
以
二

觱
篥
十
字
一、
記
二

其
聲
一、
然
淸
樂
部
㘂
用
十
七
管
、
其
聲
法
不
レ

同
、
故
並

存
レ

之
」、
同
上
、
鼓
吹
簫
「
景
祐
樂
記
、
十
三
管
之
簫
凡
三
種
、
鼓
吹
部
用
レ

之
」、
同
上
、
李
沖
簫
「
唐
李
沖
㘂
レ

傳
之
簫
凡
二
十
三
管
、
雖
二

制
作
不
一レ

同
、
亦
一
時
之
制

也
」。

（
4
）
瀧
遼
一
「
笙
㖎
び
竽
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（『
考
古
學
雜
誌
』
二
十
九
ノ
八
・
十
）。

（
5
）
『
周
禮
』
笙
師
、
鄭
氏
注
「
竽
三
十
六
管
、
笙
十
三
管
、
竽
宮
聲
在
レ

中
、
笙
宮
聲
在
レ

左
」、『
爾
㕧
』「
大
笙
謂
二

之
巢
一、（
注
）
列
二

管
瓠
中
一

施
二

簧
管
端
一、
大
者
十
九
簧
」、

同
上
「
小
者
謂
二

之
和
一、（
注
）
十
三
簧
者
」、『
風
俗
㙳
』「
笙
、
謹
按
、
世
本
、
隨
作
レ

笙
、
長
四
寸
十
三⑰

簧
、
像
二

鳳
之
身
一

」、
又
『
隋
書
』
音
樂
志
「
匏
之
屬
、…

…

笙
列
二

管
十
九
於
匏
內
一、
施
レ

簧
而
吹
レ

之
」、『
樂
書
』（
百
五
十
）
俗
部
、
義
管
笙
「
㘭
㙫
太
樂
㘂
傳
之
笙
、
並
十
七
簧
、
舊
外
設
二

二
管
一、
不
二

定
置
一、
爲
二

之
義
管
一、
每
二

變
レ

均
易
一レ

㙭
、
則
㒁
用
レ

之
、
世
俗
之
樂
、
非
二

先
王
之
制
一

也
」。

（
6
）
『
周
禮
』
笙
師
、
鄭
氏
注
「
竽
三
十
六
管
、…

…

竽
宮
聲
在
レ

中
」、『
風
俗
㙳
』「
竽
、
謹
按
、
禮
記
、
管
三
十
六
簧
也
、
長
四
尺
二
寸
、
今
二
十
三
管
」、『
隋
書
』
音
樂
志

「
匏
之
屬
二
、…

…

二
曰
竽
、…

…
竽
大
三
十
六
管
」、『
樂
書
』（
百
三
十
一
）
胡
部
、
十
七
管
竽
、
十
九
管
竽
、
二
十
三
管
竽
「
㘭
㙫
太
樂
諸
工
以
二

竽
巢
和
一、
倂
爲
二

一
器
一、

㜅
取
二

胡
部
十
七
管
笙
一

爲
レ

之
、
㘂
レ

異
者
特
以
二

宮
管
一

移
二

之
左
右
一、
而
不
レ

在
レ

中
爾
」。

（
7
）
「
正
倉
院
樂
器
の
㙭
査
報
吿
」。

（
8
）
『
風
俗
㙳
』「
笛
、
謹
按
、
樂
記
、
武
帝
時
、
丘
仲
之
㘂
レ

作
也
、…

…

長
二
尺
四
寸
七
孔
、
其
後
又
有
二

羌
笛
一、
馬
融
長⑱

笛
賦
曰…

…

」。

（
9
）
後
漢
の
画
像
石
に
現
れ
た
豎
笛
は
皆
長
大
で
あ
っ
て
、
馬
融
が
「
長
笛
賦
」
を
詠
じ
た
の
に
呼
応
し
て
い
る
。

（
10
）
魏
の
明
帝
以
来
の
笛
師
、
列
和
の
言
に
よ
る
と
、
太
楽
東
廂
の
長
笛
は
長
さ
四
尺
二
寸
も
あ
り
、
和
は
か
つ
て
五
尺
有
余
の
も
の
を
作
っ
た
が
吹
く
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た

と
云
う
（『
宋
書
』
律
志
）。
又
晋
の
荀
勗
の
十
二
笛
は
そ
の
最
大
の
も
の
は
三
尺
九
寸
九
分
五
釐
有
奇
で
、
黄
鐘
笛
二
尺
八
寸
四
分
四
釐
有
奇
の
も
の
は
隋
代
に
も
依
然
用
い

て
い
た
の
で
あ
る
。

（
11
）
『
㚃
書
』（
百
七
）
呂
才
傳
「
侍
中
王
珪
・
魏
徵

Ầ
レ

才
製
二

尺
八
凡
十
二
枚
一、
長
短
不
レ

同
、
與
レ

律
諧
契
、
卽
召
レ

才
直
二

弘
文
館
一

參
-二論
樂
事
一

」。

（
12
）
「
正
倉
院
樂
器
の
㙭
査
報
吿
」、
田
辺
尚
雄
「
正
倉
院
御
物
尺
八
の
音
律
に
關
す
る
硏
究
」（『
東
洋
音
樂
硏
究
』
一
ノ
三
）、
同
『
笛
』。

（
13
）
佐
伯
好
郎
「
漢
字
音
に
隱
れ
た
る
外
國
語
の
問
題
」（『
東
洋
學
報
』
東
京
、
六
）
は
尺
八
の
語
原
を
tibiaの
訛
音
を
伝
え
た
も
の
で
、
一
尺
八
寸
説
を
否
定
し
て
い
る
が
、

tibiaの
原
義
が
脛
骨
で
あ
る
の
と
、
今
日
の
尺
八
が
如
何
に
も
脛
骨
然
と
し
て
い
る
の
と
を
結
び
つ
け
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
説
に
は
応
じ
難
い
。
言
語
比
較
の
上
に
も
準
備

を
欠
い
て
い
る
し
、
楽
器
史
上
か
ら
も
辻
褄
の
合
わ
な
い
説
で
あ
る
と
私
は
思
う
。

（
14
）
『
古
今
㙦
』「
橫
吹
胡
樂
也
、
㚘

侯
張
騫
入
二

西
域
一、
傳
二

其
法
於
西
京
一、…

…

」。

（
15
）
「
正
倉
院
樂
器
の
㙭
査
報
吿
」、
田
辺
尚
雄
「
正
倉
院
御
物
橫
笛
の
音
律
に
關
す
る
硏
究
」（『
月
刊
樂
譜
』
二
十
六
ノ
六
）、
同
『
笛
』。

（
16
）
Sachs,G
.W
.M
.,S.194.

（
17
）
唐
、
李
頎
「
聽
三

安
萬
善
吹
二

觱
篥
一

歌
」「
南
山
截
レ

竹
爲
二

觱
篥
一、
此
樂
本
是
龜
茲
出
、
流
-二傳
漢
地
一

曲
轉
奇
、
涼
州
胡
人
爲
レ

我
吹
」、
令
狐
揆
『
樂
㛿
』（『
事
物
紀
原
』

引
）「
篳
篥
出
二

於
胡
中
一、
或
云
二

龜
茲
國
一

也
」、『
樂
府
雜
錄
』「
觱
篥
、
本
龜
茲
國
樂
也
、
亦
曰
悲
栗
」、『
樂
書
』（
百
三
十
）「
觱
篥
、
一
名
悲
篥
、
一
名
笳
管
、
羌
胡
龜
兹

三
〇
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之
樂
也
」。

（
18
）
こ
の
考
証
は
、
今
は
詳
記
し
て
い
る
暇
が
な
い
が
、
亀
茲
語
の
特
徴
が
篳
篥
の
音
を
通
じ
て
現
れ
て
い
る
こ
と
を
私
は
認
め
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
説
を
立
て
た
の
で
あ

る
。

（
19
）
『
說
文
解
字
』「
觱
、
羌
人
㘂
レ

吹
角
、
屠ㅡ

觱ㅡ

、
以
驚
レ

馬
也
、
从
レ

角
或或

聲
、
或或

、
古
文
誖
字
」。
屠
觱
と
は
羌
人
の
吹
い
た
角
で
あ
っ
て
、
後
の
篳
篥
と
は
区
別
せ
ら
る
べ
き

も
の
で
あ
る
。

（
20
）
『
樂
書
』（
百
三
十
）「
觱
篥
、
一
名
悲
篥
、
一
名
笳
管
、
羌
胡
龜
兹
之
樂
也
、
以
レ

竹
爲
レ

管
、
以
レ

蘆
爲
レ

首
、
狀
類
二

胡
笳
一、
而
九
竅
、
㘂
レ

法
者
角
音
而
已
、
其
聲
悲
栗
、

胡
人
吹
レ

之
、
以
驚
二

中
國
馬
一

焉
、…

…

至
レ

今
鼓
吹
・
敎
坊
用
レ

之
、
以
爲
二

頭ㅡ

管ㅡ
一、…

…

然
其
大
者
九
竅
、
以
二

觱
篥
一

名
レ

之
、
小
者
六
竅
、
以
二

風ㅡ

管ㅡ
一

名
レ

之
、
六
竅
者
㛹
レ

不
レ

失
二

乎
中
聲
一、
而
九
竅
者
、
其
失
蓋
與
二

太
㚻
管
一

同
矣
今
敎
坊
㘂
レ

用
、
上
七
空
、
後
二
空
、
以
二

五
凡
工
尺
上
一
四
六
勾
合
十
字
一

譜
二

其
聲
一

」。『
體
源
鈔
』（
五
）、『
樂
家
錄
』（
十
一
）。

（
21
）
西
涼
楽
に
用
う
（『
隋
書
』
音
樂
志
）。

（
22
）
西
涼
楽
・
高
麗
楽
に
用
う
（『
隋
書
』
音
樂
志
）。

（
23
）
安
国
楽
に
用
う
（『
隋
書
』
音
樂
志
）。『
樂
書
』（
百
三
十
）
雙
觱
篥
「
胡
部
、
安
國
樂
器
有
二

雙
觱
篥
一

焉
、
㚃
樂
圖
㘂
レ

傳
也
」。『
樂
書
』
の
図
に
よ
れ
ば
、
同
長
同
律
の

二
管
を
幷
べ
た
も
の
で
あ
る
。

（
24
）
高
麗
楽
に
用
う
（『
隋
書
』
音
樂
志
）。『
觱
篥
格
』「
又
有
下

剝
二

楊
樹
皮
一

捲
-中成
觱
篥
上

、
以
レ

竹
爲
レ

管
、
而
吹
レ

之
、
亦
有
下

用
二

桃
皮
一

者
上

」、『
樂
書
』（
百
三
十
二
）「
桃

皮
、
卷
而
吹
レ

之
、
古
謂
二

之
管
木
一、
亦
謂
二

之
桃
皮
觱
篥
一、
其
聲
應
二

簫
笳
一、
橫
-二吹
之
一、
南
蠻
高
麗
之
樂
也
、
今
鼓
吹
部
、
其
器
亦
存
焉
」。
か
く
『
樂
書
』
に
は
管
木
と
同
一

視
し
て
い
る
け
れ
ど
、
管
木
は
桃
皮
篳
篥
と
は
別
の
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
舊
㚃
書
』「
今
東
夷
有
二

管
木
者
一、
桃
皮
是
也
」
に
当
た
る
も
の
は
、『
樂
書
』
に
別
図
を
掲

げ
て
い
る
。

（
25
）
『
樂
書
』（
百
三
十
）「
㚃
九
部
夷
樂
、
有
二

漆
觱
篥
一

焉
」、
同
（
百
七
十
三
）
弄
婆
羅
門
「
婆
羅
門
樂
、
與
二

四
夷
一

同
列
、
其
樂
用
二

漆
觱⑲

篥
二
・
齊
鼓
一
一

」。

（
26
）
『
宋
史
』
樂
志
「
太
㚻
興
國
中
㘿
二

東
西
班
㗹
レ

樂
者
一、
樂
器
獨
用
二

銀
字
觱
栗
・
小
笛
・
小
笙
一、
每
騎
從
二

車
駕
一

而
奏
樂
、
或
㗿
レ

方
則
夜
奏
二

於
行
宮
殿
庭
一

」、『
樂
府
雜
錄
』

「
觱
篥
、…

…

德
宗
㙫
有
二

尉
遲
靑
一、
官
至
二

將
軍
一、
時
靑
州
有
二

王
㛜
奴
者
一、
善
二

此
伎
一、
河
北
推
爲
二

第
一
手
一、
恃
二

其
藝
一

倨
傲
自
負
、…

…

到
レ

京
訪
二

尉
遲
靑
一

㘂
レ

居
在
二

常

樂
坊
一、
乃
側
㖢
僦
レ

居
、
日
夕
加
レ

意
吹
レ

之
、
尉
遲
每
レ

經
二

其
門
一

如
レ

不
レ

聞
、
㛜
奴
不
レ

㚻
乃
求
二

謁
見
一、
閽
者
不
レ

㚔
厚
賂
レ

之
、
卽
引
-二見
靑
一、
靑
卽
席
レ

地
令
下

坐
因
於
二

高
般

涉
㙭
中
一、
吹
中

勒
部
低
曲
上

、
曲
㗸
汗
洽
二

其
背
一、
尉
遲
頷
頤
而
已
、
謂
曰
何
必
高
般
涉
㙭
也
、
卽
自
取
二

銀ㅡ

字ㅡ

管ㅡ
一、
於
二

㚻
般
涉
㙭
一

吹
レ

之
、
㛜
奴
涕
泣
愧
謝
曰
、
邊
鄙
㚨
人
偶

學
二

此
藝
一、
實
謂
レ

無
レ

敵
、
今
日
忝
聞
二

天
樂
一、
方
悟
二

㙁
非
一、
乃
碎
二

樂
器
一、
自
レ

是
不
三

復
言
二

音
律
一

也
」。

（⑳27
）
『
樂
書
』（
百
四
十
八
）「
太
㚻
管
、
形
如
二

跋
膝
一

而
九
竅
、
㖥
二

黃
鐘
一
均
一、
㘂
レ

異
者
頭
如
二

觱
篥
一

爾
、
㚃
天
寳
中
、
史

㘂
レ

作
也
」

第
三
章

唐
楽
の
調
と
音
律

中
国
、
上
古
以
来
の
楽
曲
に
用
い
た
調
の
性
質
は
、
宮
・
商
・
角
・
徴
・
羽
の
五
声
の
、
宮
を
主
音
と
す
る
も
の
（
宮
調
(1
)）、

ま
た
は
徴
を
主
音
と
す
る
も
の
（
徴
調
(2
)）

が
久
し
く
行
わ
れ
、
後
、
変
宮
・
変
徴
を
加
え
た
七
声
を
用
う
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
に
も
、
ま
だ
そ
の
他
の
調
は
広
く
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ

三
一

日
本
雅
楽
の
主
要
源
流
と
し
て
見
た
る
唐
代
音
楽
の
楽
器
・
楽
律
・
楽
曲
の
全
貌



が
西
域
音
楽
の
伝
来
が
頻
繁
に
な
る
に
つ
け
、
イ
ラ
ン
・
イ
ン
ド
両
楽
の
影
響
が
濃
厚
に
な
り
、
殊
に
イ
ン
ド
音
楽
の
七
調
の
理
論
の
伝
来
に
よ
り
、
中
国
で
も
七
声

の
ど
の
声
を
も
主
音
と
し
て
曲
を
作
っ
て
も
好
い
と
す
る
理
論
が
築
か
れ
た
。
史
上
そ
の
最
も
や
か
ま
し
い
事
件
は
、
北
周
代
に
亀
茲
の
琵
琶
工
、
蘇
祗
婆
が
伝
え
た

七
調
と
こ
れ
に
図
解
す
る
隋
初
の
楽
論
争
議
で
あ
る(3)。
蘇
祗
婆
の
七
調
と
云
う
の
は
、

一

娑
陁
力

宮
調

＝

Sādhārita

二

鶏
識

商
調

＝

K
aiśika

三

沙
識

角
調

四

沙
侯
加
濫

変
徴
調

五

沙
臘

徴
調

＝
Sㅡādㅡava

六

般
贍

羽
調

＝

Pañcam
a

七

俟
利
箑㉑

変
宮
調

の
七
つ
の
調
で
、
こ
れ
が
当
時
の
イ
ン
ド
の
楽
論
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
は
今
日
で
は
已
に
明
ら
か
で
あ
る
。
一
九
〇
四
年
、
南
イ
ン
ド
の
K
udㅡim
iyām
alaiの
磨
崖
碑

刻
の
七
ラ
ー
ガ
（
Rāga）
の
名
称
や
調
性
が
右
の
七
調
と
非
常
に
酷
似
す
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
以
来
、
亀
茲
楽
調
は
イ
ン
ド
楽
調
よ
り
出
で
、
中
国
の
七
調
は
畢
竟

イ
ン
ド
楽
調
に
出
ず
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た(4)。
こ
の
間
の
証
明
は
私
の
『
隋
㚃
燕
樂
㙭
硏
究
』（
民
国
二
十
五
年
刊
）
に
詳
述
し
て
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
そ
の
要

点
の
み
を
述
べ
る
に
と
ど
ま
る
。

蘇
祗
婆
の
調
は
隋
初
に
は
い
ろ
い
ろ
論
議
さ
れ
た
が
、
結
局
、
俗
楽
に
は
適
宜
に
取
捨
さ
れ
て
採
用
さ
れ
、
唐
代
に
入
る
と
、
い
よ
い
よ
流
通
し
て
、
そ
の
中
国
化

し
た
も
の
と
し
て
、
玄
宗
の
天
宝
十
三
載
の
太
楽
署
供
奉
楽
曲
の
石
刊(5)に
は
左
の
十
四
調
が
明
記
せ
ら
れ
て
い
る
。

1

太
簇
宮
、沙
陁
調
。
2

太
簇
商
、大
食
調
。
3

太
簇
羽
、般
渉
調
。
4

太
簇
角
。
5

林
鐘
宮
、道
調
。
6

林
鐘
商
、小
食
調
。
7

林
鐘
羽
、平
調
。

8

林
鐘
角
。
9

黄
鐘
宮
。
10

黄
鐘
商
、
越
調
。
11

黄
鐘
羽
、
黄
鐘
調
。
12

中
呂
商
、
双
調
。
13

南
呂
商
、
水
調
。
14

金
風
調
。

こ
の
う
ち
沙
陁
調
は
蘇
祗
婆
の
娑
陁
力
調
の
、
般
渉
調
は
同
じ
く
般
贍
調
の
転
訛
語
で
あ
っ
て
、
こ
の
十
四
調
の
由
来
が
何
処
に
あ
る
か
を
明
示
し
て
い
る
。
更
に

そ
の
後
の
書
（『
歷
代
樂
儀
』）
に
は
二
十
八
調
を
記
し
て
い
る
が(6)、
唐
代
の
俗
楽
の
調
は
要
す
る
に
こ
の
二
十
八
調
の
何
れ
か
に
所
属
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
わ
が

国
に
伝
来
し
た
唐
楽
曲
の
調
も
、
そ
の
名
称
・
調
性
何
れ
も
こ
れ
に
淵
源
し
て
い
る
。
た
だ
、
わ
が
国
で
は
ま
ま
異
説
を
伝
え
た
と
こ
ろ
も
あ
り(7)、
傍
ら
後
世
の
誤
解(8)

三
二

國
學
院
大
學
北
海
道
短
期
大
学
部
紀
要
第
三
十
七
巻



も
あ
っ
て
一
致
し
な
い
も
の
も
あ
る
に
は
あ
る
が
、
わ
が
雅
楽
に
云
う
調
名
中
、
一
越
（
唐
、
越
）・
大
食
・
乞
食
・
双
・
水
・
平
・
黄
鐘
・
盤
渉
（
唐
、
般
渉
）
等
は
悉

く
唐
の
調
名
で
あ
る
。

次
に
こ
れ
ら
唐
代
の
諸
調
の
実
際
の
音
の
高
度
は
ど
う
か
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
先
人
の
諸
説
も
あ
る
が(9)、
一
つ
と
し
て
信
頼
す
る
に
足
る
も
の
が
な
く
、
十
年
前

に
私
が
証
明
し
た
よ
う
に
、
現
代
の
雅
楽
の
律
に
甚
だ
近
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
う
余
地
は
な
い(10)。
例
え
ば
、
唐
の
太
簇
宮
、
沙
陁
調
の
主
音
、
太
簇
の
律
は
わ

が
沙
陀
調
の
宮
音
で
あ
る
一
越
（
d
）
に
近
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
他
の
調
も
こ
れ
と
同
じ
関
係
に
よ
っ
て
整
然
と
排
列
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
唐
人
は
こ
れ

ら
の
調
の
基
準
と
し
て
古
律(11)と
称
す
る
標
準
律
を
用
い
た
が
、
古
律
と
は
律
尺
（
鉄
尺
(12
)）

所
造
の
律
で
は
な
く
、
律
尺
に
よ
る
律
と
一
定
の
関
係
を
な
す
低
い
律
で

あ
っ
た
。
こ
れ
を
図
解
す
る
と
次
の
如
く
な
る
。

鉄
尺
律

林倍
夷倍

南倍
無倍

応倍
黄

大
太

夾
姑

仲
蕤

古
律

黄
大

太
夾

姑
仲

蕤
林

夷
南

無
応

一越
平調

双調
黄鐘

盤渉

×

×

×

（
1
）
五
声
の
う
ち
、
宮
を
母
体
と
す
る
思
想
が
最
始
源
的
で
あ
る
以
上
、
五
声
を
用
う
る
調
に
於
い
て
も
宮
を
主
音
と
す
る
宮
調
が
最
も
中
心
的
で
あ
っ
た
と
考
う
の
が
自
然
で

あ
る
。

（
2
）
王
西
徴
「
五
音
七
音
㗾
攷
」（『
燕
京
學
報
』
二
十
八
期
）
は
『
管
子
』
の
記
に
基
づ
き
、
且
つ
『
隋
書
』
の
開
皇
楽
議
の
記
事
に
基
づ
い
て
、
む
し
ろ
積
極
的
に
徴
を
主
音

と
す
る
徴
調
こ
そ
古
代
中
国
音
楽
の
中
心
的
の
調
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
唐
人
は
徴
調
を
余
り
好
ま
ず
二
十
八
調
も
徴
調
を
除
い
て
い
る
の
は
、
単
に
時
代
的
好

み
と
の
み
云
い
き
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
唐
、
田
畸
『
聲
律
㛿
訣
』（『
白
石
㚋
人
歌
曲
』
引
）「
徵
與
二

二
變
之
㙭
一、
咸
非
二

流
美
一、
故
自
レ

古
少
二

徵
㙭
曲
一

也
」。

（
3
）
『
隋
書
』
音
樂
志
「
譯
（
鄭─

）
云
、…

…

先
レ

是
周
武
帝
時
有
二

龜
茲
人
一、
曰
二

蘇
祗
婆
一、
從
二

突
厥
皇
后
一

入
レ

國
、
善
二

胡
琵
琶
一、
聽
二

其
㘂
一レ

奏
、
一
均
之
中
、
閒
有
二

七

聲
一、
因
而
問
レ

之
、
答
云
、
父
在
二

西
域
一

Ầ
爲
二

知
音
一、
代
相
傳
㗹
、
㙭
有
二

七
種
一

以
二

其
七
㙭
一

勘
-二校
七
聲
一、
冥
若
レ

合
レ

符
、
一
曰
娑
陁
力
、
華
言
㚻
聲
、
卽
宮
聲
也
、
二
曰

雞
識
、
華
言
長
聲
、
卽
南
呂
聲
也
、
三
曰
沙
識
、
華
言
質
直
聲
、
卽
角
聲
也
、
四
曰
沙
侯
加
濫
、
華
言
應
聲
、
卽
變
徵
聲
也
、
五
曰
沙
臘
、
華
言
應
和
聲
、
卽
徵
聲
也
、
六
曰

般
贍
、
華
言
五
聲
、
卽
羽
聲
也
、
七
曰
俟㉒

利
箑
、
華
言
斛
牛
聲
、
卽
變
宮
聲
也
、
譯
因
㗹
而
彈
レ

之
、
始
得
二

七
聲
之
正
一

」。『
隋
書
』
に
は
こ
の
前
後
に
開
皇
楽
議
の
甲
論
乙

駁
の
論
を
記
し
て
い
る
。

（
4
）
七
ラ
ー
ガ
名
は

三
三

日
本
雅
楽
の
主
要
源
流
と
し
て
見
た
る
唐
代
音
楽
の
楽
器
・
楽
律
・
楽
曲
の
全
貌



1

.M
dhayam
a-

grām
a

2

.Sㅡadㅡja-

grām
a

3
.Sㅡādㅡava

4
.Sādhārita

5
.Pañcam
a

6

.K
aiśika-
m
adhyam
a

7

.K
aiśika

の
七
つ
で
、
こ
の
七
名
と
蘇
祗
婆
調
名
の
親
近
さ
を
始
め
て
説
い
た
の
は
『
法
寶
義
林
』（
D
ictionnaire
encyclopédique
du
bouddhism
e
d̓
après
les
sources
chinoises

etjaponaises）
で
あ
る
。
続
い
て
私
は
二
者
の
間
の
実
際
の
調
と
し
て
の
親
近
す
る
も
の
四
つ
あ
る
こ
と
を
実
証
し
た
（『
隋
㚃
燕
樂
㙭
硏
究
』
第
二
章
三
節
）。
今
、
左
に

碑
の
七
ラ
ー
ガ
と
蘇
祗
婆
の
七
調
中
、
四
調
の
夫
々
の
調
性
が
如
何
に
合
致
す
る
か
を
表
解
し
て
み
よ
う
。

○
印
を
附
し
た
声
は
調
の
主
音
で
あ
る
。
従
っ
て
宮
の
上
に
○
の
あ
る
も
の
は
宮
調
と
な
る
。

（
5
）
『
㚃
會
㛿
』（
三
十
三
）「
天
寶
十
三
載
、
七
月
十
日
、
太
樂
署
供
奉
曲
名
、
㖎
改
二

諸
樂
名
一、…

…

」。

三
四

國
學
院
大
學
北
海
道
短
期
大
学
部
紀
要
第
三
十
七
巻

七
ラ
ー
ガ
名

七
ラ
ー
ガ
の
声
（
中
国
七
調
の
声
）

均
中
国
調

蘇
祗
婆
調

1. M
dhayam

a- grām
a

羽
変宮

宮
○商

角
変徴

徴
Ⅰ

商
調

2. Sㅡ adㅡ j a- grām
a

羽
変宮

宮
○商

角
変徴

徴
Ⅰ

商
調

3. Sㅡ ādㅡ ava
商

角
変徴

○徴
羽

変宮
宮

Ⅱ
徴
調

沙
臘

4. Sādhāri ta
徴

羽
変宮

○宮
商

角
変徴

Ⅲ
宮
調

娑
陁
力

5. Pañcam
a

商
角

変徴
徴

○羽
変宮

宮
Ⅱ

羽
調

般
贍

6. K
ai śi ka- m

adhyam
a

徴
羽

変宮
○宮

商
角

変徴
Ⅲ

宮
調

7. K
ai śi ka

徴
羽

変宮
宮

○商
角

変徴
Ⅲ

商
調

鶏
識



（
6
）
『
㚃
書
』
禮
樂
志
の
記
事
は
多
く
『
歷
代
樂
儀
』（
徐
景
安
）
に
基
づ
く
も
の
と
云
う
。
志
の
二
十
八
調
も
徐
氏
の
説
で
あ
る
。「
凡
㘂
レ

謂
俗
樂
者
二
十
有
八
㙭
、
正
宮
・
高

宮
・
中
呂
宮
・
㚋
㙭
宮
・
南
呂
宮
・
仙
呂
宮
・
黃
鐘
宮
爲
二

七
宮
一、
越
㙭
・
大
⻝
㙭
・
高
大
⻝
㙭
・
雙
㙭
・
小
⻝
㙭
・
歇
指
㙭
・
林
鐘
商
爲
二

七
商
一、
大
⻝
角
・
高
大
⻝
角
・
雙

角
・
小
⻝
角
・
歇
指
角
・
林
鐘
角
・
越
角
爲
二

七
角
一、
中
呂
㙭
・
正
㚻
㙭
・
高
㚻
㙭
・
仙
呂
㙭
・
黃
鐘
羽（「
羽
」
字
は

「
㙭
」
の
誤
り
か

）・
般
涉
㙭
・
高
般
涉
爲
二

七
羽
一

」。

（
7
）
一ㅡ

越
調
は
唐
の
越
調
で
あ
る
が
、
南
蠻
驃
國
傳
に
は
伊ㅡ

越
調
と
あ
り
、
元
の
劉
壎
『
隱
居
㙳
議
』
に
は
一ㅡ

越
調
を
挙
げ
て
い
る
か
ら
、
唐
代
に
も
一ㅡ

越
な
る
も
の
も
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
般
渉
は
わ
が
国
で
は
専
ら
盤ㅡ

渉
と
書
す
。
そ
れ
も
よ
り
ど
こ
ろ
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

（
8
）
唐
の
水
調
は
南
呂
商
で
、
わ
が
水
調
は
唐
の
小
食
調
に
当
た
っ
て
い
る
。
恐
ら
く
は
誤
伝
か
と
思
う
。

（
9
）
例
え
ば
、
荻
生
徂
徠
が
唐
の
律
に
比
べ
て
近
代
の
律
が
甚
だ
低
下
し
て
い
た
と
認
め
て
い
る
如
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
唐
代
の
律
の
使
用
法
に
特
異
の
も
の
の
あ
っ
た
こ
と

─
─

即
ち
古
律─

─
を
知
ら
ず
、
直
接
律
尺
か
ら
計
算
し
た
律
を
以
っ
て
高
度
を
知
ろ
う
と
し
た
為
に
生
じ
た
誤
り
で
あ
る
。

（
10
）
そ
の
根
拠
と
し
て
唐
代
驃
国
貢
献
の
楽
器
の
両
頭
笛
の
律
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
笛
は
二
管
の
横
笛
を
、
吹
口
を
隣
り
合
わ
せ
て
連
結
し
た
よ
う
な
も
の
で
、

『
㚃
書
』
に
「
長
二
尺
八
寸
、
中
隔
二

一
節
一、
節
左
右
開
二

衝
氣
穴
一、
兩
端
皆
分
、
洞
體
爲
二

笛
量
一、
左
端
應
二

太
簇
一、
管
末
三
穴
、
一
姑
洗
、
二
蕤
賓
、
三
夷
則
、
右
端
應
二

林

鐘
一、
管
末
三
穴
、
一
南
呂
、
二
應
鐘
、
三
大
呂
、
下
托
指
一
穴
、
應
二

淸
太
簇
一、
兩
洞
體
七
穴
、
共
備
二

黃
鐘
林
鐘
兩
均
一

」
と
あ
る
の
を
図
解
す
る
と
左
の
如
し
。

右
の
笛
に
よ
っ
て
、
黄
鐘
商＝

伊
越
調
（
越
調
、
わ
が
一
越
調
）
と
林
鐘
商＝

小
植
調
（
小
食
調
）
の
二
調
の
曲
の
吹
奏
に
堪
え
る
の
で
あ
る
が
、
私
の
復
原
実
験
に
よ
る

三
五

日
本
雅
楽
の
主
要
源
流
と
し
て
見
た
る
唐
代
音
楽
の
楽
器
・
楽
律
・
楽
曲
の
全
貌

七
ラ
ー
ガ
名

七
ラ
ー
ガ
の
声
（
中
国
七
調
の
声
）

均
中
国
調

蘇
祗
婆
調

1. M
dhayam

a- grām
a

羽
変宮

宮
○商

角
変徴

徴
Ⅰ

商
調

2. Sㅡ adㅡ j a- grām
a

羽
変宮

宮
○商

角
変徴

徴
Ⅰ

商
調

3. Sㅡ ādㅡ ava
商

角
変徴

○徴
羽

変宮
宮

Ⅱ
徴
調

沙
臘

4. Sādhāri ta
徴

羽
変宮

○宮
商

角
変徴

Ⅲ
宮
調

娑
陁
力

5. Pañcam
a

商
角

変徴
徴

○羽
変宮

宮
Ⅱ

羽
調

般
贍

6. K
ai śi ka- m

adhyam
a

徴
羽

変宮
○宮

商
角

変徴
Ⅲ

宮
調

7. K
ai śi ka

徴
羽

変宮
宮

○商
角

変徴
Ⅲ

商
調

鶏
識太簇

吹口
姑洗

蕤賓
夷則

大呂
応鐘

南呂

林鐘

林
鐘
均

黄
鐘
均

太林徴宮
○商

○商
羽 南 姑

古
律

鉄
尺
律

古
律

宮 黄 林
蕤

蕤

角 変
宮 応

太 南徴
変
徴 大 夷

変
宮

変
徴

太
清

宮 徴 林

大
清

羽 角 姑 応

♯
g

♯
g

g
f

♯
d

d
♯
c

c
♯
a

太簇

小
食
調

徴
調



と
、
現
代
の
律
よ
り
心
持
ち
高
い
だ
け
で
、
今
の
一
越
（
d
）
は
↓♯d
に
あ
た
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
微
細
な
差
は
問
題
と
な
ら
な
い
。

（
11
）
唐
の
古
律
の
正
律
は
久
し
く
不
明
で
あ
っ
た
。
私
は
両
頭
笛
の
音
律
の
検
討
に
よ
っ
て
律
尺
の
律
よ
り
五
律
低
い
あ
る
律
の
存
在
を
確
認
し
、
こ
れ
を
古
律
に
擬
し
た
が
、

こ
の
説
は
今
日
で
も
誤
り
な
い
と
信
じ
て
い
る
。
宋
人
は
唐
代
に
低
い
律
の
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
玉
海
』（
七
）
景
祐
二
年
李
照
建
言
「
王
朴
律
準
視
二

古
樂
一

高
五
律
、
視
二

禁
坊
樂
一

（『
玉
海
』
百
五
注
云
胡
部
）
高
二
律
、
擊
二

黃
鐘
一

則
爲
二

仲
呂
一、
擊
二

夾
鐘
一

則
爲
二

夷

則
一

」、
王
応
麟
『
困
學
紀
聞
』
引
、
范
鎮
『
仁
宗
實
錄
』
序
「
王
朴
始
用
レ

尺
定
レ

律
、
而
聲
與
レ

器
皆
失
レ

之
、
太
祖
患
二

其
聲
高
一、
特
減
二

一
律
一、
至
レ

是
、
又
減
二

㚢
律
一、
然
太

常
樂
比
二

㚃
之
聲
一

㛹
高
五
律
、
比
二

今
燕
樂
一

高
三
律
」、『
宋
史
』（
百
三
十
一
）
樂㉓

志
「
鎭
（
范─

）
以
二

㘂
レ

收
開
元
中
笛
㖎
方
響
一

合
二

於
仲
呂
一、
校
二

太
常
樂
一

下
五
律
、
敎

坊
樂
下
三
律
」、
沈
括
『
夢
溪
補
筆
談
』「
本
㙫
燕
部
樂
、
經
二

五
代
離
亂
一、
聲
律
差
舛
、
傳
聞
國
初
比
二

㚃
樂
一

高
五
律
、
㖢
世
樂
聲
漸
下
、
尙
高
兩
律
」。

か
く
宋
人
が
唐
律
の
低
い
の
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
唐
の
中
期
、
正
し
く
古
律
と
呼
ば
れ
た
と
す
る
理
由
は
、『
㚃
書
』
南
蠻
傳
、
南
詔
奉
聖
楽
に
、
新
律
に
対
し
三

律
低
い
も
の
を
古ㅡ

律ㅡ

と
云
っ
て
い
る
こ
と
に
基
づ
く
。「
南
呂
羽
之
宮
、
應
二

古ㅡ

律ㅡ

黃
鐘
爲
レ

君
之
宮
一、
樂
用
二

古ㅡ

黃ㅡ

鐘ㅡ

方
響
一
、…

…

倍
黃
鐘
觱
篥…

…

等
一

」。
新
律
の
高
度
は

両
頭
笛
の
律
を
参
酌
し
て
凡
そ
é
と
考
え
る
。
上
記
范
鎮
所
収
の
開
元
中
の
笛
・
方
響
は
太
常
楽
よ
り
五
律
低
い
と
あ
る
が
、
南
詔
楽
の
古
律
の
方
響
は
范
鎮
の
獲
た
も
の
と

同
格
で
あ
ろ
う
。

（
12
）
唐
代
の
律
尺
は
前
後
一
で
は
な
い
が
、
盛
唐
代
の
も
の
は
鉄
尺
と
認
め
て
差
し
支
え
な
い
。
狩
谷
棭
斎
の
こ
の
点
に
関
す
る
考
証
は
聞
く
べ
き
で
あ
る
（『
本
㙫
度
量
權
衡

攷
』）。
鉄
尺
の
黄
鐘
は
凡
そ
♯f́
に
当
た
る
。

第
四
章

唐
代
の
楽
曲

唐
代
の
俗
楽
の
曲
数
が
何
千
に
の
ぼ
っ
た
か
は
、
こ
れ
を
明
記
し
た
記
録
が
存
し
な
い
の
で
わ
か
ら
な
い
が
、『
敎
坊
記
』
に
は
約
三
百
二
十
曲
、
天
宝
十
三
載
太

楽
署
供
奉
曲
に
は
約
二
百
二
十
曲
、『
羯
鼓
錄
』
に
は
約
百
三
十
を
録
し
て
い
る
。

一
方
、
わ
が
国
に
伝
来
し
た
も
の
は
前
後
少
な
く
と
も
百
五
十
曲
は
越
す
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
唐
代
の
俗
楽
を
ま
の
あ
た
り
描
き
出
そ
う
と
す
る
に
は
、
唐
代
の
古
譜
、
又
は
そ
の
写
し
と
見
な
す
べ
き
も
の
の
研
究
に
よ
る
他
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
曲

譜
と
し
て
挙
ぐ
べ
き
も
の
に

一
、
正
倉
院
古
文
書
紙
背
の
琵
琶
譜

二
、
陽
明
文
庫
蔵
国
宝
『
五
絃
譜
』

三
、
燉
煌
発
見
琵
琶
譜

四
、『
㚘
㕧
新
撰
橫
笛
譜
』
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の
四
者
が
あ
る
。
一
は
天
平
時
代
の
古
譜
、
二
は
平
安
中
期
の
写
で
あ
る
が
、
内
容
は
奈
良
時
代
、
引
い
て
は
唐
時
代
の
譜
の
体
裁
を
示
し
て
い
る
。
三
は
仏
国
の
ペ

リ
オ
博
士
が
発
見
し
た
も
の
で
、
年
代
は
決
定
的
に
は
云
え
な
い
が
、
晩
唐
乃
至
五
代
の
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
四
は
後
世
の
転
写
本
し
か
存
し
な
い
け
れ
ど
、
依

然
、
唐
時
代
の
譜
の
面
影
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
四
譜
は
過
去
十
年
間
の
比
較
研
究
に
よ
っ
て
共
通
要
素
の
あ
る
こ
と
が
確
認
せ
ら
れ
、
次
い
で
唐
代
の

楽
曲
の
構
成
形
式
、
作
曲
法
等
々
も
漸
く
明
ら
か
に
な
ろ
う
と
す
る
に
至
っ
た
。

一
、
楽

譜

唐
代
の
楽
曲
の
譜
、
特
に
旋
律
の
譜
は
、
尚
お
後
世
の
わ
が
雅
楽
の
譜
の
ご
と
く
、
実
演
に
可
な
り
近
い
も
の
を
表
現
す
る
と
云
う
よ
り
、
楽
曲
旋
律
の
中
心
音
を

簡
潔
に
現
し
た
も
の
と
云
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
琵
琶
・
五
絃
・
横
笛
・
笙
何
れ
に
も
共
通
し
て
い
る
。

次
に
、
楽
曲
の
旋
律
は
余
り
緩
急
の
差
の
著
し
い
も
の
を
持
た
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
楽
譜
の
一
字
一
字
は
殆
ど
等
し
い
音
長
を
与
え
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
従
っ
て

細
か
い
旋
律
を
示
す
場
合
に
は
別
の
記
号
を
要
し
た
。
ま
た
楽
譜
が
か
く
簡
潔
で
あ
る
か
ら
、
拍
子
記
号
は
な
く
て
も
よ
く
、
た
だ
大
鼓
拍
子
の
ご
と
き
も
の
を
加
え

る
程
度
で
こ
と
足
り
た
。

当
時
の
楽
譜
に
は
律
名
を
記
し
た
も
の
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
わ
が
雅
楽
は
遂
に
こ
れ
を
伝
承
せ
ず
、
各
楽
器
独
自
の
譜
字
を
用
い
た
。
楽
譜
と
し
て
知
ら
れ
た
も
の

の
う
ち
、
俗
楽
で
中
心
的
の
も
の
は
宋
人
の
所
謂
、
燕
楽
十
字
譜
で
あ
る
。
合
四
一
上
勾
尺
工
凡
六
五
の
十
字
か
ら
成
立
し
、
中
国
で
は
遼
・
宋
以
来
近
時
ま
で
伝
承

し
て
い
る
が
、
わ
が
雅
楽
に
伝
承
し
た
譜
で
こ
れ
に
最
も
近
い
の
は
方
響
の
譜
で
あ
り
、
篳
篥
の
譜
も
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
か
な
り
齟
齬
し
て
い
る
。
十
字
譜

が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
篳
篥
譜
は
何
か
の
理
由
で
譜
の
位
置
が
顚
倒
し
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
笛
譜
・
笙
譜
に
も
一
部
十
字
譜
と
共
通
す
る
も
の
を
用
い
て
い

る
。
ま
た
琵
琶
と
五
絃
は
、
四
絃
だ
け
は
共
通
の
譜
字
を
用
い
、
琵
琶
と
笙
も
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
は
已
に
説
か
れ
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。
箏
も
独
特
の
も

の
を
用
う
し
、
拍
子
楽
器
も
夫
々
の
譜
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
譜
も
大
抵
唐
か
ら
伝
承
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
中
に
は
わ
が
国
で
考
案
さ
れ
た
り
改
良
さ
れ
た

も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、
仮
名
譜
で
あ
り
、
本
譜
で
も
大
小
字
譜
を
整
然
と
排
列
す
る
近
世
の
笛
・
篳
篥
の
譜
の
ご
と
き
で
あ
る
。

今
日
の
と
こ
ろ
、
唐
時
代
に
相
当
す
る
年
代
の
古
譜
の
体
裁
を
示
す
も
の
は
、
琵
琶
と
五
絃
と
箏
と
笛
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

三
七

日
本
雅
楽
の
主
要
源
流
と
し
て
見
た
る
唐
代
音
楽
の
楽
器
・
楽
律
・
楽
曲
の
全
貌



二
、
楽
曲
の
形
式
と
構
成

曲
の
長
短
を
論
ぜ
ず
同
一
旋
律
の
反
覆
す
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
全
然
せ
な
い
も
の
も
あ
る
。
反
覆
の
仕
方
も
非
常
に
整
然
た
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
雑
然
た
る
も
の
も

あ
る
。
こ
れ
ら
の
間
に
一
定
の
約
束
を
見
出
す
こ
と
も
至
難
で
は
な
い
が
、
容
易
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。
わ
が
雅
楽
の
術
語
で
換
頭
・
重
頭
・
採
頭
と
称
す
る
も
の
は

失
伝
古
曲
の
う
ち
に
も
屢
々
見
出
す
と
こ
ろ
で
、
い
く
つ
か
の
曲
を
連
ね
て
所
謂
序
破
急
の
よ
う
に
組
み
立
て
る
仕
方
も
古
は
更
に
大
が
か
り
の
も
の
の
あ
っ
た
こ
と

は
、『
五
絃
譜
』
や
『
㚘
㕧
譜
』
を
通
じ
て
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

次
に
、
作
曲
の
仕
方
は
近
代
の
洋
楽
に
比
べ
て
か
な
り
の
隔
た
り
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
如
何
に
長
大
曲
と
雖
も
、
決
し
て
同
一
旋
律
を
移
調
し
て
再
出
し
た
り
な

ど
は
せ
ず
、
反
覆
す
る
旋
律
が
常
に
同
じ
調
で
あ
る
こ
と
は
今
人
に
は
退
窟
で
あ
ろ
う
が
、
古
人
に
は
か
ま
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
殊
に
唐
代
で
は
尚
お
一
曲
か
曲

の
途
中
で
他
調
に
移
る
こ
と
は
犯
声
と
し
て
避
け
る
こ
と
が
多
く
、
犯
声
を
多
く
用
い
て
曲
を
豊
か
に
す
る
思
想
は
若
干
の
唐
代
曲
に
も
あ
る
に
は
あ
っ
た
け
れ
ど
、

そ
れ
が
発
達
し
た
の
は
次
の
宋
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

三
、
和

声

わ
が
雅
楽
の
笙
の
和
声
や
琵
琶
の
ア
ル
ペ
ジ
オ
奏
法
に
よ
る
一
種
の
和
声
、
箏
の
緩
徐
な
が
ら
こ
れ
ま
た
ア
ル
ペ
ジ
オ
奏
法
と
見
ら
れ
る
和
声
は
、
も
ち
ろ
ん
唐
よ

り
学
ん
だ
も
の
で
あ
っ
て
、
わ
が
祖
先
の
考
案
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
十
七
管
の
笙
の
音
律
の
並
び
方
と
和
声
の
組
み
立
て
を
吟
味
し
て
み
る
に
、
も
と
も
と
和
声

吹
奏
に
適
す
る
よ
う
に
構
造
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
悟
る
の
で
あ
る
。
私
は
十
七
管
の
笙
の
和
声
は
唐
の
太
簇
均
の
諸
調
の
和
声
に
最
も
適
す
る
よ
う
に
出
来
て
い

る
こ
と
に
気
付
い
て
い
る
が
、
太
簇
均
の
関
係
均─

─

林
鐘
・
南
呂
二
均─

─
に
も
ほ
ぼ
適
す
る
。
わ
が
国
で
は
笙
の
律
を
替
え
る
こ
と
な
し
に
何
れ
の
調
に
も
用
い

て
い
る
け
れ
ど
、
唐
代
に
あ
っ
て
は
そ
の
間
に
多
少
の
加
減
が
あ
り
、
疏
遠
の
均
ま
で
同
じ
笙
で
吹
奏
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
と
私
は
考
え
て
い
る
。
琵
琶
や
箏
も

一
種
の
和
声
奏
法
を
と
っ
て
い
る
か
ら
に
は
、
四
絃
の
調
絃
、
十
三
絃
の
柱
の
立
て
方
に
、
あ
る
程
度
の
制
約
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
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四
、
拍

子

雅
楽
で
所
謂
太
鼓
間
の
間
拍
子
の
数
に
よ
る
四
拍
子
・
六
拍
子
・
八
拍
子
等
々
は
、
燉
煌
の
琵
琶
譜
に
も
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。
最
も
多
い
の
は
六
拍
子
で
、
わ

が
雅
楽
で
は
ど
ち
ら
か
と
云
え
ば
珍
し
い
拍
子
で
あ
る
。
古
譜
に
は
後
世
の
所
謂
、
延
八
拍
子
の
中
曲
に
見
る
と
こ
ろ
の
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
風
の
旋
律
進
行
の
譜
を

示
し
た
も
の
が
な
い
。
恐
ら
く
私
の
想
像
す
る
と
こ
ろ
、
あ
る
曲
は
演
奏
の
あ
る
場
合
に
拍
子
を
や
や
変
え
て
演
奏
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
も
の
で
、
わ
が
雅
楽
も
昔

は
多
数
の
曲
に
只
拍
子
も
あ
れ
ば
延
拍
子
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
曲
譜
に
な
ら
ず
と
も
自
由
に
何
れ
か
に
演
奏
出
来
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
自
由
さ

─
─

と
云
っ
て
も
約
束
は
あ
る
が─

─

は
笛
や
篳
篥
の
旋
律
の
技
巧
化
に
も
あ
り
、
琵
琶
・
五
絃
・
箏
に
も
あ
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
を
や
や
丁
寧
に
書
け
ば
、
後
世
の

雅
楽
譜
的
の
も
の
と
な
っ
た
ご
と
く
、
拍
子
も
一
々
譜
に
明
記
し
て
な
く
と
も
、
随
時
他
に
変
更
し
て
演
奏
出
来
た
も
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
。

五
、
楽
曲
の
典
型

唐
代
の
楽
曲
に
は
某
楽
器
の
独
奏
の
た
め
に
編
し
た
も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
楽
曲
の
根
幹
は
結
局
、
何
れ
の
旋
律
楽
器
に
も
応
用
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

は
、
平
安
朝
の
わ
が
雅
楽
曲
と
同
様
で
あ
っ
た
。
後
世
の
わ
が
雅
楽
で
は
夫
々
の
楽
器
が
夫
々
の
演
奏
の
技
巧
的
発
展
を
遂
げ
て
い
る
た
め
に
、
笛
の
曲
は
篳
篥
に
は

や
や
不
適
で
あ
り
、
琵
琶
の
曲
は
箏
に
は
殆
ど
間
に
合
わ
な
い
と
云
う
状
態
で
あ
る
が
、
そ
れ
す
ら
旋
律
の
根
幹
は
共
通
的
で
あ
る
。
各
楽
器
は
夫
々
の
特
色
を
高
度

に
生
か
し
て
技
巧
を
加
え
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
合
奏
は
近
世
洋
楽
の
管
絃
楽
の
よ
う
に
複
雑
に
見
え
る
け
れ
ど
、
後
世
の
笛
の
装
飾
音
を
節
約
す
る
と
篳
篥
の
曲
に

近
付
き
、
そ
れ
を
一
層
簡
潔
に
す
る
と
結
局
、
笙
の
和
声
の
低
音
が
奏
す
る
と
こ
ろ
の
曲
と
な
る
。
笙
の
和
声
の
低
音
は
そ
の
ま
ま
笙
の
譜
に
あ
た
る
管
名
の
固
有
の

一
音
で
あ
り
、
琵
琶
も
ア
ル
ペ
ジ
オ
の
高
音
は
琵
琶
の
譜
に
あ
た
る
絃
柱
上
の
指
定
せ
ら
れ
た
音
で
あ
っ
て
、
両
者
は
低
音
と
高
音
の
差
こ
そ
あ
れ
、
譜
の
示
す
音
が

旋
律
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
差
は
な
い
。
箏
の
譜
も
基
本
は
こ
れ
ら
と
大
同
小
異
で
あ
る
。
笙
の
譜
が
『
五
絃
譜
』
と
非
常
に
近
い
も
の
で
あ
っ
て
、
琵
琶
や
箏
の
譜

に
あ
た
る
旋
律
も
時
代
を
溯
る
ほ
ど
、
笙
の
そ
れ
に
近
付
く
傾
向
が
あ
る
。
笛
す
ら
も
平
安
朝
の
も
の
は
笙
譜
に
非
常
に
近
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
結
局

は
、『
五
絃
譜
』
や
『
燉
煌
琵
琶
譜
』
と
同
程
度
の
簡
潔
な
旋
律
の
笙
・
箏
の
夫
々
の
譜
の
存
在
を
、
唐
代
、
又
は
奈
良
時
代
か
ら
平
安
初
期
に
か
け
て
想
定
し
て
も

好
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
私
は
い
さ
さ
か
の
想
像
に
走
り
過
ぎ
て
い
る
と
は
考
え
な
い
。
か
く
て
純
旋
律
楽
器
の
笛
・
篳
篥
も
、
和
声
を
帯
ぶ
琵
琶
・
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（
五
絃
）・
箏
・
笙
も
元
来
は
唯
一
の
旋
律
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
旋
律
に
当
た
る
譜
が
琵
琶
・（
五
絃
）・
箏
・
笙
で
は
同
時
に
和
声
的
演
奏
を
加
え
さ
せ
た
だ

け
の
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
唐
代
の
作
曲
家
は
、
た
だ
旋
律
を
作
っ
て
各
楽
器
の
譜
の
約
束
に
従
っ
て
書
き
下
せ
ば
、
笛
に
も
篳
篥
に
も
琵
琶
に
も
五
絃
・
箏
・
笙
に
も
自
在
に
演
奏
さ

れ
得
た
も
の
で
、
琵
琶
・
箏
・
笙
の
も
つ
和
声
を
一
々
考
案
按
配
す
る
労
は
殆
ど
要
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
唐
の
胡
俗
の
合
奏
楽
は
各
種
の
旋
律
楽
器
の

斉
奏
（
歌
の
あ
る
も
の
は
歌
を
加
え
）
に
特
殊
の
楽
器
の
規
範
的
和
音
を
加
え
、
こ
れ
に
節
奏
楽
器
を
配
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
時
に
笛
・
篳

篥
、
或
い
は
琵
琶
・
五
絃
の
独
奏
曲
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
す
ら
も
、
他
の
旋
律
楽
器
の
演
奏
に
替
え
る
こ
と
が
左
程
困
難
で
な
か
っ
た
ほ
ど
、
各
楽
器
の
性
能
は
後
世

の
器
楽
に
見
る
ほ
ど
差
の
著
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

六
、
唐
楽
の
歌
辞
に
つ
い
て

最
後
に
難
解
と
さ
れ
て
い
る
唐
楽
の
歌
辞
は
楽
曲
に
ど
の
よ
う
に
排
置
せ
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
一
言
述
べ
た
い
。
こ
の
研
究
は
嘗
て
試
み
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
。
已

に
我
に
唐
よ
り
伝
承
の
楽
曲
が
あ
り
、
中
国
に
は
少
な
く
と
も
そ
れ
ら
の
曲
の
歌
辞
で
あ
っ
た
と
目
す
べ
き
も
の
の
集
録
も
あ
る
の
に
、
両
々
比
較
し
て
歌
え
る
曲
に

す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
は
何
故
か
。
歌
辞
も
今
日
の
よ
う
に
自
由
に
節
づ
け
さ
れ
る
時
代
な
ら
ば
、
歌
辞
と
曲
と
を
併
記
し
な
い
限
り
復
原
は
困
難
で
あ
る
が
、
唐

楽
の
場
合
は
旋
律
の
簡
潔
、
歌
辞
の
直
截
の
点
よ
り
見
て
、
少
し
は
考
え
も
廻
ら
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

一
体
、
唐
代
の
み
な
ら
ず
、
上
古
以
来
、
近
代
ま
で
に
著
録
さ
れ
た
歌
曲
の
歌
辞
は
夥
し
い
数
に
の
ぼ
る
。
そ
れ
に
反
し
、
こ
れ
ら
の
歌
辞
が
如
何
に
唱
わ
れ
た
か

を
示
す
に
足
る
楽
曲
は
ま
こ
と
に
少
な
く
、
千
に
一
つ
も
残
さ
れ
て
い
な
い
。
唐
の
曲
と
云
い
伝
え
て
い
る
開
元
郷
飲
酒
礼
「
風
㕧
十
二
詩
譜
」
や
宋
代
の
姜
堯
章
の

『
白
石
㚋
人
歌
曲
』
の
数
曲
は
歌
辞
を
附
し
た
僅
少
の
例
で
あ
る
が
、
共
に
唐
代
の
楽
曲
の
歌
詞
の
排
置
を
考
え
る
に
は
好
資
料
で
あ
る
。
前
者
は
し
か
し
雅
楽
風
の

極
く
単
調
な
も
の
で
、
一
字
に
一
譜
を
排
し
、
そ
の
音
の
長
さ
も
明
清
の
雅
楽
の
ご
と
く
夫
々
一
定
し
た
も
の
ら
し
く
、
音
楽
と
し
て
は
余
り
興
味
の
あ
る
も
の
と
は

思
わ
れ
な
い
。
後
者
は
詩
余
の
全
盛
時
代
の
名
手
の
自
作
故
に
曲
節
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
唐
楽
の
歌
辞
を
考
え
る
場
合
に
は
余
程
参
考
に
な
る
。
惜
し
い
こ
と
に
曲

節
の
具
体
的
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。

私
は
こ
れ
ら
の
歌
辞
の
あ
る
曲
を
参
考
し
て
、
唐
代
の
曲
と
そ
の
歌
辞
と
の
対
照
を
試
み
て
み
た
が
、
そ
の
不
可
能
で
な
い
の
を
知
っ
た
。
中
に
は
や
や
面
白
い
結

四
〇
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果
を
得
た
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
に
も
し
、
わ
が
奈
良
時
代
か
平
安
初
の
声
明
の
唱
い
方
が
明
白
に
な
っ
た
ら
、
一
層
よ
い
解
釈
の
手
が
か
り
を
得
る
か
も
知
れ
な
い
。

今
日
は
、
唐
楽
の
歌
辞
の
問
題
は
、
尚
お
一
段
の
考
察
を
要
す
る
状
態
に
あ
る
け
れ
ど
、
何
日
か
は
解
釈
さ
れ
る
折
も
あ
ろ
う
と
信
じ
て
い
る
。
こ
の
歌
辞
の
問
題

を
除
く
と
、
唐
楽
の
具
体
的
知
識
は
従
来
に
比
し
遥
か
に
豊
富
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
確
言
出
来
る
の
で
あ
る
。

結

言

唐
の
俗
楽
は
、
そ
の
系
統
か
ら
見
て
も
、
用
う
る
楽
器
・
楽
律
か
ら
見
て
も
、
変
化
に
富
み
百
花
競
う
が
如
き
で
あ
る
。
こ
の
音
楽
は
中
国
古
来
か
ら
の
音
楽
的
に

優
れ
た
も
の
、
外
国
伝
来
の
好
い
も
の
を
悉
く
包
括
集
大
成
し
た
感
じ
が
す
る
。
周
漢
・
明
清
の
盛
時
と
い
え
ど
も
、
音
楽
上
で
は
到
底
、
唐
に
比
肩
す
る
こ
と
は
出

来
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
版
図
が
雄
大
で
あ
り
、
外
国
文
化
の
抱
擁
力
も
あ
れ
ほ
ど
に
大
き
か
っ
た
ご
と
く
、
そ
の
音
楽
も
後
人
の
企
て
難
い
雄
偉
な
も
の
、
豊
麗
な

も
の
を
持
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
を
継
承
し
た
宋
人
は
自
ず
か
ら
別
の
方
向
に
発
達
し
た
為
に
衰
滅
さ
せ
て
仕
舞
っ
た
。
わ
が
国
で
も
一
旦
は
そ
の
ま
ま
を
伝
承

し
た
も
の
の
、
や
が
て
は
国
民
性
の
相
違
そ
の
他
の
原
因
か
ら
、
日
本
風
な
唐
楽
に
変
え
て
仕
舞
っ
た
も
の
を
後
世
に
伝
え
て
い
る
始
末
で
あ
る
。
し
か
し
今
の
わ
が

唐
楽
や
平
安
末
か
ら
鎌
倉
の
唐
楽
の
諸
説
、
そ
れ
に
唐
時
代
や
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
朝
の
楽
譜
を
克
明
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
う
一
度
、
唐
代
の
華
や
か

な
俗
楽
の
全
貌
も
目
の
あ
た
り
浮
か
び
上
が
ら
す
こ
と
も
出
来
る
と
信
ず
る
の
で
あ
る
。

昭
和
二
十
三
年
三
月

翻
刻
者
注

①

目
次
の
第
一
章
・
第
二
章
に
お
け
る
節
を
表
す
ロ
ー
マ
数
字
は
、
草
稿
で
は
漢
数
字
と
す
る
が
、
本
論
に
お
け
る
見
出
し
の
表
記
に
合
わ
せ
て
、
こ
れ
を
改
め
た
。

②

こ
の
引
用
文
は
『
㙳
典
』
に
基
づ
い
て
い
る
。『
舊
㚃
書
』
で
は
「
一
絃
琴
一
」
を
「
三
絃
琴
一

擊
琴
一
」
と
し
、「
葉
一
」
を
「
葉
二
」
と
す
る
。
た
だ
し
、「
葉
一
」
に

つ
い
て
は
、
草
稿
で
は
「
葉
二
」
と
す
る
た
め
、『
㙳
典
』
に
従
い
、
こ
れ
を
改
め
た
。

③
「
鳳
首
箜
篌
」
に
施
し
た
取
り
消
し
線
は
、
林
謙
三
の
草
稿
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。『
㚃
書
』
原
典
に
は
「
鳳
首
箜
篌
」
が
記
載
さ
れ
る
が
、
当
該
楽
器
が
『
隋
書
』『
㙳

典
』『
舊
㚃
書
』
に
お
け
る
高
麗
楽
の
楽
器
編
成
の
記
述
に
は
見
え
な
い
こ
と
か
ら
削
除
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
論
に
も
見
え
る
と
お
り
、
林
謙
三
は
「
鳳
首
箜
篌
」
を
天
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竺
伎
特
有
の
楽
器
と
し
て
い
る
。

④
「
鳥
歌
萬
歲
樂
」
の
「
歲
」
字
は
『
舊
㚃
書
』
で
は
「
壽
」
と
す
る
が
、
林
謙
三
の
表
記
に
従
い
「
歲
」
の
ま
ま
と
し
た
。
林
氏
の
こ
の
修
正
は
、『
舊
㚃
書
』
の
同
段
落
に

「
鳥
歌
萬
歲
樂
、
武
太
后
㘂
㙉
也…

…

」
等
と
見
え
る
こ
と
、
ま
た
、
第
一
章
注
（
13
）
に
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
『
㚘
㕧
笛
譜
』
に
同
名
の
曲
が
伝
わ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
な
お
、「
鳥
歌
萬
歲
樂
」
の
直
前
に
見
え
る
「
天
授
樂
」
の
「
授
」
字
は
、
林
謙
三
の
草
稿
に
「
壽
」
と
す
る
が
、
誤
記
と
見
な
し
、
原
典
に
従
い
、
こ
れ
を
改
め
た
。

⑤
『
五
絃
譜
』
は
戦
後
、
重
要
文
化
財
と
な
り
、
現
在
、
国
宝
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

⑥
『
隋
書
』『
㙳
典
』
で
は
「
擔
鼓
」（「
擔
」
は
「
担
」
の
旧
字
）
と
表
記
す
る
が
、『
舊
㚃
書
』『
新
㚃
書
』
で
は
「
檐
鼓
」
と
表
記
す
る
。

⑦

本
引
用
文
の
返
り
点
に
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
暫
く
林
謙
三
に
拠
る
。
諸
賢
の
批
正
を
乞
い
た
い
。
な
お
、
林
謙
三
の
返
り
点
に
は
拠
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
翻
刻
者
が
確
認
し
た
の
は
、
日
本
古
典
全
集
本
と
盛
岡
市
中
央
公
民
館
本
の
二
本
の
み
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
、
盛
岡
市
中
央
公
民
館
本
が
林
氏
の
返
り
点
と
同
系

統
で
あ
る
。

⑧
「
銅
拔
」
の
「
拔
」
字
は
『
大
正
新
修
大
藏
經
』・『
法
顯
傳
校
㙦
』（
章
巽
校
注
、
上
海
：
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）
と
も
に
「
鉢
」
に
作
り
、
そ
れ
ら
の
校
異
に
は

「
拔
」
と
す
る
テ
キ
ス
ト
は
見
え
な
い
。
林
謙
三
は
、
論
の
展
開
上
、
複
雑
化
を
避
け
る
た
め
に
敢
え
て
「
拔
」
と
し
た
も
の
と
考
え
、
改
め
な
か
っ
た
。

⑨
「
銅
拔
」
の
「
拔
」
字
は
『
大
正
新
修
大
藏
經
』
で
は
「
鈸
」
に
作
り
、
そ
の
校
異
に
は
「
鉢
」
と
す
る
テ
キ
ス
ト
を
示
す
の
み
で
、「
拔
」
と
す
る
も
の
は
見
え
な
い
。
翻
刻

者
注
⑧
と
同
じ
く
、
改
め
な
っ
た
。

⑩

林
謙
三
は
tupiと
す
る
が
（『
東
ア
ジ
ア
楽
器
考
』〔
東
京
：
カ
ワ
イ
楽
譜
、
一
九
七
三
年
〕「
革
鳴
楽
器
」
の
「
一
、
答
臘
鼓
（
揩
鼓
）
に
つ
い
て
」
九
五
頁
も
同
様
）、
ギ
リ

シ
ャ
語
辞
典
等
に
拠
り
、
こ
れ
を
改
め
た
。
た
だ
し
、
翻
刻
者
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
に
つ
い
て
全
く
の
門
外
漢
で
あ
る
た
め
、
こ
の
訂
正
に
躊
躇
を
覚
え
な
い
で
は
な
い
。
諸
賢
の

批
正
を
乞
い
た
い
。

⑪

林
謙
三
は
、『
東
ア
ジ
ア
楽
器
考
』「
絃
鳴
楽
器
」
の
「
一
、
中
國
文
献
に
現
わ
れ
た
原
始
的
管
形
チ
ィ
タ
ー
（
Röhrenzither）
系
の
楽
器
」
一
五
〇
～
一
五
一
頁
に
お
い

て
、
天
宝
楽
の
「
六
柱
」
に
つ
い
て
「
六
柱
と
は
誤
字
で
な
け
れ
ば
多
分
琴
の
如
く
調
絃
す
る
八
絃
と
、
箏
の
如
く
柱
を
移
動
し
て
調
絃
す
る
六
絃
と
を
備
え
た
こ
と
に
な
る

が
、
黄
鐘
一
均
七
声
の
正
倍
十
四
声
に
適
応
す
る
に
は
、
十
四
絃
に
そ
れ
ぞ
れ
一
柱
を
立
て
た
方
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
る
。
こ
こ
か
ら
「
六
柱
」
と
い
う
記
述
に
対
し

て
懐
疑
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
、
そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
「（
？
）」
と
い
う
傍
注
を
附
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑫

現
行
の
『
說
文
解
字
』
に
は
見
え
な
い
。
林
氏
は
、『
梵
仝
經
』
巻
下
に
「
亦
不
得
聽
吹
貝
鼓
角
琴
瑟
箏
笛
箜
篌
歌
叫
伎
樂
之
聲
」
と
あ
り
、
そ
の
注
釈
『
梵
仝
戒
本
疏
日
珠

鈔
』（
凝
然
述
）
巻
四
十
三
に
「
一
吹
貝
、
二
鼓
、
三
角
、
四
琴
、
五
瑟
、
六
箏
、
七
笛
、
八
箜
篌
、
九
歌
叫
、
十
伎
樂
、…

…

太
賢
云
、
角
亦
㘂
吹
、…

…

、
又
云
、…

…

笛

者
徒
㙹
反
、
周
禮
小
師
掌
敎
吹
笛
、
說
文
云
有
七
孔
也
、
又
云
、
言
箜
篌
者
、
古
人
以
匏
爲
箜
篌
」
と
あ
る
の
に
拠
る
か
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
言
う
「
又
云
」
は
『
說
文
解
字
』

で
は
な
く
、
い
ず
れ
も
新
羅
僧
太
賢
の
説
と
思
わ
れ
る
。

⑬
「
盤
圓
亱
長
」
の
「
長
」
字
は
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
、
諸
本
「
直
」
に
作
り
、「
長
」
と
す
る
も
の
は
な
い
。
こ
こ
に
引
用
さ
れ
た
傅
玄
「
琵
琶
賦
」
は
、
文
字
表
記
全
体

の
特
徴
か
ら
判
断
し
て
、『
古
今
圖
書
集
成
』
本
に
拠
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、『
古
今
圖
書
集
成
』
も
「
直
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
林
謙
三
が
本
文
に
「
円
体
長ㅡ

頸
」
と

言
い
、
こ
の
注
（
6
）
に
お
い
て
傅
玄
「
琵
琶
賦
」
を
引
用
し
た
後
、
漢
魏
晋
の
琵
琶
の
特
徴
に
つ
い
て
「
円
体
修ㅡ

頸
」（「
修
」
は
「
長
」
の
意
）
と
す
る
の
を
踏
ま
え
、「
長
」

の
ま
ま
と
し
た
。
た
だ
し
、『
東
ア
ジ
ア
楽
器
考
』「
絃
鳴
楽
器
」
の
「
十
六
、
漢
式
琵
琶
を
め
ぐ
っ
て
」
三
〇
九
頁
に
引
用
の
傅
玄
「
琵
琶
賦
」
で
は
「
直
」
と
し
て
い
る
。

⑭
「
簡
文
帝
」
は
、
草
稿
で
は
「
昭
明
太
子
」
に
誤
っ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
を
改
め
た
。
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⑮
「
鼓
絃
竹
身
」
は
、
草
稿
で
は
「
鼓
絃
㙣ㅡ

身
」
と
す
る
が
、
文
意
か
ら
『
說
文
解
字
』
原
典
に
拠
っ
て
改
め
た
。
た
だ
し
、『
東
ア
ジ
ア
楽
器
考
』「
絃
鳴
楽
器
」
の
「
六
、
五

絃
箏
よ
り
十
三
絃
箏
ま
で
の
過
程
」
一
八
九
頁
で
は
「
鼓
絃
㙣ㅡ

身
」
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
。
な
お
、
希
麟
『
一
切
經
音
義
』・『
太
㚻
御
覽
』・『
文
獻
㙳
考
』・『
古
今
圖
書
集

成
』
等
に
引
く
『
說
文
解
字
』
は
、
林
氏
の
草
稿
と
同
じ
く
「
鼓
絃
㙣ㅡ

身
」
と
し
、
段
玉
裁
『
說
文
解
字
㙦
』
は
「
五ㅡ

絃
㙣ㅡ

身
」
に
改
め
る
。

⑯

注
（
28
）
は
、
草
稿
で
は
注
番
号
の
み
で
、
注
文
そ
の
も
の
を
欠
く
。

⑰
「
十
三
」
の
「
三
」
字
は
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
、『
風
俗
㙳
』
の
諸
本
で
は
「
二
」
に
作
り
、「
三
」
と
す
る
も
の
は
見
出
せ
な
い
が
、
論
旨
を
尊
重
し
改
め
な
か
っ
た
。『
說
文

解
字
』
に
「
笙
、
十
三
簧
、
象
鳳
之
身
也
」
と
あ
り
、
そ
れ
と
混
同
し
た
か
。
な
お
、「
像
」
字
は
、
草
稿
で
は
『
說
文
解
字
』
と
同
じ
く
「
象
」
と
す
る
が
、『
風
俗
㙳
』
に

従
っ
て
改
め
た
。

⑱
『
風
俗
㙳
』
に
は
「
長
」
字
は
な
い
。
林
謙
三
は
、
笛
は
長
笛
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
、
敢
え
て
賦
の
本
来
の
題
名
に
合
わ
せ
て
「
長
笛
賦
」
と
表
記
し
た

も
の
と
考
え
、
改
め
な
か
っ
た
。

⑲
「
漆
觱
篥
」
の
「
觱
」
字
は
、
陳
暘
『
樂
書
』（
巻
百
七
十
三
）
の
原
典
で
は
「
篳
」
と
し
て
い
る
が
、
草
稿
で
は
、
敢
え
て
取
り
消
し
線
で
消
し
、「
觱
」
に
書
き
改
め
て
い

る
。
こ
こ
で
は
草
稿
を
尊
重
し
た
。
同
じ
く
注
（
25
）
に
引
く
陳
暘
『
樂
書
』（
巻
百
三
十
）
漆
觱
篥
の
条
に
お
い
て
「
㚃
九
部
夷
樂
、
有
漆
觱ㅡ

篥
焉
」
と
表
記
し
て
い
る
の
に

合
わ
せ
て
改
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑳

こ
の
注
は
、
草
稿
で
は
本
文
に
注
番
号
の
み
を
記
し
、
注
文
そ
の
も
の
を
欠
く
た
め
、
翻
刻
者
が
陳
暘
『
樂
書
』
巻
百
四
十
八
よ
り
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
を
引
用
し
て

補
っ
た
。
な
お
、
こ
の
文
は
、『
東
ア
ジ
ア
楽
器
考
』「
気
鳴
楽
器
」
の
「
十
、
篳
篥
の
種
目
と
沿
革
」
五
七
七
頁
で
も
引
用
さ
れ
る
。

㉑

蘇
祗
婆
七
調
各
調
の
表
記
は
、
本
章
の
注
（
3
）
に
見
え
る
よ
う
に
『
隋
書
』
の
記
述
に
基
づ
く
が
、「
俟
利
箑
」
の
「
箑
」
字
は
、『
隋
書
』
原
典
で
は
「
𥯦
」
と
す
る
。
林

謙
三
が
、
そ
の
著
「
唐
楽
調
の
淵
源
」（
未
発
表
原
稿
。
そ
の
翻
刻
は
、
長
谷
部
剛
・
山
寺
三
知
編
訳
『
林
謙
三
『
隋
唐
燕
楽
調
研
究
』
と
そ
の
周
辺
』〔
大
阪
：
関
西
大
学
出
版

部
、
二
〇
一
七
年
〕
所
収
）、「
蘇
祗
婆
七
調
と
イ
ン
ド
楽
調
の
関
係
」
の
章
に
お
い
て
、『
隋
書
』
を
引
き
「
𥯦
」
と
表
記
し
た
上
で
「
箑
之
㗂
」
と
割
注
し
て
い
る
こ
と
を
踏

ま
え
、「
箑
」
の
ま
ま
と
し
た
。

㉒
「
俟
利
箑
」
の
「
俟
」
字
は
、
草
稿
で
は
「
侯
」
と
す
る
が
、
本
章
に
見
え
る
蘇
祗
婆
七
調
の
名
称
及
び
『
隋
書
』
原
典
の
表
記
に
従
い
、
こ
れ
を
改
め
た
。
な
お
、
武
英
殿

本
『
㙳
典
』
樂
三
で
は
「
侯
」
と
す
る
。

㉓

草
稿
で
は
「
樂
志
」
の
下
に
「
朱
熹
云
」
と
あ
る
が
、
当
該
箇
所
の
引
用
は
朱
熹
の
説
で
は
な
い
た
め
、
こ
れ
を
削
除
し
た
。

［
付
記
］

本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
助
成
事
業
基
盤
研
究
（
C
）「
林
謙
三
に
よ
る
東
ア
ジ
ア
楽
器
学
の
基
礎
的
研
究
」（
研
究
課
題
領
域
番
号
：18K

00156、
研
究
代

表
者
：
山
寺
三
知
、
研
究
期
間
：
二
〇
一
八─

二
〇
二
一
年
度
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

［
謝
辞
］

資
料
の
閲
覧
・
翻
刻
を
快
く
ご
許
可
下
さ
い
ま
し
た
長
屋
糺
様
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

四
三

日
本
雅
楽
の
主
要
源
流
と
し
て
見
た
る
唐
代
音
楽
の
楽
器
・
楽
律
・
楽
曲
の
全
貌




